
巻
頭
言
同
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
機
能
保
持
を

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
総
裁

萩
原

浩

1

特
集
/
地
域
高
規
格
道
路

地
域
高
規
格
道
路
の
概
要
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

3

地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
事
青
森
県
青
森
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

若
木

吾
朗

9

地
域
高
規
格
道
路
へ
の
地
方

(静
岡
県
)
の
期
待
静
岡
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

小
野
田
隆
夫

“

地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
ー
奈
良
県
本莨

県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

津
田

和
宏

"

熊
本
県
の
地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
熊
本
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

桑
田

嘉
男

斜

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
概
要
道
路
局
路
政
課

鍵

路
肩
走
行
に
関
す
る
判
例
紹
介
に
つ
い
て
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

範

シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
道

こ
の
道

豊
の
道
･
大
分
の
道
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
課
長

前
川

秀
和

臨

ぎ
ふ
の
道
あ
れ
こ
れ

-
日
本
一
住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
岐
阜
県
づ
く
り
-

岐
阜
県
±
木
部
道
路
維
持
課

鉈

道路行政セミナー

囮
時
･
時
･
時
!
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川

…
本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お
-

…
い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

…

-

-

-が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

“

…ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

…

｢
時
の
も
の
で
す
。



地
域
高
規
格
道
路
の
概
要建

設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

一

は
じ
め
に

地
域
高
規
格
道
路
に
つ
い
て
は
、
昨
年
一
二
月
、
候
補

路
線
及
び
計
画
路
線
を
指
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後

そ
の
整
備
が
本
格
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
地

域
高
規
格
道
路
の
概
要
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

地
域
高
規
格
道
路
の
概
要

平
成
四
年
六
月
の
道
路
審
議
会
建
議

『｢ゆ
と
り
社
会
｣

の
た
め
の
道
づ
く
り
』
に
お
い
て
は
、
今
後
の
道
路
整
備

の
基
本
方
向
と
し
て

｢豊
か
な
生
活
の
実
現
｣、
｢活
力
あ

る
地
域
づ
く
り
｣、
｢人
･
自
然
に
優
し
い
環
境
の
形
成
｣

を
掲
げ
て
い
る
o

｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
｣
を
進
め
る
た
め
、
全
国
的

な
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、

魅
力
的
な

｢地
域
集
積
圏
｣
の
形
成
を
図
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軸
と
な
る
も
の
と

し
て
地
域
高
規
格
道
路

(建
議
に
お
い
て
は

｢地
域
高
規

格
幹
線
道
路
｣)
が
位
置
付
け
ら
れ
た
。

｢地
域
集
積
圏
｣
は
、
核
と
な
る
都
市
を
中
心
に
し
た

広
域
的
な
経
済
･
文
化
ブ
ロ
ッ
ク
で
、
地
域
の
発
展
を
促

す
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
形
成
の
た
め
に
は
以
下
の

よ
う
な
条
件
の
整
備
が
必
要
で
あ
る

(図
1
)。

①

核
都
市
と
農
山
村
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
地

域
が
連
携
し
た
広
域
的
な
地
域
･
都
市
構
造
の
形
成

↓
通
勤
圏
域
の
拡
大
や
都
市
と
農
山
村
地
域
と
の

連
携
の
強
化
等
に
よ
る
地
域
集
積
圏
の
拡
大
を
図
る

環
状
･
放
射
道
路

【連
携
機
能
】

②

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
圏
と
の
活
発
な
交
流
が
可
能
と

な
る
多
角
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

高級
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1 地域高規格道路の構造イメージ

構 造

タイプ

車線数 交差方法
主 要 その他

沿 道
アクセス

中央帯 車両制限
(原付等)

構造イメージ

a 4以上 全立体 全立体 禁 止 連続 可能 自動車専用道路

b 4以上 " " 事実上
禁 止

連続 難 全交差点を立体化し、 ランプ形

式によりフルアクセスコントロ

ールを行うタイプ

C 4以上 " 左折のみ

(付加車線)
副道より

集約アクセス

連続 難 主要交差点を立体化し、全線幅

道を設置するこ げこより沿道か

らのアクセスを制限するタイプ

d 4以上 " " 制限不能 連続 不可能 上記 Cタイプの副道に替えて緩

速車道 (仮称) を設置し、 沿道

アクセスを極力制限するタイプ

↓
高
規
格
幹
線
道
路
を
補
完
し
、
物
資
の
流
通
、

人
の
交
流
の
活
発
化
を
促
し
地
域
集
積
圏
間
の
交
流

を
図
る
道
路

【交
流
機
能
】

③

全
国
的
、
国
際
的
な
交
流
を
図
る
た
め
、
航
空
等

｢緩速車線｣ とは、 沿道出入り交通の通行のため、 本線車道と接して設けられる車線で、 本線交通とは区

画線、 機等によって明確に区分されているものを想定している。

将
来
的
に
一
四
、
0
0
○
如
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
目
指

す
高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
、
時
速
八
0
-
一
〇
〇

如
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
を
確
保
し
て
い
る
の
に
対
し
、
既

に
五
三
、
0
0
0
蝿
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る

一
般
国
道
は
時
速
三
七
畑
程
度

(平
均
)
の
サ
ー
ビ
ス
し

か
提
供
で
き
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
示
す
と
お
り
、
現

時
点
に
お
い
て
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
と
そ
れ
に
次
ぐ
幹

線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
格
差
は
大
き
く
、
従
来
の
幹
線

道
路
の
水
準
で
は
、
連
携
、
交
流
、
連
結
と
い
っ
た
機
能

将
来 拠
的 点
に 等
一 と

の
他
の
広
域
交
通
機
関
と
の
効
率
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
等
の
形
成

↓
空
港
･
港
湾
等
の
広
域
流
通
拠
点
や
地
域
開
発

動車専用道路 (a タイプ) 、 四釜
に ○ 絡

“ 8露

い 時 ッ

　　　
　　
　　　　

○フルコントロールアクセスタイプ (bタイプ)

都市間の例

･山間地の例

　　　　　　
　

　　　 　　　
ぷ 會

黎 / // ＼＼

　　　

　　　　

、 、
　 　

図 2 ‐ 1 地域高規格道路の構造タイプ
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○中央分離帯連続タイプ (dタイプ)【級速車線を設けたもの】

○沿道アクセスコントロール (副道設置) タイプ (c タイプ)

　　　　　　　　　　　
　　

　　
↓ " ＼

図 2 ー 2 地域高規格道路の構造タイプ

地域高規格道路の事例

第三京浜道路 (東京都、横浜市、川崎市)

仙台西道路 (仙台市)

安芸仁保呉道路 (広島県)

道イテセ 95.3



宮崎東環状道路 (宮崎県)

を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
全
国
的
な
高
規
格
幹
線
道
路
網
と
一
体

と
な
っ
て
高
速
交
通
体
系
の
役
割
を
果
た
す
地
域
高
規
格

道
路
の
導
入
が
必
要
で
あ
り
、
地
域
高
規
格
道
路
は
、
そ

の
果
た
す
べ
き
役
割
か
ら
、
四
車
線
以
上
の
車
線
を
と
り
、

自
動
車
専
用
道
路
、
ま
た
は
、
同
程
度
の
機
能
を
有
す
る

質
の
高
い
道
路
と
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
高
速
度
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
構
造
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

岐阜南部横断ハイウェイ (岐阜県)

(平
成
四
年
六
月
の
道
路
審
議
会
建
議
に
お
け
る
地
域
高

規
格
幹
線
道
路
の
記
述
)

以
上
か
ら
、
地
域
高
規
格
道
路
の
保
持
す
べ
き
基
本
的

な
構
造
は
、
｢四
車
線
以
上
の
車
線
を
確
保
し
、
自
動
車

専
用
道
路
ま
た
は
そ
れ
と
同
等
の
機
能
を
有
し
、
設
計
速

度
を
原
則
時
速
八
○
如
以
上
と
し
、
沿
道
や
交
通
の
状
況

に
応
じ
て
時
速
六
〇
か
ら
八
○
如
以
上
の
速
度
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
質
の
高
い
道
路
｣
と
し
た

(表
1
･

写
真
)。

三

地
域
高
規
格
道
路
の
指
定

地
域
高
規
格
道
路
の
指
定
は
、
平
成
六
年
一
月
ま
で
に

各
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
市
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
、

長
々
期
的
な
プ
ラ
ン
で
あ
る
｢広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
｣

に
位
置
付
け
ら
れ
た
広
域
道
路
約
三
一万
蝿
の
う
ち
、
高

い
交
流
機
能
を
発
揮
す
る
道
路
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た

広
域
道
路

(交
流
促
進
型
)
約
二
万
蝋
の
中
か
ら
地
域
の

要
望
を
踏
ま
え
て
、
行
う
こ
と
と
し
た

(図
3
)。

広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
は
、
国
土
全
体
、
地
域
全
体

と
い
う
広
域
レ
ベ
ル
の
社
会
交
流
を
支
え
、
地
域
の
連
携

を
促
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
整

備
と
あ
わ
せ
、
地
域
高
規
格
道
路
網
や
、
こ
れ
ら
と
一
体

的
に
機
能
す
る
広
域
的
な
幹
線
道
路
網
の
整
備
を
計
画
的

に
進
め
る
た
め
、
関
連
す
る
交
通
機
関
、
交
通
拠
点

(空

港
、
港
湾
、
高
速
鉄
道
駅
等
)
や
都
市
拠
点
、
振
興
拠
点

等
の
地
域
拠
点
を
は
じ
め
、
国
土
利
用
、
土
地
利
用
等
と

6 道イテセ 95.3
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の
整
合
の
と
れ
た
幹
線
道
路
網
計
画
で
あ
り
、
広
域
的
な

①

広
域
道
路

(交
流
促
進
型
)

道
路
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
、
地
域
活
性
化
施
策
等

本
線
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク

も
考
慮
し
て
想
定
し
う
る
交
通
の
流
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
地

域
に
整
合
し
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
考
え
方
を
整
理
し

た
も
の
で
あ
る
o

広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
示
さ
れ
た
内
容
は
、
①
広

域
道
路
整
備
の
基
本
方
針
、
②
広
域
道
路
網
の
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
で
あ
り
、
こ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
広
域
道
路
は
、

有
す
る
機
能
か
ら
次
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

図 3 広域道路整備基本計画の概要

高規格幹線道路
14,00okm

の中から選定

地域高規格道路
注)広域道路(交流促進型)

広域道路(交流促進型)
約20,oookm

広域道路(地域形成型)

本
線
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機
能
確
保
の
た
め
、
整
備

の
目
標
と
し
て
特
に
構
造
上
の
強
化
を
図
ろ
う
と
す

る
道
路
。
例
え
ば
、
自
動
車
専
用
道
路
や
交
通
の
円

滑
性
確
保
の
た
め
交
差
点
を
立
体
化
す
る
道
路
な
ど
。

②

広
域
道
路

(地
域
形
成
型
)

沿
道
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
性
に
も
配
慮
し
た
前
記
以

外
の
道
路
。

広
域
道
路

(交
流
促
進
型
)
の
中
か
ら
要
望
さ
れ
た
路

線
に
つ
い
て
、
建
設
省
に
お
い
て
事
業
の
重
要
性
、
フ
ィ
ー

ジ
ビ
リ
テ
ィ
、
緊
急
性
、
地
域
の
活
性
化
に
与
え
る
効
果
、

他
の
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
整
合
等
を
検
討
し
、

地
域
高
規
格
道
路
と
し
て
整
備
を
進
め
る
路
線
で
あ
る

｢計
画
路
線
｣
(
一
三
八
路
線

･
延
長
約
五
、
三
二
〇
畑

｢候
補
路
線
｣
に
同
時
指
定
)
と
、
地
域
高
規
格
道
路
と

し
て
整
備
を
進
め
る
妥
当
性
･
緊
急
性
等
に
つ
い
て
基
礎

的
な
調
査
を
実
施
す
る
路
線
で
あ
る

｢候
補
路
線
｣
(
一

〇
七
路
線
、
｢計
画
路
線
｣
と
の
同
時
指
定
を
含
め
る
と

二
四
五
路
線
)
を
昨
年
一
二
月
一
六
日
付
け
で
指
定
し
た
。

今
回
指
定
さ
れ
た
計
画
路
線
を
、
連
携
、
交
流
、
連
結

の
各
機
能
別
に
分
類
し
て
み
る
と
、
交
流
機
能
を
有
す
る

も
の
が
二
五
路
線

(延
長
約
一
、
八
三
〇
如
)、
連
携
機

能
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
放
射
道
路
が
七
六
路
線

(約

二
、
七
二
〇
如
)、
都
市
環
状
道
路
が
一
六
路
線

(約
三

六
〇
姉
)、
連
結
機
能
を
有
す
る
も
の
が
四
三
路
線

(約

一
、
七
〇
〇
如
)
と
な
っ
て
い
る

(複
数
の
機
能
を
合
わ

表 2 自動車専用道路とその他の一般道路の交通量、走行速度の差
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国
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旅
如

均
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鼠

即

刻
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せ
て
持
っ
て
い
る
路
線
が
あ
る
た
め
、
路
線
数
及
び
延
長

の
合
計
は
計
画
路
線
の
路
線
数
及
び
延
長
と
一
致
し
て
い

な
い
)
。

四

地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
効
果

交
通
容
量
、
走
行
速
度
は
、
交
差
点
の
有
無
、
沿
道
か

ら
の
車
両
乗
り
入
れ
の
有
無
、
ま
た
、
歩
行
者
、
自
転
車

の
走
行
に
よ
り
一
般
に
低
下
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら

の
低
下
要
因
の
少
な
い
自
動
車
専
用
道
路
に
お
い
て
は
、

道イテセ 95.3



表 4 地域高規格道路による交通拠点との連絡状況及び都市環状道路の形成状況
お‐

対象数 高規格幹線道路に

よる直結 ･ 整備数

地域高規格道路に

よる直結 ･ 整備数

広域道路 (交流促進型)

による直結 ･ 整備数

繊

港

湾

状

港

環

要

市

空

車

都

挑
潴
締

%

%

%

知
野
側

港

唇

市

空

、.

都

RU

ワー

=̂〕

%

%

%

7

5

6

鎖

粥

姫

港

.‐

市

空

浚

都

港増

'

2

街

“

%

%

%

4

0

8

77

59

94

港

‐

市

空

濯

都

港川

;

4

後

琉

圏 ･地域高規格道路とは、 今回指定した候補路線及び計画路線である。

高
い
交
通
容
量
、
走
行
速
度
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
た
め
、
地
域
高
規
格
道
路
は
高
い
速
度
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
自
動
車
専
用
道
路
と
そ
の
他

の
道
路
の
交
通
量
、
走
行
速
度
の
差
を
比
較
す
る
と
表
2

の
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
交
通
事
故
件
数
の
六
割
を
し
め
る
交
差
点
が
な

く
、
ま
た
歩
行
者
、
自
転
車
交
通
の
な
い
自
動
車
専
用
道

路
に
お
い
て
は
、
表
3
に
示
す
と
お
り
、
事
故
件
数
が
激

表 3 自動車専用道路とその他の一般道路の交通事故発生頻度の差

死傷事故率 死亡事故率
(件 / 億台km) (件 / 億台km)

A
B
雛

自動車専用道路 (高速自動車国道)

その他の道路

減
し
、
高
い
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

さ
ら
に
、
今
回
指
定
さ
れ
た
候
補
路
線
及
び
計
画
路
線

に
よ
っ
て
、
広
域
的
な
交
通
拠
点
で
あ
る
空
港
や
重
要
港

湾
と
の
ア
ク
セ
ス
が
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ
る
と
と
も
に
、

県
庁
所
在
地
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
の
中
心
的
な
都
市
に

お
い
て
規
格
の
高
い
環
状
道
路
網
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
空
港
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
五
三
空
港
の
う
ち
、

高
規
格
幹
線
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
連
結
し
て
い

る
も
の
が
五
空
港
し
か
な
い
の
に
比
し
て
、地
域
高
規
格

道
路
に
よ
り
二
九
空
港
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
(表
4
)。

以
上
の
よ
う
に
、
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
効
果
は
、

交
通
容
量
の
増
大
、
旅
行
速
度
の
向
上
、
交
通
安
全
性
の

向
上
、
拠
点
連
絡
、
都
市
環
状
道
路
の
充
実
と
い
っ
た
幅

広
い
も
の
と
な
る
。

五

今
後
の
整
備

今
後
は
、
計
画
路
線
と
し
て
指
定
さ
れ
た
路
線
の
中
か

ら
、
ル
ー
ト
選
定
、
整
備
手
法
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、

都
市
計
画
等
の
調
査
を
進
め
る

｢調
査
区
画
｣
及
び
事
業

着
手
に
向
け
実
施
設
計
、
地
元
協
議
等
を
進
め
る

｢整
備

区
画
｣
を
指
定
し
、
重
点
的
に
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
な
る
。

地
域
高
規
格
道
路
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体
的
に

機
能
す
る
広
域
的
な
一
般
国
道
及
び
主
要
地
方
道
等

(道

路
種
別
未
定
を
含
む
)
の
機
能
を
高
め
る
も
の
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
、
主
と
し
て
一
般
国
道
、
主
要
地
方
道
等
の

バ
イ
パ
ス
、
拡
幅
等
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
自
動
車

専
用
道
路
、
又
は
交
差
点
立
体
、
自
転
車
歩
行
者
道
分
離

等
の
手
法
を
活
用
し
て
同
程
度
の
機
能
を
有
す
る
質
の
高

い
道
路
を
建
設
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
高
速
度
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
で
、
別
途
に
新
た

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
事

業
の
進
め
方
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

①

通
常
の
直
轄
･
補
助
事
業
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
道
路
管
理
者
が
重
点
的
･
計
画
的
に
整
備
す
る
。

②

こ
の
場
合
、
採
算
性
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る

位
置
づ
け
･
役
割
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
必
要
に
応

じ
て
有
料
道
路
事
業
の
活
用
も
図
る
。

整
備
延
長
に
つ
い
て
は
、
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計

画
の
期
間
中

(平
成
9
年
度
ま
で
)
に
概
ね
二
、
○
○
○

如
の
整
備
に
着
手
し
、
長
期
的

(二
一
世
紀
初
頭
ま
で
)

に
は
六
、
0
0
0
か
ら
八
、
0
0
0
畑
の
整
備
を
図
る
こ

と
と
す
る
。

六

お
わ
り
に

地
域
高
規
格
道
路
は
、
将
来
、
高
速
自
動
車
国
道
等
と

一
体
と
な
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る

こ
と
か
ら
、
高
速
自
動
車
国
道
等
と
同
様
に
高
い
水
準
の

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
密
度
の
高
い
道

路
情
報
提
供
を
始
め
と
す
る
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図

っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

8 道々テセ 95.3



も
亀
今
も
も
む
地
も
遭

地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
ー
青
森
県

青
森
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

若
木

吾
朗

一

は
じ
め
に

青
森
県
は
、
東
北
の
仙
台
と
北
海
道
の
札
幌
と
の
中
間

に
位
置
し
、
冬
の
厳
し
さ
は
あ
る
も
の
の
、
三
方
を
海
に

囲
ま
れ
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
は
っ
き
り
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
平
成
五
年
一
二
月
に
世
界

遺
産
に
登
録
さ
れ
た

百

神
山
魂
｣
ゃ

平

和
田
湖
.
奧

入
瀬
渓
流
｣
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
、
日
本
の
古
代

史
を
大
き
く
塗
り
替
え
る
こ
と
と
な
っ
た
青
森
市

｢三
内

丸
山
遺
跡
｣
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
的
遺
産
、
さ
ら
に
世

界
の
火
祭
り

｢ね
ぶ
た
ま
つ
り
｣、
日
本
三
大
霊
場

｢恐

山
｣
な
ど
数
多
く
の
観
光
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

総
面
積
は
、
九
、
六
〇
〇
婦
で
、
国
土
の
二
･
五
%
に

当
た
り
、
四
七
都
道
府
県
中
第
八
位
の
大
き
さ
と
な
っ
て

い
る
。

産
業
･
行
政
を
支
え
る
都
市
集
積
は
、
行
政
･
経
済
の

中
心
で
あ
る
青
森
市

(人
ロ
約
二
九
万
人
)、
城
下
町
と

し
て
の
格
式
と
学
術
文
化
の
中
心
で
あ
る
弘
前
市

(人
口

十和田湖 ･奥入瀬渓流

約

一
七
万
人
)、
水
産
業
の
拠
点
で
あ
り
、
北
東
北
随
一

の
工
業
集
積
を
有
す
る
八
戸
市

(人
口
約
二
四
万
人
)
が

バ
ラ
ン
ス
あ
る
形
で
配
置
さ
れ
、
三
極
構
造
を
な
し
て
い

世界遺産のプナ原生林~ 目神山地
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る
%

さ
ら
に
、
｢む
つ
小
川
原
開
発
区
域
｣
を
含
む
下
北
半

島
地
域
で
は
原
子
力
平
和
利
用
産
業
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
進
展
し
て
い
る
o

県
で
は
、
『豊
か
で
住
み
よ
い
活
力
の
あ
る
地
域
社
会

の
建
設
』
を
目
指
し
、
社
会
基
盤
整
備
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
キ
ー
イ
ン
フ
ラ
と
な
る
高
速
自
動
車
国
道
か
ら
市
町

村
道
に
至
る
一
体
的
道
路
整
備
の
推
進
に
力
を
注
い
で
い

ろば ~ 三内丸山遺跡と板状土偶

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体

と
な
っ
て
地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
｢地
域
高
規
格
道
路
｣

の
整
備
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

世界の火祭り ~ 青森ねぶたまつり

日本三大霊場~ 恐山大祭

日本三大霊場~恐山宇曽利湖
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表 1 指定内容
地域高規格道路 候補路線

経過する都道府県名 路 線 名 起 点 終 点

青森県 下北半島縦貫道路 青森県
むつ市

青森県上北郡
天間林村

青森県 弘前黒石 I,C 連絡道路 青森県
弘前市

青森県
黒石市

青森県、 秋田県 西津軽能代沿岸道路 青森県西津軽郡

鯵ヶ沢町

秋田県

能代市

一
一
指
定
路
線
の
概
要

建
設
省
へ
の
指
定
要
望
に
当
た
っ
て
は
、
広
域
道
路
整

備
基
本
計
画
に
定
め
た
地
域
交
流
促
進
の
た
め
の
将
来
整

備
目
標
で
あ
る

『県
郡
青
森
市
と
地
方
生
活
圏
中
心
都
市

間
概
ね
一
時
間
』
『地
方
生
活
圏
中
心
都
市
と
圏
域
内
市

町
村
間
概
ね
一
時
間
』、
『高
規
格
道
路
I
C
へ
の
到
達
時

間
概
ね
一
時
間
』
の
実
現
に
向
け
、
表
1
に
示
す
と
お
り

計
画
路
線
と
し
て
、
下
北
半
島
縦
貫
道
路

(概
略
延
長
L

=
六
〇
畑
)、
弘
前
黒
石
I
C
連
絡
道
路

(概
略
延
長
L

地域高規格道路 計画路線

経過する

都道府県名

路 線 名 概略
延長

(km)

起 点 終 点 路線の性格

青森県 下北半島
縦貫道路

60 青森県
むつ市

青森県上北郡

天間林村
連 携

青森県 弘前黒石 1,C

連絡道路
10 青森県

弘前市
青森県

黒石市
連 結

凡 例
全 賄 3牲空沸{その饒翌梍を含む)
↓ 重要瀧薗
GD 椰.心

⑧ 苺師範
･ “→可

凡 修

高観倦“籟避窩
□□□

広城
主隧

文虎促進襲 鱸語義舞
地域形成型 樽直からのアクセス性

に配導した道局

r静願綴㈱各線e e e

慰
&
■ 〆 八戸得市田

陸奥湾

′弘前都市圏

~‐‘-“ /

秋田県
岩手煕

図 1
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=

-
0
皿
)
の
二
路
線
と
候
補
路
線
と
し
て
西
津
軽
能
代

沿
岸
道
路
を
要
望
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
六
年
一
二

月
一
六
日
に
要
望
ど
お
り
指
定
さ
れ
た
。

路
線
の
概
要
、
整
備
方
針
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①

下
北
半
島
縦
貫
道
路

[計
画
路
線
]

･
路
線
の
概
要

青
森
県
の
北
部
に
位
置
し
、
下
北
半
島
国
定
公
園

(平
成
四
年
度
観
光
客
数
-
-
三
万
人
)
等
の
広
大

な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
水
産
業
、
観
光
を
基
幹
産

卜
が
進
展
し
て
い
る
下
北
地
方
生
活
圏
の
中
心
都
市

で
あ
り
産
業
経
済
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
む
つ
市

(人
ロ
約
五
万
人
)
か
ら
、
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
施

設
や
石
油
備
蓄
基
地
等
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進

展
し
て
い
る

｢む
つ
小
川
原
開
発
区
域
｣
の
近
く
を

通
り
、
東
北
縦
貫
自
動
車
道
に
至
る
延
長
約
六
〇
如

の
道
路
で
あ
り
、
東
北
縦
貫
自
動
車
道
八
戸
線
延
伸

を
は
じ
め
と
す
る
交
通
基
盤
の
整
備
促
進
に
よ
り
従

来
の
行
政
、
経
済
の
中
心
都
市
か
ら
、
さ
ら
に
は
北

東
北
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
一
層
発
展
が
期
待
さ
れ

る
青
森
市
と
、
県
南
地
域
に
お
い
て
水
産
業
の
拠
点

で
あ
り
、
先
端
技
術
導
入
に
よ
る
工
業
の
高
度
化
を

業
と
す
る
一
方
、
近
年
大
間
原
子
力
発
電
所
や
東
通

発　通

原
子
力
発
電
所
等
の
エ
ネ
ル
ギ
i
拠
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク

束

村

機

○

　

　

　
　
　

　

･
コ
コ
コ
コ
□
□
□
□
□
◇
ゞ

〉

"
〉
◇
。
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【
t
l
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◇
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◇
く

く
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0
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~
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桃
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呻
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の
o
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0
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0

倣

縦

○
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北
o
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鐐
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C

森
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G

京
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J
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凡 例
地域高規格道路指定路線 □□□□□

路
格
道

親
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旧F区
び
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及
訃

働
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側
及
区

回
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計
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基
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目
指
す
八
戸
市
を
結
び
、
生
活
圏
相
互
の
連
携
強
化

と
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
に
資
す
る
道
路

で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
道
路
は

『ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
独
創
性

に
と
み
あ
ら
た
な
る
出
会
い
を
可
能
に
す
る
下
北
地

域
の
形
成
』
の
一
翼
を
担
う
道
路
と
し
て
新
地
方
生

活
圏
計
画

｢下
北
ハ
ー
モ
ニ
ー
れ
計
画
｣
(平
成
四

年
六
月
策
定
)
及
び
青
森
県
総
合
交
通
ビ
ジ
ョ
ン

｢未
来
を
拓
く
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
雄
｣
(平
成
五

年
三
月
策
定
)
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

･
整
備
基
本
方
針

下
北
地
方
生
活
圏
と
青
森
地
方
生
活
圏
及
び
南
部

地
方
生
活
圏
の
連
携
強
化
及
び
下
北
地
域
の
高
度
な

都
市
サ
ー
ビ
ス
の
享
受
や
高
度
救
急
医
療
施
設
の
利

用
等
の
拡
大
を
図
り
、
人
ロ
定
住
環
境
の
向
上
と
、

県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
及
び
む
つ
小
川
原
開
発
区
域

を
中
心
と
し
た
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
た

め
む
つ
市
と
東
北
縦
貫
自
動
車
道
八
戸
線
を
結
ぶ
当

該
道
路
を
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
整
備
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

②

弘
前
黒
石
I
C
連
絡
道
路

[計
画
路
線
]

･
路
線
の
概
要

津
軽
藩
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
、
神
社
仏
閣
な
ど

多
く
の
文
化
財
と
国
立
弘
前
大
学
を
は
じ
め
五
つ
の

大
学
･
短
大
を
有
す
る
学
都
と
し
て
、
ま
た
伝
統
工

芸
や
芸
能
を
保
存
す
る
観
光
･
文
化
都
市
と
し
て
、

さ
ら
に
は
昭
和
六
〇
年
度
の
青
森
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
計

画
指
定
、
平
成
六
年
度
の
地
方
拠
点
都
市
地
域
指
定

を
受
け
、
｢北
の
技
術
定
住
都
市
｣
の
実
現
を
目
指

し
、
基
盤
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
県
内
人
口
規
模

三
位
の
都
市
弘
前
市
と
平
成
六
年
三
月
に
都
内
へ
の

直
接
乗
り
入
れ
が
可
能
と
な
っ
た
東
北
縦
貫
自
動
車

道
弘
前
線
の
黒
石
I
C
を
連
絡
す
る
延
長
約
一
〇
蝿

の
道
路
で
、
津
軽
地
方
生
活
圏
の
拠
点
都
市
へ
の
モ

ビ
リ
テ
ィ
向
上
と
青
森
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
計
画
、
さ
ら

に
は
平
成
二
年
九
月
に
承
認
さ
れ
た
津
軽
岩
木
リ
ゾ
ー

ト
構
想
等
の
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
存
す
る

市
町
村
と
の
連
携
を
高
め
る
道
路
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
道
路
は
、
青
森
県
総
合
交
通
ビ
ジ
ョ

ン

｢未
来
を
拓
く
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
匁
｣
(平
成

五
年
三
月
策
定
)
に
"県

土
東
西
連
絡
道
路
"
の
一

部
に
も
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
青
森
県
の
津
軽
地

方
と
南
部
地
方
を
結
ぶ
交
流
軸
と
し
て
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
。

･
整
備
基
本
方
針

当
該
道
路
は
、
昭
和
六
一
年
度
に
東
北
縦
貫
自
動

道行セ 95,3 ノJ

東北縦貫自動車道八戸線 (八戸インター)

高規格幹線道路 下田 IC から国道45号百石道路を望む

(平成 7年 3月供用予定)



車
道
弘
前
線
の
首
都
圏
へ
の
全
面
開
通
時
期
に
合
わ

･
路
線
の
概
要

せ
、
平
面
構
造
を
主
と
し
た
暫
定
二
車
線
で
供
用
を

目
森
県
の

開
始
し
た
国
道
一
〇
二
号
バ
イ
パ
ス
の
活
用
を
考
え

て
お
り
、
今
後
、
地
域
高
規
格
道
路
の
構
造
を
担
保

す
る
た
め
、
将
来
用
地
を
極
力
活
用
し
な
が
ら
主
要

交
差
点
の
立
体
化
、
沿
道
乗
り
入
れ
の
集
約
化
の
た

め
の
副
道
設
置
等
を
検
討
し
、
高
速
性
、
定
時
性
、

安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

③

西
津
軽
能
代
沿
岸
道
路

[候
補
路
線
]

青
森
県
の
西
部
に
位
置
し
、
津
軽
自
動
車
道
の
終

点
で
あ
り
、
日
本
海
沿
岸
諸
国
と
の
産
業
、
流
通
、

及
び
人
的
交
流
の
拠
点
形
成
を
目
指
し
七
里
長
浜
港

の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
鯵
ヶ
沢
町
と
秋
田
県
の

北
西
部
に
位
置
し
、
米
代
川
下
流
地
方
生
活
圏
の
中

心
都
市
で
あ
り
、
米
代
川
流
域
地
方
拠
点
都
市
地
域

の
拠
点
都
市
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
･

木
材
加
工
技
術
等
の
特
徴
を
生
か
し
た
国
際
交
流
の

拠
点
と
し
て

“国
際
健
康
都
市
“
を
目
指
す
能
代
市

(人
ロ
約
六
万
人
)
を
結
び
、
高
規
格
幹
線
道
路
で

あ
る
津
軽
自
動
車
道
、
日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

と
一
体
と
な
っ
て
、
日
本
海
沿
岸
の
各
地
域
集
積
圏

の
交
流
を
強
化
す
る
と
共
に
世
界
遺
産
の

｢白
神
山

地
｣
や
津
軽
岩
木
リ
ゾ
ー
ト
構
想
の
主
要
観
光
地
を

組
み
入
れ
た
新
た
な
観
光
ル
ー
ト
の
形
成
に
資
す
る

道
路
で
あ
る
o

十和田八幡平国立公園
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働
生
産
性
･
純
生
産
な
ど
人
ロ
、
経
済
諸
変
量
に
つ
い

て
整
備
効
果
の
計
測
を
試
み
た
事
例
は
あ
ま
り
な
く
、

モ
デ
ル
と
し
て
取
り
扱
う
に
し
て
も
デ
ー
タ
的
な
制
約

よ
り
地
域
計
量
経
済
モ
デ
ル
と
し
て
の
展
開
は
難
し
く
、

簡
単
な
モ
デ
ル
式
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
計
測
を
行
っ

て
い
る
。

四

お
わ
り
に

三

整
備
効
果

地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
が
地
域
に
与
え
る
社
会
･
経

済
効
果
を
定
量
的
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は

下
北
半
島
縦
貫
道
路
を
例
に
、
あ
る
仮
定
条
件
の
も
と
に

試
算
し
た
結
果
を
示
す
と
図
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

※
地
域
幹
線
道
路
に
つ
い
て
、
人
ロ
･
従
業
人
ロ
･
労

　
　

　

『豊
か
で
住
み
よ
い
活
力
の
あ
る
地
域
社
会
の
建
設
』

難

を
目
指
し
、
“新
時
代
を
担
う
人
づ
く
り
の
個
性
豊
か
な

ャ　　

学
術
･
文
化
の
創
造
"、
“豊
か
な
地
域
社
会
を
築
く
産
業

撒

の
振
興
“、
“快
適
で
ぬ
く
も
り
の
あ
る
新
し
い
調
和
型
社

会
の
創
出
“、
“高
度
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
社
会
の
創
出
像

あつ巾の-琺交熟議域が拡大も、謙京、總

　

　　

　　

況
後

　

　
　

　

　
　

国家的プロジェクト、地域振興のための各種プロジェクトは下北地域に高度な産業の立地を促進し、
農業･林業、水産業などの地場産業も高付加価値産業へと発展するものと見込まれます。

一事 棚露藤鰭銘粍摸写が高まり、高付加価値農業‐林業

　

　
　

｢いか｣や ｢ほたてJなどの鮮魚を下北ブランドとして

叢 → 東京などの大消費地の市場[送り出すことが容易になり、　 　　　　　　 　
　 　 　　　　　　　　　　

　
　

　 　　　　　　 　　 　　 　 　　

サテ 鰯糒灘非難読まり、観光入込客鰺父観光消費額の

く良好な雇用の蜴の創出)

国家的プロジェクト、地域振興のための各
種プロジェクトは下北地域に新たに良好な雇
用機会を創出します。また地場産業の高付加
価値産業への発展は従来とは異なった幅の広
い良質な雇用の場を創出します。

業

藥

樂

業

光

くモビリテイの向上)

自動車保有水準は現在510台/千人 (平成2
年)ですが740台/千人(平成22年)に高まり、女
性や高齢者の運転免許所有者の増大とあいま
って下北地域のモビリティは大きく向上します。

むつ市、青森市、東京などへの近接性が高
まり、高度な都市サービス (商業、業務、文
化など)を享受したいといったニーズが満た
されます。むつ市への高度な都市穢能立地も
可能になり日常生活の利便性は一層高まりま

く都市的サービス享受搬会拡大)

く経済活動の活発化)

下北地域の純生産は5,830億円′年となり、
下北半島縦貫道路がない場合に比較し約700億
円の増加が見込まれます。

下北地域の純生産の変化

下北半轄簸圓薦瀦の効票



(3)生活、文化

(地域格差の是正)

下北地域の一入当たり個人所得はおよそ140
万円となり、対全国格差も約7割と約l割是
正されます。

く救急医療)

時間の短縮は、大切な命が助かるチャンスを
高めます。

く定住社会の創出)

質の高い雇用機会の拡大、所得水準の向上、
モビリティの向上、都市粥能の享受機会の拡
大、必要があれば東京へ日帰り出来るといっ
た交通環境によって、定住の陽として恵まれ
たものとなります。
若年層の流出がとまるうえに、他地域から

流入してきた人々 も下北地域で活力ある質の
高い生活が可能となります。
このような良好な生活環境のもとに下北地

域で約136,900人(平成22年)の人が生活する
ことになり、現況(平成2年)に比較して1600
人の人口増加となります。

図 5 ー 2

"美
し
い
県
土
の
保
全
と
豊
か
な
資
源
の
活
用
“
を
施
策

推
進
の
五
つ
の
柱
と
す
る
本
県
に
と
っ
て
、
地
域
づ
く
り

を
支
援
す
る
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
は
、
最
も
重
要
な

イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
そ
の
経
済
波
及
効
果
は
、
先
の
下
北

半
島
縦
貫
道
路
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
全
県
に
及
ぶ
も
の

と
期
待
さ
れ
て
い
る
o

今
後
は
、
早
期
事
業
着
手
に
向
け
、
国
を
は
じ
め
関
係

機
関
の
指
導
、
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
積
極
的
に
進
め
て
い

く
所
存
で
あ
る
o

対
全
国
格
差

船
脚

曲
舵
田

整
備
あ
り

鴨
鬘
動
乱
翻
貼超
凡
町
2

　

　
　
　
　
　
　
　

下北地域の所得の変化

　　　　　
離蹴贓蝉広域ネットワーク幹線簿路
　　　　　 　 　　　　　
璽朧軸晴螂港湾･空港アクセス趙路
　　　　　　　　
　　　　 　 　　　　
気.･腱"◆海遍く高速化･改良)

鬮

　
　　
総合交通ターミナル
テ ー長期-

苺簿毬ゅ銹 広域幹線交類物を形成する
交通モードの整備一超長期一
(架橋、トンネル、フェリー等)

*注辞 中 期;おおむね今世紀を目途に捌騎濃く事漿化に向けた爛蛮を含む)
2)長 期:おおむね来世紀を目途に蛙滋仲解禁化に向けた調査を含む)
3)超長期:おおむね来世紀初期以降に推進 (事寮化に向けた鰯査を含む)
" 園は具体的なルートを定めるものではない

図 6 青森県総合交通ビジョン

(万円ノ人) (%)

　　　
平成e年 平成22年

下北地域の人口の変化
(人)

　　　　　　

S45 50S55S60H 2

‘｣ ---- ･道路 (高速)

　　　
　　　　　　　　　　　　　

Z6 道イテセ 95.3



一丁

地
贓
高
畑
播
週
略
へ
の
地
膚
(静
鬮
県
)⑭
期
待

楡

　
　
　

　

静
岡
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

小
野
田
隆
夫

95,3 ! 7

一
は
じ
め
に

昨
年
一
二
月
に
国
の
第
員
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の

重
点
施
策
で
あ
る
｢地
域
高
規
格
道
路
｣
の

｢計
画
路
線
｣

｢候
補
路
線
｣
の
指
定
が
行
わ
れ
、
本
県
に
お
い
て
も
計

画
路
線
三
路
線

(静
岡
南
北
道
路
、
金
谷
御
前
崎
連
絡
道

路
、
豊
橋
浜
松
道
路
)、
候
補
路
線
三
路
線

(静
清
環
状

道
路
、
浜
松
環
状
道
路
、
三
遠
伊
勢
連
絡
道
路
)
が
指
定

と
な

っ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
県
の
概
況
、
道
路
整
備
の
状
況
及

び
今
後
の
方
向
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
地
域
高
規
格
道
路

の
必
要
性
並
び
に
指
定
さ
れ
た
六
路
線
別
に
、
そ
の
概
要

並
び
に
県
が
そ
の
整
備
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
述
べ
る
。

一
一
静
岡
県
の
概
況

静
岡
県
は
、
日
本
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
東
に
箱
根

峠

(神
奈
川
県
)、
北
に
は
霊
峰
富
士
山

(山
梨
県
)
･

南
ア
ル
プ
ス

(長
野
県
)、
西
に
は
伊
勢
湾

(愛
知
県
･

三
重
県
)、
南
に
は
雄
大
な
太
平
洋
に
囲
ま
れ
、
気
候
温

暖
･
風
光
明
姫
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。

県
内
に
は
、
南
ア
ル
プ
ス
な
ど
に
発
す
る
全
国
的
に
も

有
名
な
四
大
河
川
で
あ
る
富
士
川
･
安
倍
川
･
大
井
川
･

天
竜
川
が
流
れ
、
そ
の
肥
沃
な
平
地
に
県
内
の
主
要
都
市

が
概
ね
形
成
さ
れ
て
い
る
。

本
県
に
お
け
る
社
会
資
本
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
着
々
と
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
古
く
は
東
海
道

に
も
言
え
る
よ
う
に
、
文
化
交
流
や
産
業
経
済
発
展
の
う

え
か
ら
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
道
路
に
目
を
向
け
る
と
、

東
西
方
向
に
高
規
格
幹
線
道
路
と
し
て
現
在
整
備
の
途
に

つ
い
た
第
二
束
名
高
速
道
路
及
び
束
名
高
速
道
路
が
、
そ

し
て
、
南
北
方
向
に
は
伊
豆
縦
貫
自
動
車
道
及
び
三
遠
南

信
自
動
車
道
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
中

部
横
断
自
動
車
道
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
の
主
要
幹
線
と
し
て
は
、
国
道
一
号
と
と

も
に
、
そ
の
渋
滞
緩
和
･
環
境
改
善
を
目
的
に
整
備
が
進

め
ら
れ
て
い
る
国
道
一
号
バ
イ
パ
ス
が
東
西
の
県
内
主
要

都
市
を
結
ん
で
い
る
。

三

静
岡
県
の
道
路
整
備
状
況

本
県
内
の
道
路
法
上
の
道
路
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日

現
在
で
国
県
道

(直
轄
分
含
む
)
計
で
三
一
六
路
線
に
の

ま
り
、
総
実
延
長
四
、
三
四
三
如
で
あ
り
、
そ
の
改
良
済

み
延
長
は
三
、
四
〇
八
如
(改
良
率
七
八
･
五
%
)
で
あ
る
。
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な
お
、
平
成
四
年
度
版
道
路
統
計
年
報

(平
成
五
年
四

月
一
日
現
在
)
に
よ
れ
ば
、
本
県
の
国
県
市
町
村
道
計
の

全
国
順
位
は
、
実
延
長

(三
五
、
二
五
二
師
)
で
八
位
、

改
良
済
み
延
長

(
一
八
、
六
七
六
虹
)
で
八
位
、
改
良
率

(五
三
･
0
%
)
で
二
五
位
と
な
っ
て
い
る
。

高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備
状
況
は
、
長
泉
町
-
愛
知
県

境
間
約
一
三
四
如
に
つ
い
て
平
成
五
年
三

月
施
行
命
令

が
発
せ
ら
れ
整
備
の
途
に
つ
い
た
第
二
束
名
高
速
道
路
を

は
じ
め
、
伊
豆
縦
貫
自
動
車
道
に
つ
い
て
も
道
路
公
社
有

料
道
路

｢修
善
寺
道
路
｣
(供
用
二
･
二
鹸
)
を
含
め
た

国
道
一
三
六
号
修
善
寺
バ
イ
パ
ス
四
･
四
畑

(県
･
県
道

路
公
社
)
･
束
駿
河
湾
環
状
道
路
区
間
一
三
虹
(建
設
省
)

･
平
成
六
年
度
よ
り
天
城
北
道
六
如

(建
設
省
)
の
整
備

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
三
遠
南
信
自
動
車
道
に
つ
い
て
は
、
建
設
省
に

よ
り

｢青
崩
峠
道
路
｣
(二
･
二
鬮
)
が
平
成
六
年
七
月

に
供
用
さ
れ
、
｢三
遠
道
路
｣
(二
〇
如
)
に
つ
い
て
も
平

成
五
年
度
に
着
手
し
て
お
り
、
平
成
七
年
度
に
は

｢佐
久

間
道
路
｣
(
一
〇
虹
)
が
着
手
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
中
部
横
断
自
動
車
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
年

一
二
月
に
基
本
計
画
区
間
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

四

県
内
主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

静
岡
県
新
総
合
計
画
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
中
期
発

展
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
新
し
い
時
代
へ
向
け
て
の
県
土
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
の
三
一
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
示
し
、

メβ 道行セ 95.3



未来の夢はどんな夢
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"麗翹型多機能都市圏
空港を建設することにより、新たな物説拠点を中心と
した都際圏が形成きれ、縣碍郡事の活性が期待されま
す“海外への玄関口として、人･もの･緒報の交流も
拡大され裟寸。

′ ~

　　　　　　　　　　　　　
　 　

◆森林環境文化レクリエーションゾーン
豊かを森林費源や水寶認の保全と謡

、＼第二束名目鰯ゞ事巡図ると共に、
鰹の難儀、レクリエーシ
木の文化の振興を目指

令海洋綱境レクリエーショ
ンベルト

新たな海上交通網の整備、

海洋レクリヱ-シ

の利用などが遡　　隣レクリエ-シ
が形成されます。

海洋費瀬
、議浮膿
　　　　　

◆国際艘光レクリエーションゾーン
につぼんリゾート･ふじのくに構想.伊
豆観光21世紀プラン等の推進によるレク
リエーシヱン機能の充襲、伊豆縦費曲勤
脳波等の交流基盤の距鱗、観光関連蓮葉
の振興を関ります。

観謎蟹教こ向けて豊かで活力ある嬢土を次代に
引き継いでいくために、静岡県は、大型プロジ
ェクトを打ち出しています。その実現に
向けて4つの都祁燐、2つのゾーン、1つ
のベルトからなる将望来構想をかかげ
ていますが、これらの拠点を繋ぐ
鈎派として、藤岡の道路は新
たな発展に向けて禰要な役
削を担っています。

ノリ′,も

◆高度産樂文化部市圏
浜擬地域テクノポリス計画や浜松地域案糟饅滋計画の推進簿に
よる先端産業の袋楡と既存産業の高度化を蹴ります,浜総営業
文化部市など総合的な斑寮文化穢搬,堝きけ基地が形欠;くられます。

掻硼市、離水市など県の中腱となる地裁の高雌化する都市
機能の売業を関りますわニュー,メディア･情報趣惚機能の充
実、世界的な学術文化施設の築教を通じ、よそ"米穀の回際情
報文化都市圏を形成します。

沼鴻擶-など中接都市の盤鰤や、凝土山鏑を中心とした先嬢産業等
の研究･研修施毅の簗観などを迩じて、“職、住、遊、字"の機
能が鰐和した多機能型新郎市づくりを目指します。



ニ
ュ
ー
を
提
示
し
て
い
る

五

道
路
整
備
構
想
･
計
画

=

県
版
第
=
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

県
は
、
将
来
的
に
県
内
各
地
か
ら
高
規
格
幹
線
道
路
の

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
及
び
県
内
の
主
要
都
市
ま
で
三
〇
分

で
移
動
で
き
る
こ
と
を
目
標
と
し
た

｢S
H
I
Z
U
O
K

A
卸
構
想
｣
の
実
現
に
向
け
県
版
第
は
次
道
路
整
備
五
箇

年
計
画
を
策
定
し
、
次
の
基
本
方
針
及
び
そ
の
整
備
メ

現
在
、
静
岡
空
港
、
第
二
束
名
高
速
道
路
関
連
、
東
静
岡

地
区
都
市
拠
点
、
音
楽
公
園
、
小
笠
山
総
合
運
動
公
園
、

静
岡
県
こ
ど
も
の
国
な
ど
の
特
に
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ･ク

ト
が
用
地
確
保
や
工
事
実
施
な
ど
具
体
整
備
の
時
期
を
迎

A で イ え ト 地
ン 県 (1) 五 て

　夕 は 瞳 "

　 　 　 　

　 　 　
　 　 　 　
ジ だ 逐 一

匹 国 現況道路網にょる30分ァクセス圏

に コ 将来計画瀘綿の整備によって繊される30分アクセス圏

高規格幹線道路インターチェンジ行動圏域 地域中心都市行動圏域

現況道路網 将来道路網

30分行動圏域 3,577如け 4,915k1]r

同カバー率 46.0 % 63.2%

30分行動圏人口 3,267千人 3,560千人

同カバー率 88.7 % 96.6%

現況道路網 将来道路網

30分行動圏域 2,929虹甘 5,504k1lr

同カバー率 37.9% 70 .8 %

30分行動圏人口 3,223千人 3,620千人

同カバー率 87.5 % 98 .2 %

基本方針 整備メニュ一

高規格幹線道路の整備充実 高規格幹線道路の整備

主要幹線道路の整備充実 第二束名アクセス道路の整備、 高規格幹線道路と連携する道路の整備

地域幹線道路の整備 主要都市と周辺地域の連絡、 プロジェクトを支援する道路の整備
-

都市部と農山村部および半島部を結ぶ南北道路の整備

生活基盤道路の整備 長大橋による渋滞の解消、 道路と沿道の一体的な整備

人 ･自然に優しい環境の形

成のための道路の整備

避難道路の整備、 うるおいある道路の整備、 自転車道の整備

電線類地中化、 東海道ルネッサンスの推進、 道の駅の整備

交通安全施設などの整備と

維持修繕の充実
交差点改良、 老朽橋の架け替え

ゆずりあい車線の設置、 道路防災施設の整備充実

20 道々テセ 95.3



②

将
来
道
路
網
構
想

(静
岡
県
広
域
道
路
整
備
基
本
計

画
“
平
成
五
年
一
二
月
)

本
計
画
に
お
い
て
、
道
路
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機
能
強
化

の
た
め
構
造
上
の
強
化
を
整
備
目
標
と
す
る
交
流
促
進
型

広
域
道
路
の
持
つ
機
能
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

○
地
域
集
積
圏
相
互
の
連
携
強
化
を
図
る
道
路

○
主
要
都
市
圏
の
環
状
機
能
を
持
つ
道
路

○
主
要
都
市
相
互
及
び
地
域
集
積
圏
内
の
中
心
都
市

と
周
辺
市
町
村
と
の
連
絡
強
化
を
図
る
道
路

○
広
域
交
通
拠
点
及
び
特
に
重
要
な
地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
拠
点
と
主
要
都
市
と
の
連
絡
強
化
を
図
る
道
路

本
計
画
は
、
県
内
の
今
後
の
計
画
的
な
道
路
整
備
の
基

礎
と
な
る
と
と
も
に
、
地
域
活
性
化
施
策
な
ど
種
々
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
し
、
ま
た
、
地
域
道
路
網
な
ど
道
路

整
備
計
画
を
検
討
す
る
際
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
基
に
、
静
岡
県
地
方
道
路
計
画

(平
成
六
年
八
月
)

や
市
町
村
版
の
地
方
道
路
計
画
が
策
定
ま
た
は
策
定
中
で

あ
る
。

六

地
域
高
規
格
道
路
の
必
要
性

の

拠
点
間
連
絡

(交
流
･
連
結
･
連
携
)
の
強
化

全
国
的
に
言
わ
れ
て
い
る
地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
、

広
域
的
な
交
流
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
促
進
す
る
た
め
に

は
、
地
域
の
独
自
性
と
高
い
文
化
･
経
済
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
兼
ね
備
え
た
地
域
集
積
圏
の
形
成
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
陸
･
海
･
空
の
交
通
拠
点
や
県
内
の

各
地
域
振
興
拠
点
及
び
主
要
都
市
を
相
互
に
有
機
的
に
連

結
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
機
能
集
積
を
図
り
、
そ
の
圏

域
内
の
連
携
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
計
画
中
の
静
岡
空
港
や
清
水
港
･
御
前
崎

港
に
代
表
さ
れ
る
広
域
交
通
拠
点
並
び
に
高
規
格
幹
線
道

路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
な
ど
と
、
静
岡
市
、
浜
松
市
な

ど
の
地
方
生
活
圏
中
心
都
市
と
を
、
広
域
道
路

(
一
般
国

道
、
主
要
な
県
道
な
ど
)
な
ど
を
介
し
て
連
絡
の
強
化
、

地
域
づ
く
り
の
支
援
も
行
っ
て
い
く
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

②

地
域
集
積
圏
の
形
成

本
県
内
に
は
、
現
在
政
令
指
定
都
市
は
無
い
が
、
そ
れ

に
匹
敵
す
る
規
模
の
人
□
を
持
つ
な
ど
文
化
･
経
済
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
有
す
る
静
岡
･
清
水
都
市
圏
や
浜
松
都
市
圏
、

ま
た
、
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
が
、
周
辺
地
域
と
あ
わ
せ
相

当
規
模
の
潜
在
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
す
る
沼
津
･
三
島
都

市
圏
や
富
士
都
市
圏
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
地
域
特
性
を
踏

ま
え
た
種
々
の
機
能
集
積
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
動
き
を
支
援
す
る
交
通
拠

点
の
整
備
、
広
域
交
通
拠
点
へ
の
連
絡
、
環
状
･
放
射
を

形
成
す
る
道
路
な
ど
の
整
備
を
、
今
後
、
よ
り
効
率
的
に

推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

③

高
い
地
域
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

県
内
の
都
市
間
、
地
域
集
積
圏
間
を
連
絡
強
化
し
、
行

動
範
囲
を
拡
大
す
る
な
ど
均
一
な
県
民
サ
!
ビ
ス
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
本
県
の
主
要
軸
と
い
え
る
東
名
高
速
道

平成 2年度交通センサス旅行速度 (単位 :鮒/ h)
※上段 :平日 下段 雑木日

種 別 高速道路 一般国道 主要地方道 一般県道 一般道路

静岡県

蹴鸚 潴
全 国

㈱㈱ 鱒鵞※ ( ) 内 D ID

路
な
ど
の
高
規
格
幹
線
道
路
や
国
道
一
号
な
ど
の
主
要
幹

線
の
本
来
機
能
を
十
分
に
活
用
し
う
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
築
し
、
高
い
地
域
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
の
両
者
の
旅
行
速
度
に
つ
い

て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

道イテセ 95,3 2 /

こ
の
極
端
な
速
度
差
を
ぅ
め
、
両
者
を
補
完
す
る
と
と

も
に
地
域
の
状
況
に
適
切
に
対
応
し
た
構
造
規
格
を
持
つ

道
路
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
え
る
。

④

地
域
高
規
格
道
路
の
必
要
性

本
県
は
、
首
都
圏
な
ど
大
都
市
に
あ
る
よ
う
な
都
市
内
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自
動
車
専
用
道
路
を
持
っ
て
い
な
い
。

そ
の
中
で
、
の
-
③
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
広

域
道
路
整
備
基
本
計
画
及
び
県
地
方
道
路
計
画
を
推
進
し
、

県
全
体
の
活
性
化
並
び
に
県
内
各
地
域
の
機
能
向
上
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
｢地
域
高
規
格
道
路
｣
を
現
状
の
道

路
整
備
に
配
慮
し
た
う
え
で
、
地
域
の
活
性
化
へ
の
支
援

と
し
て
適
時
適
切
に
そ
の
導
入
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

七

静
岡
県
の
地
域
高
規
格
道
路
(平
成
六
年

一
二
月
指
定
)

こ
こ
で
は
、
指
定
さ
れ
た
六
路
線
の
内
、
県
が
主
体
と

な
っ
て
整
備
し
て
い
く
も
の
と
想
定
さ
れ
る
｢計
画
路
線
｣

指
定
の
｢静
岡
南
北
道
路
｣
｢金
谷
御
前
崎
連
絡
道
路
｣

の
二
路
線
に
つ
い
て
説
明
し
、
残
り
の
四
路
線
に
つ
い
て

は
路
線
概
要
の
み
を
示
す
。

○

静
岡
南
北
道
路

(計
画
路
線
)

①
概
要当

該
道
路
は
、
静
岡
市

(約
五
〇
万
人
)
･
清
水

市

(約
二
〇
万
人
)
で
形
成
さ
れ
る
静
清
都
市
圏
の

中
心
を
南
北

(第
二
束
名
-
国
道
一
五
〇
号
)
に
貫

く
約
一
○
如
の
道
路
で
あ
り
、
現
在
整
備
の
途
に
つ

い
た
第
二
束
名
及
び
束
名
高
速
道
路
、
主
要
幹
線
の

国
道
一
号
･
同
静
清
バ
イ
パ
ス
並
び
に
一
五
〇
号
と

一
体
と
な
り
静
岡
市
街
地
を
中
心
に
効
率
的
な
交
通

｢計画路線｣指定

I静岡南北道路l



体
系
の
形
成
並
び
に
地
域
の
活
性
化
を
支
援
･
強
化

路
か
ら
都
市
中
心
部
へ
の
円
滑
な
交
通
の
分
散
が
併

す
る
道
路
で
あ
る
。

せ
て
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

現
在
、
本
都
市
圏
で
は
、
県
都
静
岡
市
及
び
国
際

貿
易
港
清
水
港
を
持
つ
清
水
市
を
中
心
に
政
令
指
定

市
化
の
動
き
も
あ
り
、
ま
た
、
多
極
分
散
型
国
土
形

成
促
進
法
に
基
づ
く
振
興
拠
点
地
域
並
び
に
都
市
圏

の
核
と
な
る
東
静
岡
地
区
都
市
拠
点
整
備

(平
成
二

年
度
-
)、
有
度
山
丘
陵
総
合
開
発

(昭
和
六
三

年
度
-
)、
清
水
海
岸
C
C
Z
整
備

(昭
和
六
三

年
度
-
)、
東
名
高
速
道
路
新
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

構
想
な
ど
の
機
能
集
積
や
活
性
化
施
策
が
展
開
さ
れ

て

い
る
。

ま
た
、
国
道
一
号
･
同
静
清
バ
イ
パ
ス
･
国
道
一

五
〇
号
な
ど
主
要
幹
線
が
地
域
中
心
部
に
集
中
し
、

各
所
で
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輻
輳
す

る
交
通
の
機
能
分
担
な
ど
都
市
内
交
通
の
円
滑
化
を

促
進
し
、
静
清
都
市
圏
内
の
連
携
強
化
、
都
市
活
動

の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

②

静
岡
南
北
道
路
へ
の
期
待

当
該
道
路
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
地
域

の
通
過
交
通
の
排
除
や
、
地
域
内
交
通
の
分
散
が
図

ら
れ
る
と
と
も
に
、
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

支
援
並
び
に
本
道
路
沿
線
の
計
画
的
な
土
地
利
用
が

促
進
さ
れ
、
都
心
部
と
周
辺
部
の
機
能
分
担
並
び
に

連
携
を
強
化
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
束
名
高
速
道
路
な
ど
高
規
格
幹
線
道

こ
れ
に
よ
り
、
都
市
機
能
集
積
の
向
上
や
圏
域
の

形
成
及
び
定
住
化
･
活
性
化
に
資
す
る
も
の
と
期
待

し
て
い
る
。

具
体
的
効
果
と
し
て
は
、
国
道
一
号
長
沼
交
差
点

な
ど
同
地
域
の
二
つ
の
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
の
緩
和

が
図
ら
れ
る
こ
と
や
東
名
高
速
道
路
静
岡
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
か
ら
東
静
岡
都
市
拠
点
ま
で
の
自
動
車
に

よ
る
連
絡
所
要
時
間
短
縮

(
一
六
分
↓
五
分
)
な
ど
、

域
内
道
路
交
通
の
高
速
性
･
信
頼
性
･
安
定
性
が
確

保
で
き
る
。

な
お
、
将
来
、
静
清
環
状
道
路

(候
補
路
線
)
の

必
要
性
な
ど
熱
度
が
増
し
地
域
高
規
格
道
路
の
指
定

が
格
上
げ
さ
れ
、
本
環
状
道
路
と
連
結
さ
れ
れ
ば
、

静
岡
南
北
道
路
は
、
地
域
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な

道
路
に
位
置
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

の

金
谷
御
前
崎
連
絡
道
路

(計
画
路
線
)

①

概
要

当
該
道
路
は
、
本
県
榛
原
郡
金
谷
町
か
ら
同
相
良

町
に
連
絡
す
る
約
三
○
如
の
道
路
で
あ
り
、
第
二
束

名
高
速
道
路
及
び
東
名
高
速
道
路
･
主
要
幹
線
の
国

道
一
号
･
一
五
〇
号
、
ま
た
、
静
岡
空
港
･
御
前
崎

港
の
広
域
交
通
拠
点
と
連
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
陸
･

海
･
空
の
効
率
的
で
質
の
高
い
交
通
体
系
の
形
成
並

び
に
地
域
の
活
性
化
を
支
援
す
る
道
路
で
あ
る
。

現
在
、
当
該
道
路
沿
線
で
は
、
第
六
次
空
港
整
備

五
箇
年
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
静
岡
空
港

(平
成

一
五
年
頃
開
港
予
定
)
と
あ
わ
せ
整
備
予
定
の
臨
空

公
園
や
将
来
に
向
け
港
湾
計
画
を
改
定

(平
成
六
年

八
月
)
し
た
御
前
崎
港
近
傍
の
マ
リ
ン
パ
ー
ク
御
前

崎

(平
成
一
〇
年
開
園
予
定
)
な
ど
の
活
性
化
施
策

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
県
は
、
海
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
と
し
て
期
待

さ
れ
る
テ
ク
ノ
ス
ー
パ
ー
ラ
イ
ナ
ー
の
母
港
を
、
御

前
崎
港
･
清
水
港
の
位
置
す
る
駿
河
湾
へ
誘
致
で
き

る
よ
う
活
動
し
て
い
る
o

今
後
、
こ
れ
ら
の
空
港
･
港
湾
は
、
規
格
の
高
い

道
路
と
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
太
平
洋
ベ
ル
ト

地
帯
の
新
た
な
物
流
拠
点
と
し
て
発
展
し
て
い
く
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

②

金
谷
御
前
崎
連
絡
道
路
へ
の
期
待

本
地
域
は
、
当
該
道
路
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
陸

(高
規
格
幹
線
、
主
要
幹
線
)
･
海

(御
前

崎
港
)
･
空

(静
岡
空
港
)
の
有
機
的
･
効
率
的
な

連
携
が
強
化
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
新
た
な
物
流
拠
点
の
整
備
に
あ
わ

せ
、
新
た
な
圏
域
の
形
成
及
び
域
内
の
定
住
化
･
活

性
化
に
資
す
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

具
体
的
効
果
と
し
て
は
、
束
名
高
速
道
路
相
良
牧

之
原
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
重
要
港
湾
御
前
崎
港

ま
で
の
自
動
車
に
よ
る
連
絡
所
要
時
間
短
縮

(三
〇
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分
↓
二
〇
分
)
や
、
第
二
束
名
高
速
道
路
か
ら
静
岡

空
港
ま
で
の
連
絡
所
要
時
間
短
縮

(
一
八
分
↓
八
分
)

な
ど
、
域
内
道
路
交
通
及
び
拠
点
間
相
互
の
高
速
性
･

信
頼
性
･
安
定
性
が
確
保
で
き
る
。

③

豊
橋
浜
松
道
路

(計
画
路
線
)

当
該
道
路
は
、
地
域
の
機
能
集
積
が
進
ん
で
い
る
本
県

西
部
地
方

(浜
松
市
)
と
愛
知
県
三
河
地
域

(豊
橋
市
)

を
連
絡
す
る
約
三
〇
畑
の
道
路
で
あ
り
、
地
域
の
交
流
促

進
を
促
す
と
と
も
に
、
重
要
港
湾
三
河
港
を
効
率
的
に
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
質
の
高
い
交
通
体
系
を
形
成
し
、

地
域
の
機
能
集
積
や
活
性
化
を
支
援
･
強
化
す
る
道
路
で

あ
る
。

地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
度
の
豊
橋
市
を

中
心
に
東
三
河
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
指
定
が
、
そ
し
て
、

浜
松
市
を
中
心
に
西
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
指
定

(平

成
六
年
九
月
)、
ま
た
、
浜
松
文
化
都
市
地
区
都
市
拠
点

整
備

(平
成
元
年
度
-
)、
浜
松
地
域
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス

(昭
和
五
九
年
度
-
)
な
ど
の
機
能
集
積
や
活
性
化
施
策

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

硼

静
清
環
状
道
路

(候
補
路
線
)

当
該
道
路
は
、
静
岡
市

(約
五
〇
万
人
)
･
清
水
市

(約
二
〇
万
人
)
で
形
成
さ
れ
る
静
清
都
市
圏
の
環
状
を

形
成
す
る
道
路
で
あ
り
、
ま
た
、
西
に
隣
接
す
る
志
太
地

域
も
あ
わ
せ
有
機
的
に
機
能
す
る
環
状
道
路
で
あ
る
。

現
在
、
本
都
市
圏
で
は
、
政
令
指
定
市
化
の
動
き
も
あ

り

ま
た
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
振

興
拠
点
地
域
並
び
に
都
市
圏
の
核
と
な
る
東
静
岡
地
区
都

市
拠
点
整
備

(平
成
二
年
度
-
)、
有
度
山
丘
陵
総
合
開

発

(昭
和
六
三
年
度
ー
)、
清
水
海
岸
C
C
Z
整
備

(昭

和
六
三
年
度
-
)
な
ど
の
機
能
集
積
や
活
性
化
施
策
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
道
一
号
･
同
バ
イ
パ
ス

(静
清
、
岡
部
)
･

国
道
一
五
〇
号
な
ど
主
要
幹
線
が
地
域
中
心
部
に
集
中
し

各
所
で
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輻
輳
す
る
交
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通
の
機
能
分
担
な
ど
都
市
内
交
通
の
円
滑
化
を
促
進
し
、

地
域

(三
重
県
)
な
ど
伊
勢
湾
周
辺
並
び
に
同
湾
を
越
え

静
清
都
市
圏
及
び
志
太
地
域
内
の
連
携
強
化
、
都
市
活
動

た
地
域
と
の
交
流
促
進
を
促
す
道
路
で
あ
る
。

の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
ぃ
る
。

八

お
わ
り
に

◎

浜
松
環
状
道
路

(候
補
路
線
)

当
該
道
路
は
、
本
県
西
部
地
方
の
中
心
都
市
で
あ
る
浜

今
後
は
、
地
域
の
状
況
や
要
望
･
熱
意
に
配
慮
し
つ
つ

松
市
(約
五
〇
万
人
)
の
環
状
を
形
成
す
る
道
路
で
あ
り
、

関
係
機
関
と
調
整
し
、
｢計
画
路
線
｣
に
つ
い
て
は
、
｢調

ま
た
、
一
級
河
川
天
竜
川
を
挟
ん
で
東
に
隣
接
す
る
中
東

査
区
間
｣
｢整
備
区
間
｣
の
指
定
に
向
け
調
査
熟
度
を
高

遠
地
域
、
北
遠
地
域
も
あ
わ
せ
有
機
的
に
機
能
す
る
環
状

め
て
い
く
と
と
も
に
、
｢候
補
路
線
｣
に
つ
い
て
も
早
期

道
路
で
あ
る
。

の
｢計
画
路
線
｣
へ
の
指
定
格
上
げ
を
図
る
考
え
で
あ
る
。

現
在
、
本
地
域
で
は
、
西
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
指

な
お
、
今
回
指
定
さ
れ
た
六
路
線
以
外
の
交
流
促
進
型

定

(平
成
六
年
九
月
)、
ま
た
、
浜
松
文
化
都
市
地
区
都

の
広
域
道
路
に
つ
い
て
も
、
県
道
網
の
バ
ラ
ン
ス
や
地
域

市
拠
点
整
備

(平
成
元
年
度
ー
)、
浜
松
地
域
テ
ク
ノ
ポ

の
活
性
化
支
援
な
ど
か
ら
、
新
た
な
地
域
高
規
格
道
路
の

リ
ス

(昭
和
五
九
年
度
ー
)、
小
笠
山
総
合
運
動
公
園
整

必
要
性
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
と
も
に
検
討
し
、
高
規
格

備

(平
成
二
年
度
i
)
な
ど
の
機
能
集
積
や
活
性
化
施
策

幹
線
道
路
の
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
あ
わ
せ
、
｢候
補
路

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

線
｣
の
追
加
指
定
を
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
国
道
一
号
･
同
バ
イ
パ
ス

(磐
田
、
浜
松
、
浜

ま
た
、
今
後
整
備
具
体
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の

名
、
潮
見
)
･
国
道
一
五
〇
号
･
国
道
一
五
二
号
･
国
道

｢地
域
高
規
格
道
路
｣
が
、
期
待
ど
お
り
の
機
能
を
発
揮

二
五
七
号
な
ど
主
要
幹
線
が
地
域
中
心
部
に
集
中
し
、
各

し
、
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
質
の
高
い
将
来
道
路
網
が
形

所
で
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輻
輳
す
る
交
通

成
さ
れ
る
よ
う
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で
あ
り
、

の
機
能
分
担
な
ど
都
市
内
交
通
の
円
滑
化
を
促
進
し
、
浜

よ
り
一
層
の
国
の
積
極
的
な
支
援
に
つ
い
て
も
お
願
い
し

松
市
及
び
西
部
地
方
内
の
連
携
強
化
、
都
市
活
動
の
活
性

化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
本
県
の

｢地
域
高
規
格
道
路
｣
の
検
討
や
そ

③

三
遠
伊
勢
連
絡
道
路

(候
補
路
線
)

の
指
定
に
つ
い
て
協
力
･
支
援
し
て
い
た
だ
い
た
国

(建

当
該
道
路
は
、
本
県
西
部
地
方
生
活
圏
と
三
重
県
伊
勢

設
省
)
並
び
に
関
係
機
関
の
方
々
に
、
こ
の
場
を
か
り
て

志
摩
地
域
地
方
生
活
圏
を
連
絡
す
る
道
路
で
あ
り
、
遠
州

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
一
級
河
川
天
竜
川
を
挟
ん
で
東
に
隣
接
す
る
中
東

遠
地
域
、
北
遠
地
域
も
あ
わ
せ
有
機
的
に
機
能
す
る
環
状

道
路
で
あ
る
o

現
在
、
本
地
域
で
は
、
西
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
指

定

(平
成
六
年
九
月
)、
ま
た
、
浜
松
文
化
都
市
地
区
都

市
拠
点
整
備

(平
成
元
年
度
ー
)、
浜
松
地
域
テ
ク
ノ
ポ

リ
ス

(昭
和
五
九
年
度
ー
)、
小
笠
山
総
合
運
動
公
園
整

備

(平
成
二
年
度
i
)
な
ど
の
機
能
集
積
や
活
性
化
施
策

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
道
一
号
･
同
バ
イ
パ
ス

(磐
田
、
浜
松
、
浜

名
、
潮
見
)
･
国
道
一
五
〇
号
･
国
道
一
五
二
号
･
国
道

二
五
七
号
な
ど
主
要
幹
線
が
地
域
中
心
部
に
集
中
し
、
各

所
で
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輻
輳
す
る
交
通

の
機
能
分
担
な
ど
都
市
内
交
通
の
円
滑
化
を
促
進
し
、
浜

松
市
及
び
西
部
地
方
内
の
連
携
強
化
、
都
市
活
動
の
活
性

化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

③

三
遠
伊
勢
連
絡
道
路

(候
補
路
線
)

当
該
道
路
は
、
本
県
西
部
地
方
生
活
圏
と
三
重
県
伊
勢

志
摩
地
域
地
方
生
活
圏
を
連
絡
す
る
道
路
で
あ
り
、
遠
州

地
域

(静
岡
県
)
･
三
河
地
域

(愛
知
県
)
'
志
摩
半
島



　　　　　
　
　
　

地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
ー
奈
良
県

飜

奈
良
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

澤
田

和
宏

一

は
じ
め
に

活
力
あ
る
経
済
に
支
え
ら
れ
た

｢ゆ
と
り
社
会
｣
を
形

(、
‘

^

成
し
、
A後

ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く
高
齢
化
社
会
に
も
対

〉

〆

;
;
ミ
ミ

＼

◎

“

も
ー
、
I
(

熱
い
u

応
し
た

｢生
活
大
国
｣
の
実
現
が
、
現
在
の
我
が
国
に
お

ノ
＼
/

‘

‘
ノ

~
l
,

　
　
　

け
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
。
建
設
省
に
お

い
て
も
、
『第
n
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
』
に
お
い
て
、

~
｣

｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
｣
を
五
計

し

メ

艷
各
筌
青
一テ

ナ
)
三
き
R
重
)
-
)
‐
-
に
と
ゞ
r

ノ
ノ
鱒篭}

@

進
路
臺
儘
に
を
し
ろ
主
既
議
題
の
一
七
に
位
置
つ
け

メ
恥

鐵

て
お
り
、
そ
の
た
め
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体
と
な
っ
て

＼

◎

蜷

図 1 奈良県の地域高規格道路

地
域
構
造
を
強
化
す
る
｢地
域
高
規
格
道
路
｣
の
指
定
が
、

昨
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

へ、

-
方
、
奈
良
県
に
お
い
て
も
･

平
成
五
年
度
に
･

三

r
無

◎

,

鰈
幟
,

、
、
ノ

ヘ

川
に
羽
ば
た
く
奈
良
県
の
基
盤
づ
く
り
を
目
指
し
た
新

纖
義
/為
蓑

雪
話
毒
し

へ

。

/



市
町
村
間
に
お
い
て
も
お
お
む
ね
二
時
間
程
度
で
移
動
し
、

県
土
を
半
日
で
往
来
で
き
る
道
路
網
の
形
成
を
図
る
と
と

も
に
、
市
街
地
部
で
の
よ
り
安
全
で
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
道

路
交
通
の
確
保
を
め
ざ
し
て

｢な
ら
･
半
日
交
通
圏
道
路

網
構
想
｣
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
域
高
規
格
道

路
は
、
本
構
想
実
現
の
中
枢
と
な
る
路
線
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
今
般
、
奈
良
県
と
し
て
も

｢候
補
路
線
｣
六
路

線
、
｢計
画
路
線
｣
四
路
線
の
指
定
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
(図
1
)、
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
推
進
す

る
こ
と
は
、
今
後
の
本
県
の
振
興
、
発
展
、
ひ
い
て
は
近

畿
圏
の
振
興
、
発
展
の
た
め
に
も
非
常
に
意
義
を
な
す
こ

と
で
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
は
、
本
県
の
地
域
高
規
格
道
路
の
う
ち
、
特
に
紀

伊
半
島
を
縦
貫
す
る

｢五
條
新
宮
道
路
｣
に
つ
い
て
、
そ

の
概
要
及
び
期
待
さ
れ
る
効
果
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

大
和
高
原
地
域

館
生

　

　　　

　

　

　
　

　

　
　
　

.･
･･
..

良

　
　

　

和
歌
山
県

図 地域区分

二

奈
良
県
と
は
、
五
條
･
吉
野
地
域
と
ば

本
県
は
、
一
〇
市
二
〇
町
一
七
村
か
ら
な
り
、
そ
の
地

域
特
性
か
ら
特
に
大
阪
近
郊
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
都
市

活
動
の
集
中
す
る
県
北
西
部
の
大
和
平
野
地
域
、
農
業
に

特
化
し
三
重
方
面
と
も
交
流
の
あ
る
県
北
東
部
の
大
和
高

原
地
域
、
林
業
を
主
要
産
業
と
す
る
農
山
村
地
域
で
あ
る

県
南
部
の
五
條
･
吉
野
地
域
に
区
分
さ
れ
る

(図
2
)。

印

豊
富
な
歴
史
･
文
化
遺
産
、
豊
か
な
自
然
環
境

本
県
は
、
紀
伊
半
島
の
中
央
部
に
位
置
す
る
内
陸
県
で

あ
り
、
そ
の
地
理
的
条
件
等
か
ら
、
い
に
し
え
の
昔
か
ら

日
本
の
文
化
･
政
治
･
経
済
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
飛
鳥
、
奈
良
は
古
代
に
お
け
る
日

本
の
都
が
お
か
れ
た
地
で
あ
り
、
大
和
平
野
を
中
心
に
、

古
代
日
本
を
笏
佛
さ
せ
る
世
界
一
級
の
貴
重
な
歴
史
･
文

化
遺
産
が
数
多
く
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
優
れ
た
歴

史
･
文
化
資
源
は
、
県
下
に
広
く
分
布
し
、
周
辺
の
自
然

環
境
、
田
園
風
景
と
と
も
に
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
。
神

話
と
歴
史
を
な
い
ま
ぜ
に
し
た
三
輪
を
中
心
と
す
る
山
の

辺
周
辺
、
宮
跡
･
古
墳
等
い
に
し
え
の
謎
を
秘
め
て
い
る

明
日
香
、
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
斑
鳩
、
天
平
文
化
の
香
り

を
漂
わ
せ
る
奈
良
、
哀
史
の
舞
台
吉
野
等
は
、
世
界
に
誇

り
う
る
貴
重
な
歴
史
･
文
化
遺
産
と
そ
れ
ら
と
一
体
を
な

す
歴
史
的
風
土
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
奈
良
ら
し
い
地
域

の
一
例
で
あ
る
o

ま
た
、
自
然
環
境
に
目
を
向
け
る
と
、
東
部
に
連
な
る

　　
　　　
　　　　　　

　　　

　　　

戸
浄
い
ぐでき
ミ

大
和
高
原
、
西
部
に
連
な
る
金
剛
･
生
駒
の
山
並
み
、
県

土
の
半
分
以
上
を
占
め
る
南
部
の
山
間
地
域
な
ど
、
大
和

平
野
を
山
地
が
取
り
ま
き
、
京
阪
神
大
都
市
圏
の
周
辺
に

お
い
て
、
豊
か
な
自
然
環
境
を
有
し
て
い
る
地
域
で
あ
る

こ
と
が
再
認
識
さ
れ
る
。

特
に
、
五
條
･
吉
野
地
域
は
、
八
重
桜
で
有
名
な
吉
野

山
を
有
す
る
吉
野
熊
野
国
定
公
園
、
豊
か
に
湧
き
出
る
数
々

の
温
泉
、
澄
ん
だ
空
気
と
清
ら
か
な
水
な
ど
の
豊
富
な
自

然
環
境
の
中
で
、
修
験
道
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
な
ど
独
自
の

文
化
を
育
ん
で
き
た
地
域
で
あ
る

(写
真
1
)。
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写真 1 五條新宮道路沿道の豊かな自然環境
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の
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戦
人
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地
の
内

な
へ
村

的
域
町

　
　
　



②

交
通
網
の
現
状

大
和
平
野
地
域
で
は
、
西
名
阪
自
動
車
道
を
は
じ
め
と

す
る
幹
線
道
路
網
や
近
鉄
線
な
ど
京
阪
神
都
市
圏
と
を
結

ぶ
交
通
網
が
比
較
的
密
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
大
都
市
か

ら
の
ア
ク
セ
ス
利
便
性
は
高
く
、
鉄
道
の
沿
線
を
中
心
に
、

大
阪
都
市
近
郊
の
住
宅
地
と
し
て
開
発
が
進
め
ら
れ
て
き

た
。
ま
た
、
ア
ク
セ
ス
の
利
便
性
を
活
か
し
、
京
阪
神
都

市
圏
の
身
近
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
域
と
し
て
日
帰
り

観
光
客
を
多
く
集
め
て
い
る
。
現
在
、
京
奈
和
自
動
車
道
、

第
二
阪
奈
有
料
道
路
、
南
阪
奈
道
路
な
ど
の
建
設
が
進
め

ら
れ
て
い
る
が
、
急
速
な
都
市
化
の
進
展
、
急
激
な
交
通

需
要
の
増
大
に
対
応
し
た
更
な
る
幹
線
道
路
の
整
備
が
望

ま
れ
て
い
る
。

障をきたし

写真 2 度重なる崩土や落石のため村民の足に支

一
方
、
五
條
･
吉
野
地
域
で
は
、
幹
線
道
路
の
整
備
が

遅
れ
て
い
る
こ
と
、
一
部
の
地
域
を
除
き
鉄
道
網
が
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
大
都
市
地
域
、
関
西
国
際
空
港
か
ら
の

ア
ク
セ
ス
利
便
性
が
非
常
に
低
く
、
近
畿
地
方
の
ほ
ぼ
中

央
部
に
位
置
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
陸
の
孤
島
の
よ
う
な
状

況
に
陥
っ
て
い
る
。
今
後
、
本
県
の
近
郊
あ
る
発
展
や
紀

伊
半
島
の
活
性
化
の
た
め
に
も
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
交

通
網
の
充
実
が
の
ぞ
ま
れ
て
い
る

(写
真
2
)。

③

南
北
地
域
間
の
格
差

現
在
、
本
県
の
人
ロ
は
約
一
四
〇
万
人
で
あ
る
が
、
そ

の
九
割
弱
は
、
奈
良
市
、
橿
原
市
、
大
和
郡
山
市
を
中
心

に
大
和
平
野
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
工
業
出
荷

額
や
商
品
販
売
額
な
ど
の
経
済
活
動
に
お
い
て
も
、
九
割

強
が
大
和
平
野
地
域
に
集
中
し
て
い
る
う
え
、
本
県
を
訪

れ
る
観
光
客
に
至
っ
て
も
約
九
割
が
大
和
平
野
地
域
に
流

入
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
大
和
高
原
地
域
と
と
も
に
農
山
村
地
域
で

あ
る
五
條
･
吉
野
地
域
は
、
大
和
平
野
地
域
と
の
間
に
、

都
市
活
動
の
面
で
大
き
な
地
域
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
大

和
高
原
地
域
、
五
條
･
吉
野
地
域
に
お
い
て
は
、
大
和
平

野
地
域
に
隣
接
す
る
地
域
を
除
く
大
半
の
地
域
が
、
山
村

振
興
地
域
、
過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
急
激
な
過

疎
化
の
進
行
、
若
者
の
地
域
外
流
出
、
高
齢
化
人
口
の
著

し
い
増
加
等
の
農
山
村
地
域
の
切
迫
し
た
問
題
に
対
し
、

当
地
域
内
の
各
村
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
発
的
な
活
性
化

を
模
索
し
、
努
力
し
つ
つ
あ
る
が
、
現
状
で
は
必
ず
し
も

十
分
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

割

奈
良
県
及
び
周
辺
地
域
の
動
向

本
県
を
取
り
ま
く
状
況
と
し
て
は
、
関
西
国
際
空
港
の

開
港
を
核
と
し
て
、
大
阪
湾
ベ
イ
エ
リ
ア
及
び
大
阪
都
心

部
を
中
心
に
産
業
･
流
通
･
文
化
交
流
等
の
各
種
機
能
強

化
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
展
に
よ
り
、
世
界
都
市

機
能
の
集
積
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

本
県
内
に
お
い
て
は
、
大
和
平
野
地
域
北
部
で
関
西
文

化
学
術
研
究
都
市
の
建
設
及
び
奈
良
市
中
心
市
街
地
の
都

市
機
能
の
強
化
等
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
大
和

高
原
地
域
に
お
い
て
も
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
と
機
能

連
携
で
き
る
研
究
開
発
･
産
業
の
拠
点
機
能
の
集
積
が
構

想
中
で
あ
る
o

五
條
･
吉
野
地
域
で
は
吉
野
川
沿
い
に
お
い
て
、
研
究

開
発
･
生
産
機
能
の
集
積
が
図
ら
れ
て
お
り
、
五
條
市
で

は
そ
の
一
環
を
担
う
生
産
拠
点
と
し
て
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
･

な
ら
の
建
設
が
進
ん
で
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
リ
ゾ
ー
ト
構

想
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
和
歌
山
県
及
び
三
重
県
域
の
り

ソ
ー
ト
構
想
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
大
都
市
住
民
の
保
養

空
間
と
し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

三

五
條
新
宮
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
高

規
格
道
路
の
概
要

さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
本
県
に
お
け
る
地
域
高
規
格
道

路
の
指
定
路
線
は
、
｢候
補
路
線
｣
が
六
路
線
、
｢計
画
路

線
｣
が
四
路
線
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の

｢計
画
路
線
｣

道行セ 95,3 2 9



の
概
要
を
示
す
。

の

五
條
新
宮
道
路

(
一
般
)
(図
3
)

概

要
･
起
終
点
…
和
歌
山
県
新
宮
市
-
奈
良
県
五
條
市

･
概
略
延
長
…
L
=
一
三
〇
鬮

目

的

･
紀
伊
半
島
高
規
格
道
路
ネ
ッ
ト
の
補
完

･
五
條
市
を
中
心
と
す
る
南
和
地
域
集
積
県
と
新
宮

市
を
中
心
と
す
る
新
宮
地
域
集
積
圏
と
の
連
絡
連

携
の
強
化

･太
平
洋
沿
岸
部
と
紀
伊
半
島
内
陸
部
の
集
積
圏
の

相
互
交
流
の
増
進

･
集
積
圏
の
中
心
都
市
間
の
走
行
時
間
の
短
縮
、
快

適
性
･
安
全
性
の
確
保

②

中
和
東
幹
線

(
一
般
)

概

要
･
起
終
点
…
奈
良
県
桜
井
市
ー
奈
良
県
橿
原
市

･
概
略
延
長
…
L
=
九
如

目

的
･
桜
井
都
市
圏
と
橿
原
都
市
圏
の
連
携
強
化

･
高
規
格
幹
線
道
路
と
連
絡
し
、
広
域
交
通
体
系
を

港

拡
充

‘

宮

･
中
和
西
幹
線
と
直
結
し
、
｢奈
良
県
中
和
地
方
拠

　
　
　
　
　
　　
　

　
　

点
都
市
地
域
｣
の
東
西
軸
を
形
成

③

南
阪
奈
道
路

(都
市
圏
目
専
)

概

要
･
起
終
点
"
大
阪
府
南
河
内
郡
美
原
町
-
奈
良
県
橿

原
市

･
概
略
延
長
…
L
=
二
○
如

目

的
･
大
阪
府
南
河
内
地
域
と
奈
良
県
中
和
地
域
の
連
携

奈良中和地方麹点都市地
‘
域

口

生

･
T
さ

ぞ

,
姪
梁
も瀞
き

　機

巍

洲滕
識

讓

.
“
局

。
。
“

%

瓢

圏

強
化

蘂
製
鐵

繊
麗
聽
鷲
鱗

拷
を
額
K空

宮

　

　
　
　
　　

　

　　　

　

　

　
　　
　

　

　

　　

に
“

南

五

燭

第
二
阪
奈
道
路

(都
市
圏
目
専
)

漸

'

¥
'

3

概

要

"

図

･
起
終
点
…
大
阪
府
東
大
阪
市
‘
奈
良
県
奈
良
市



･
概
略
延
長
…
L
=

-
○
畑

目

的
･
大
阪
府
中
河
内
地
域
と
奈
良
県
大
和
平
野
北
部
地

域
間
の
連
携

･
大
阪
圏
自
動
車
専
用
道
路
網
の
形
成

･
関
西
国
際
空
港
、
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
へ
の

ア
ク
セ
ス
強
化

四

五
條
新
宮
道
路
に
期
待
す
る
効
果

五
條
新
宮
道
路
は
、
和
歌
山
県
新
宮
市
内
の
高
規
格
幹

線
道
路
で
あ
る
近
畿
自
動
車
道
紀
勢
線
の
新
宮
I
C
と
奈

良
県
五
條
市
内
の
高
規
格
幹
線
道
路
で
あ
る
京
奈
和
自
動

車
道
の
五
條
I
C
を
連
絡
す
る
延
長
約
一
三
○
如
の
地
域

高
規
格
道
路
で
あ
る
。
本
路
線
の
整
備
に
よ
り
、
新
宮
市

を
中
心
と
す
る
新
宮
地
域
集
積
圏
と
五
條
市
を
中
心
と
す

る
南
和
地
域
集
積
圏
と
の
間
の
連
絡
連
携
が
強
化
さ
れ
、

紀
伊
半
島
が
一
つ
に
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
伴

い
、
時
間
短
縮
効
果
や
安
全
で
快
適
な
地
域
生
活
の
提
供

等
の
直
接
効
果
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
他
派
生
す
る

は
か
り
知
れ
な
い
効
果
に
よ
り
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
、

紀
伊
半
島
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

◎

直
接
効
果

本
路
線
の
整
備
に
よ
り
、
紀
伊
半
島
内
の
高
規
格
幹
線

道
路
網
が
補
完
さ
れ
、
当
地
域
に
お
け
る
高
速
交
通
の
確

保
が
図
ら
れ
る
。
現
在
の
国
道
一
六
八
号
利
用
に
比
べ
、

和
歌
山
県
新
宮
市
か
ら
奈
良
県
五
條
市
へ
の
自
動
車
に
よ

　　
　
　
　　

　

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

　　
　　

　

　

　

　

　　

　
　

新

戸
沢

.~｢

に況来現
将

-
匡

図 4 時間短縮図 (国道168号 十津川道路検討会より)

る
所
要
時
間
が
約
三
時
間
強
か
ら
約
二
時
間
へ
短
縮
さ
れ

(図
4
)、
そ
れ
に
伴
い
緊
急
輸
送
へ
の
時
間
的
不
安
の
解

消
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
安
全
な
通
学
路
の
確
保
、
天

候
に
左
右
さ
れ
な
い
道
路
交
通
の
確
保
等
が
確
実
と
な
る
。

②

新
宮
地
域
集
積
圏
及
び
南
和
地
域
集
積
圏
の
活
性
化

新
宮
地
域
集
積
圏
は
、
和
歌
山
県
の
県
南
東
部
に
位
置

し
、
人
ロ
三
万
五
千
人
の
新
宮
市
、
人
ロ
四
千
人
の
本
宮

町
等
か
ら
な
る
水
産
業
、
観
光
産
業
、
林
業
等
の
盛
ん
な

地
域
で
あ
る
o

ま
た
、
南
和
地
域
集
積
圏
は
、
奈
良
県
の
南
部
地
域
に

位
置
し
て
お
り
、
人
□
三
万
五
千
人
の
五
條
市
、
人
ロ
五

千
人
の
十
津
川
村
等
か
ら
な
り
、
全
国
的
に
有
名
な
三
宝
･

神
具
、
箸
、
樽
、
桶
、
吉
野
葛
な
ど
の
地
場
産
業
、
温
泉

地
温
泉
、
十
津
川
温
泉
な
ど
の
観
光
産
業
や
林
業
の
盛
ん

な
地
域
で
あ
る

(写
真
3
)。

地
域
高
規
格
道
路
五
條
新
宮
道
路
は
、
こ
れ
ら
の
両
集

積
圏
の
連
携
連
絡
を
強
化
す
る
路
線
で
あ
り
、
本
路
線
の

整
備
に
よ
り
、
圏
域
と
京
阪
神
地
域
と
の
人
的
･
物
的
交

議漉
,錢

影
姪双
二
室

′

盤

拶
霰
羽茂粉門
狡
g
ご
ね
糊
秀
野
〆レポ》
瀞
さ
ゞ



流
が
促
進
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
圏
域
内
の
活
性
化
が

図
ら
れ
、
圏
域
内
の
生
活
環
境
の
向
上
、
定
住
化
等
が
促

進
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

③

京
阪
神
都
市
圏
へ
も
た
ら
す
大
自
然

紀
伊
半
島
地
域
は
、
澄
ん
だ
空
気
と
清
ら
か
な
水
、
山
々

の
緑
に
包
ま
れ
た
温
泉
な
ど
豊
か
な
大
自
然
に
恵
ま
れ
て

お
り
、
本
路
線
の
整
備
に
よ
り
、
都
市
圏
の
住
民
に
紀
伊

半
島
内
陸
部
に
広
が
る

"森
林
ゾ
ー
ン
"、
太
平
洋
沿
岸

部
の
新
た
な

“リ
ゾ
ー
ト
ソ
ー
ン
“、
半
島
内
部
に
点
在

す
る

“温
泉
群
“
な
ど
(写
真
4
)を
、
週
末
に
身
近
に
提

供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
当
地
域
を
訪
れ
る
人
々
に

安
ら
ぎ
の
ひ
と
と
き
を
提
供
す
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る

(図
5
)。

④

新
た
な
歴
史
街
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

本
路
線
の
周
辺
に
は
、
い
に
し
え
よ
り
人
々
の
祈
り
の

道
と
し
て
歩
み
継
が
れ
て
き
た
熊
野
古
道
等
の
古
道
･
旧

街
道
な
ど
が
多
数
あ
り

(写
真
5
)、
本
路
線
の
整
備
に

よ
り
、
大
和
平
野
の
歴
史
遺
産
と
吉
野
･
熊
野
の
歴
史
文

写真 5 五條新宮道路沿線の古街道
(熊野古道)

化
と
が
接
続
さ
れ
、
伊
勢
か
ら
奈
良
、
京
都
、
神
戸
を
結

ぶ
歴
史
街
道
構
想
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
熊
野

古
道
を
含
ん
だ
よ
り
広
範
な
歴
史
街
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
る

(図
6
)。

③

内
陸
県
奈
良
か
ら
海
洋
へ
の
ア
ク
セ
ス

本
路
線
の
整
備
に
よ
り
、新
宮
を
介
し
て
本
県
と
太
平

洋
沿
岸
部
と
の
結
束
が
強
化
さ
れ
、人
的
･物
的
交
流
の
促

進
が
図
ら
れ
る
。そ
れ
に
伴
い
、南
和
地
域
ひ
い
て
は
奈
良

県
全
体
の
特
徴
で
あ
る
内
陸
的
閉
塞
感
の
解
消
が
促
さ
れ
、

二
一
世
紀
に
向
け
紀
伊
半
島
を
一
つ
に
結
ぶ
新
し
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
な
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

③

新
た
な
地
域
連
携
軸
の
形
成

本
路
線
が
近
畿
自
動
車
道
紀
勢
線
及
び
京
奈
和
自
動
車

道
と
連
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
阪
神
都
市
圏
の
中
核

都
市
京
都
1
大
和
平
野
-
紀
伊
半
島
内
陸
部
五
條
･
吉
野

地
域
1
太
平
洋
沿
岸
部
新
宮
地
域
と
い
う
全
く
風
土
の
異

J2 道イテセ 95.3
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写真 4 五條新宮道路沿線の豊かな温泉 (川湯温泉)
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穏
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兜
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ン
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い
8きき
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わ

ト
ナ

　
　
　

報鬱
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ブ
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･

よ
ン
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な
る
地
域
相
互
間
が
互
い
に
連
携
し
合
い
、
影
響
し
合
っ

て
、
新
た
な
地
域
連
携
軸
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
国

土
軸
及
び
現
在
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
新
国
土
軸
と
も

連
携
し
合
っ
て
、
紀
伊
半
島
に
お
け
る
新
た
な
交
流
が
生

ま
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る

(図
7
)
。

の

新
た
な
"案

"
の
創
造

本
路
線
の
整
備
に
よ
り
紀
伊
半
島
内
の
高
規
格
幹
線
道

路
網
が
補
完
さ
れ
、
紀
伊
半
島
内
陸
部
に
お
け
る
各
地
域

の
時
間
距
離
が
短
縮
さ
れ
る
と
、
太
平
洋
沿
岸
部
の
水
産

図

資
源
、
紀
伊
半
島
内
陸
部
の
森
林
資
源
が
た
だ
消
費
さ
れ

る
だ
け
の
一
次
産
業
か
ら
脱
却
し
、
鑑
賞
し
、
育
成
し
、

活
用
す
る
よ
う
な
新
た
な

"業
“

へ
の
転
換
が
可
能
と
な

り
、
そ
れ
に
伴
い
当
地
域
独
特
の
産
業
が
派
生
し
、
当
地

域
の
新
た
な
発
展
の
起
点
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

五

お
わ
り
に

京
奈
和
自
動
車
道
と
一
体
と
な
っ
て
本
県
の
背
骨
と
な

る
べ
き
幹
線
道
路
で
あ
る
五
條
新
宮
道
路
、
そ
の
肋
骨
と

第一国土軸(西日本国土軸)

な
る
べ
き
中
和
東
幹
線
、
第
二
阪
奈
道
路
、
南
阪
奈
道
路

等
が
、
今
回
地
域
高
規
格
道
路
と
し
て
指
定
さ
れ
た
こ
と

は
、
本
県
に
と
っ
て
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
と
、
建
設
省
並

び
に
関
係
機
関
の
方
々
に
感
謝
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

今
後
は
、
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
、
ひ
い
て
は
紀
伊
半

島
の
活
性
化
を
促
す
本
県
の
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
、

建
設
省
並
び
に
関
係
機
関
の
協
力
を
頂
き
な
が
ら
、
本
県

と
し
て
も
よ
り
一
層
推
進
し
て
参
り
た
い
。

図 7 新たな地域連携軸、新たな交流

道々テセ 95,3 3 3



も
毛
今
も
ち
も
ち
も
も
騨
鼾
翳
騨
薹
轤

熊
本
県
の
地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待

熊
本
県
土
木
部
道
路
建
設
課
長

桑
田

嘉
男

九
卵
の
明
日
を
捲
く

｢四
本
の
路
線
を
指
定
い
た
だ
き
、
大
変
喜
ば
し
く

思
っ
て
い
る
。｣
平
成
六
年
の
暮
れ
、
福
島
譲
二
熊
本
県

知
事
の
緊
急
記
者
会
見
で
の
発
言
で
あ
る
。

四
本
の
地
域
高
規
格
道
路
が
実
現
す
れ
ば
、
熊
本
市
か

ら
大
分
市
ま
で
約
九
〇
分
、
熊
本
市
か
ら
天
草
の
本
渡
市

;
翁

國

ま
で
約
六
0
分
、
更
に
海
峡
で
隔
て
“
れ
た
天
草
と
長
崎

“

所
要
時
間
の
ほ
ぼ
半
分
以
下
に
短
縮
さ
れ
る
。

鮒

“̂“)

ま
さ
に
、
夢
の
道
路
で
あ
り
、
そ
の
夢
の
実
現
が
一
歩
、

セ

三
歩
′と
着
実
に
近
づ
く
こ
と
と
な
る
o

知
事
の
言
葉
は
･

漸

こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ィ

国
土
構
造
、
九
州
の
地
域
構
造
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ら



の
路
線
は
、
紀
伊
半
島
、
四
国
を
経
て
大
分
-
阿
蘇
-
熊

本
ー
天
草
に
至
る

｢太
平
洋
新
国
土
軸
構
想
｣
や
、
島
原

か
ら
天
草
1
長
島
に
至
る

｢九
州
西
岸
軸
構
想
｣
を
構
成

す
る
交
通
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
中
九
州
並
び
に
九

州
西
岸
を
貫
く
交
流
の
軸
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し

て

い
る
。

九
州
縦
貫
自
動
車
道
、
東
九
州
自
動
車
道
等
の
高
規
格

幹
線
道
路
と
地
域
高
規
格
道
路
と
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
れ
、

地
域
間
の
交
流
の
促
進
に
よ
る
九
州
の
一
体
的
発
展
、
自

立
型
経
済
圏
の
形
成
が
促
進
さ
れ
る
も
の
と
、
地
域
高
規

格
道
路
に
寄
せ
る
地
元
の
期
待
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

九
州
の
中
央
を
横
断
す
る
･熊
本
と
大
分
を
近
づ
け
る

中
九
州
横
断
道
路
(計
画
路
線
に
指
定
)

熊
本
市
と
大
分
市
を
結
ぶ
、
延
長
約
三
一〇
キ
ロ
メ
i

ト
ル
の
道
路
で
あ
る
。
こ
の
道
路
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
熊
本
市
か
ら
大
分
市
ま
で
の
自
動
車
に
よ
る
所
要

時
間
は
約
一
七
○
分
か
ら
約
九
〇
分
に
短
縮
さ
れ
る
。
両

市
を
中
心
都
市
と
す
る
熊
本
集
積
圏
、
大
分
集
積
圏
相
互

の
結
び
つ
き
が
強
化
さ
れ
、
多
様
な
交
流
機
会
が
得
ら
れ
、

定
住
と
活
性
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
区
間
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
は
観
光
拠
点
･
阿
蘇

が
位
置
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
雄
大
な
草
原
、
世
界
最
大

級
の
カ
ル
デ
ラ
な
ど
の
景
観
や
、
今
な
お
活
動
を
続
け
る

阿
蘇
山
な
ど
の
自
然
景
観
を
有
し
、
県
下
で
も
最
も
多
く

の
観
光
客
が
訪
れ
る
地
域
で
あ
る
d

こ
の
地
域
で
は
多
彩

阿蘇

な
観
光
資
源
を
活
か
し
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
開
催
や
文
化

イ
ベ
ン
ト
が
楽
し
め
る
滞
在
型
の
国
際
的
高
原
リ
ゾ
ー
ト

基
地
づ
く
り
を
目
指
し
て
お
り
、
こ
れ
の
推
進
に
も
、
当

道
路
は
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

高
規
格
幹
線
道
路
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
る

地
域
高
規
格
道
路

北
九
州
市
か
ら
熊
本
市
、
八
代
市
等
を
経
て
鹿
児
島
市
･

宮
崎
市
を
結
ぶ
九
州
縦
貫
自
動
車
道
、
北
九
州
市
か
ら
大

分
市
、
宮
崎
市
を
経
て
鹿
児
島
市
を
結
ぶ
東
九
州
自
動
車

道
、
長
崎
市
と
大
分
市
等
を
結
ぶ
九
州
横
断
自
動
車
道
長

崎
大
分
線
･
延
岡
線
等
の
高
規
格
幹
線
道
路

(予
定
路
線

を
含
む
)
が
あ
る
。
地
域
高
規
格
道
路
･
中
九
州
横
断
道

路
は
こ
れ
ら
と
一
体
と
な
り
、
高
速
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
九
州
を
循
環
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
と

な
る
。

一
五
〇
分
構
想
を
推
進
す
る
地
域
高
規
格
道
路

熊
本
県
総
合
計
画

｢ゆ
た
か
さ
多
彩

『生
活
創
造
』
く

ま
も
と
｣
の
な
か
で
、
『
一
五
〇
分
構
想
』
の
推
進
を
掲

げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
熊
本
都
市
圏
と
九
州
各
県
主
要
都

市
と
を
一
五
〇
分
で
結
び
、
日
帰
り
交
通
圏
を
確
立
し
よ

う
と
い
う
構
想
で
、
そ
の
実
現
に
当
道
路
は
大
き
く
寄
与

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
県
と
し
て
も
、
地
域

高
規
格
道
路
･
中
九
州
横
断
道
路
の
早
期
整
備
に
つ
い
て

関
係
機
関
に
対
し
強
く
お
願
い
を
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

定
住
と
地
域
の
活
性
化
を
図
る
･都
市
機
能
を
高
め
る

熊
本
環
状
道
路
(計
画
路
線
に
指
定
)

熊
本
市
の
ほ
ぼ
外
周
を
通
る
、
延
長
約
三
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
環
状
道
路
で
あ
る
。
熊
本
市
は
、
人
ロ
六
三
万
人

を
擁
す
る
熊
本
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
り
、
九
州
の
政
治
･

経
済
の
中
心
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。
当
道
路
は
、
都
心
に

集
中
し
て
い
る
放
射
状
道
路
の
交
通
を
分
散
し
、
市
内
交

通
の
円
滑
化
を
促
進
す
る
と
と
も
に
高
速
性
を
確
保
し
、

都
市
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

F
A
Z
事
業
を
支
援
す
る
地
域
高
規
格
道
路

本
県
で
は
、
輸
入
に
関
連
す
る
施
設
、
事
業
、
活
動
を



集
積
さ
せ
、
輸
入
に
関
連
し
た
物
流
取
引
活
動
の
円
滑
化

を
図
る

｢
フ
ォ
ー
リ
ン
ア
ク
セ
ス
拠
点
整
備

(く
ま
も
と

F
A
Z
)｣
を
推
進
し
て
い
る
。
当
道
路
は
、
｢く
ま
も
と

F
A
Z
｣
事
業
の
核
施
設
で
あ
る
熊
本
港
、
イ
ン
ポ
ー
ト

マ
ー
ト
、
産
業
展
示
場
、
熊
本
空
港
を
結
ぶ
主
要
道
路
の

一
部
と
な

っ
て
い
る
。
人
、
モ
ノ
の
交
流
の
拡
大
、
円
滑

化
を
推
進
し
、
新
た
な
産
業
の
立
地
等
へ
の
展
開
を
支
援

す
る
も
の
で
あ
る
。

熊
本
と
天
草
を
結
び
長
崎
を
の
ぞ
あ
熊
本
天
草

幹
線
道
路
(計
画
路
線
に
指
定
)

熊
本
市
か
ら
本
渡
市
に
至
る
、
延
長
約
七
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
道
路
で
あ
る
。
熊
本
市
と
天
草
生
活
圏
の
中
心
都

市
で
あ
る
本
渡
市
と
の
連
絡
が
強
化
さ
れ
、
両
地
域
の
連

携
が
促
進
さ
れ
る
o

当
道
路
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
熊
本
市
か
ら

本
渡
市
へ
の
自
動
車
に
よ
る
所
要
時
間
は
、
約
三
一○
分

か
ら
約
六
〇
分
に
短
縮
さ
れ
る
。
県
総
合
計
画
に
掲
げ
る

『九
〇
分
構
想

(熊
本
都
市
圏
と
県
内
主
要
都
市
を
九
〇

分
で
結
ぶ
県
内
幹
線
道
路
の
整
備
)』
が
ほ
ぼ
実
現
す
る
。

ま
た
、
沿
線
付
近
に
は
、
長
崎
県
か
ら
の
玄
関
ロ
の
一

つ
と
し
て
、
外
貿
基
地
と
し
て
機
能
す
る
重
要
港
湾
熊
本

港
、
三
角
港
等
の
広
域
交
流
拠
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
と
当

道
路
と
が
連
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
合
的
な
交
通
体

系
の
形
成
が
図
ら
れ
る
。

県
総
合
計
画
で
は
、
天
草
生
活
圏
の
地
域
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て

｢天
草
海
洋
リ
ゾ
ー
ト
基
地
整
備
｣
の
推
進

を
掲
げ
て
い
る
。
八
代
海
、
東
シ
ナ
海
等
の
美
し
い
海
に

囲
ま
れ
た
天
草
地
域
は
、
雲
仙
天
草
国
立
公
園
に
も
指
定

さ
れ
、
毎
年
多
く
の
観
光
客
を
数
え
て
い
る
。
豊
か
な
自

然
を
活
か
し
、
農
業
や
水
産
業
な
ど
の
地
域
産
業
と
連
携

を
取
り
な
が
ら
、
ヨ
ッ
ト
か
ら
海
水
浴
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
気
ま
ま
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

海
洋
性
リ
ゾ
ー
ト
基
地
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
当
道
路
は
、
こ
れ
を
支
援
す
る
重
要
な
交
通
基
盤
で

あ
る
。

な
お
、
当
道
路
、
特
に
起
点
側
の
一
部
区
間
は
、
前
述

熊本空港

くまもと FA Z 整備のイメージ
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の

｢熊
本
環
状
道
路
｣
と
と
も
に
、
｢く
ま
も
と
F
A
Z
｣

西
海
岸
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な

事
業
の
核
施
設
を
結
ぶ
主
要
道
路
で
あ
り
、
F
A
Z
事
業

る
。
県
総
合
計
画
に
は
、
｢九
州
西
海
岸
広
域
基
幹
ル
ー

の
進
展
を
左
右
す
る
道
路
と
も
な
っ
て
い
る
。

ト
｣
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
の
整
備
は
三
県
の
発

九
州
西
岸
軸
構
想
推
進
へ
の
弾
み

展
に
大
ぃ
に
役
立
っ
も
の
と
期
待
さ
れ
て
ぃ
る
o

島
原
天
草
長
島
連
絡
道
路
(候
補
路
線
に
指
定
)

当
道
路
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
り
、
現
在
島
原
市
か

ら
阿
久
根
市
へ
の
自
動
車
に
よ
る
所
要
時
間

(二
つ
の
海

峡
は
フ
ェ
リ
ー
利
用
)
は
約
四
時
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

J道イテセ 95.3 3 7

約
八
〇
分
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
フ
ェ

3

リ
ー
欠
航
な
ど
の
不
安
が
解
消
さ
れ
、
交
通
の
信
頼
性
、

安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
。

長
崎
県
島
原
地
域
か
ら
熊
本
県
天
草
地
域
を
経
て
鹿
児

島
県
北
薩
地
域
に
至
る
道
路
で
あ
る
。
三
地
域
の
間
は
、

そ
れ
ぞ
れ
海
峡
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
当
道
路
の
実
現

に
よ
っ
て
地
域
相
互
を
連
絡
し
、
こ
れ
を
軸
と
し
た
九
州

　
　
　

　
　
　

第
違
第

-太平洋新国±軸構想回

･九州潴鰓輪舞拷問幾。



国
土
軸
構
想
を
実
現
す
る
地
域
高
規
格
道
路

援
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
域
は
地
域
的
に
ァ

お
り
、
国
を
は
じ
め
関
係
機
関
と
も
連
携
を
図
り
な
が
ら

太
平
洋
新
国
土
軸
構
想
と
地
域
高
規
格
道
路

ジ
ア
ヘ
向
け
た
日
本
の
最
前
線
基
地
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

積
極
的
に
進
め
て
行
く
所
存
で
あ
る
。

我
国
の
国
際
化
へ
の
一
翼
も
担
う
も
の
で
あ
る
。

太
平
洋
新
国
土
軸
の
範
囲
と
し
て
、
九
州
西
部
か
ら
九

地
域
高
規
格
道
路
･
島
原
天
草
長
島
連
絡
道
路
は
、
九

州
中
部
、
四
国
等
を
経
て
中
京
圏
に
至
る
東
西
約
八
〇
〇

州
西
岸
軸
を
構
成
す
る
根
幹
的
交
通
基
盤
と
な
る
も
の
で
、

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
地
域
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
当
軸

当
道
路
が
整
備
さ
れ
れ
ば
、
ひ
と
･
モ
ノ
の
交
流
の
拡
大
、

は
、
第
一
国
土
軸
等
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
役
割
を
分
担

円
滑
化
を
促
進
し
、
産
業
、
観
光
リ
ゾ
ー
ト
を
形
成
し
、

し
な
が
ら
広
域
的
な
経
済
文
化
圏
並
び
に
、
多
軸
型
国
土

三
地
域
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
顕
在
化
さ
せ
、
地
方
圏
の
活

構
造
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
中
九
州
横
断
道
路
、

性
化
が
図
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

熊
本
環
状
道
路
及
び
熊
本
天
草
幹
線
道
路
は
そ
の
一
翼
を

地
域
高
規
格
道
路
の
早
期
整
備
に
向
け
て

担
う
道
路
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

九
州
西
岸
軸
構
想
と
地
域
高
規
格
道
路

九
州
西
岸
軸
構
想
は
、
長
崎
か
ら
長
崎
県
島
原
半
島
、

熊
本
県
天
草
、
鹿
児
島
県
長
島
･
出
水
地
域
を
経
て
、
鹿

児
島
に
至
る
九
州
西
岸
地
域
を
広
域
基
幹
交
通
施
設
で
結

ぶ
こ
と
に
よ
り
、
地
域
内
外
と
の
交
流
を
拡
大
し
、
地
域

の
持
つ
豊
か
な
資
源
を
活
か
し
な
が
ら
一
体
的
な
発
展
･

活
性
化
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
、
関
係
の
三
県
で
考
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

九
州
西
岸
軸
は
、
国
土
の
最
西
端
に
位
置
す
る
九
州
西

岸
地
域
と
、
九
州
は
も
と
よ
り
全
国
各
地
を
有
機
的
に
結

び
、
そ
の
交
流
を
拡
大
す
る
地
域
連
携
軸
と
し
て
考
え
る

と
と
も
に
、
県
境
を
越
え
た
相
互
交
流
、
広
域
連
携
を
可

能
に
し
産
業
、
生
活
、
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
有
機
的

な
つ
な
が
り
を
持
つ
｢広
域
経
済
文
化
圏
｣
の
形
成
を
支

本
県
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道

や
南
九
州
西
回
り
自
動
車
道
等
の
縦
軸
の
整
備
が
着
実
に

進
む
な
か
、
横
軸
と
し
て
は
九
州
横
断
自
動
車
道
延
岡
線

の
建
設
に
加
え
、
大
分
か
ら
阿
蘇
、
熊
本
を
結
び
更
に
は

天
草
に
至
る
道
路
の
強
化
が
、
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
に

欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
に
お
い
て
、
一
般
国
道
五
七
号
の
大
津

バ
イ
パ
ス
、
瀬
田
拡
幅
、
立
野
拡
幅
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

熊
本
宇
土
道
路
の
早
期
整
備
を
進
め
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
県
と
し
て
も
天
草
の
松
島
町
に
お
い
て
一
般
国
道
三

二
四
号
の
バ
イ
パ
ス
と
し
て
、
延
長
約
三
如
の
自
動
車
専

用
道
路
を
平
成
三
年
度
か
ら
事
業
着
手
し
、
そ
の
完
成
に

向
け
て
努
力
し
て
い
る
。

更
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を
図
る
た
め
に
は
、
地

域
高
規
格
道
路
の
早
期
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て



電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
概
要

建
設
省
道
路
局
路
政
課

-

立
法
の
目
的

電
線
類
の
地
中
化
に
よ
る
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通

の
確
保
と
道
路
の
景
観
の
整
備

=

法
案
の
概
要

1

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定

①

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の

確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
道
路
を
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
と

し
て
指
定
。

②

①
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
地
元

市
町
村
、
関
係
の
電
力
･
通
信
事
業
者
等
の
意
見
を

聴
取
。

2

電
線
共
同
溝
整
備
計
画

①

電
線
共
同
溝
の
占
用
を
希
望
す
る
者
は
、
電
線
共

同
溝
整
備
道
路
の
指
定
後
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
許

可
を
申
請
。

②

道
路
管
理
者
は
、
①
の
申
請
を
受
け
て
、
電
線
共

同
溝
整
備
計
画
を
作
成
。

3

電
線
共
同
溝
の
建
設

①

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
に
基
づ

い
て
電
線
共
同
溝
を
建
設
。

②

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
事
業
者
は
、
電
線
共
同

溝
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
一
定
の
額
を
負

担
。

4

建
設
後
の
新
規
事
業
者
へ
の
対
応

①

電
線
共
同
溝
に
は
、
将
来
の
需
要
増
へ
の
対
応
分

を
盛
り
込
む
こ
と
も
可
能
。

②

新
規
事
業
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
権
利

を
譲
り
受
け
、
電
線
を
敷
設
す
る
こ
と
も
可
能
。

5

新
た
な
上
空
占
用
の
制
限

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
い
て
は
、
電
線
類
の
地
中

化
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
、
新
設
の
地
上
電
線
又
は
電

柱
の
占
用
を
原
則
と
し
て
許
可
し
な
い
。

6

国
の
負
担
、
補
助
の
特
例

電
線
共
同
溝
の
建
設
に
要
す
る
費
用
は
、
3
②
の
負
担

金
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ

ぞ
れ
1
/
2
ず
つ
負
担
。

閣
議
決
定

二
月
一
〇
日

国
会
提
出
日

二
月
一
〇
日



電線共同溝 (C ･ C ･ B O X ) の構造

･従 -のキャブシステムに比べて、構造がコンパクトで安価。･

(従来のキャブ約 2億円/ kmが4000万円/ km程度に) !
･電力 ･通信事業者等の負担単価も軽減。

(参考)
l 圈匪義園 (本体建設費 約30~ 40億円/ km)

翁
歩道 車道 車道

、
歩道

　 　
脛舸嗣爾 匿纏翅回

電気 (変電所間等の幹線)
電気 (ユー ザーま での配 線 )

6 0 0 0 V 線等
25万 V 線等 電話 (電話局間等の幹線) 電話 (ユーザーまでの配線 )

(3 m程度)

圓圃 (1o m程度)

2 -キャブシステムー(本体建設費 :約 6億円/ km)

/
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電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
案

目
次第

一
章

総
則

(第
一
条
･
第
二
条
)

第
二
章

電
線
共
同
溝
の
建
設

(第
三
条
事
第
九
条
)

第
三
章

電
線
共
同
溝
の
管
理

(第
十
条
I
第
二
十
一
条
)

第
四
章

雑
則

(第
二
十
二
条
事
第
三
十
条
)

附
則

第
一
章

総
則

(目
的
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
特
別

の
措
置
等
を
定
め
、
特
定
の
道
路
に
つ
い
て
、
電
線
共
同
溝
の
整
備
等

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
構
造
の
保
全
を
図
り
つ
つ
、
安
全

か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(定
義
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
｣
と
は
、
道
路
法

(昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
八
十
号
)
に
よ
る
道
路
を
い
う
。

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
管
理
者
｣
と
は
、
道
路
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。

3

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢電
線
共
同
溝
｣
と
は
、
電
線
の
設
置
及
び
管

理
を
行
う
二
以
上
の
者
の
電
線
を
収
容
す
る
た
め
道
路
管
理
者
が
道
路

の
地
下
に
設
け
る
施
設
を
い
う
。

第
二
章

電
線
共
同
溝
の
建
設

(電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
)

第
三
条

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
、
沿
道
の
土

地
利
用
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保

と
景
観
の
整
備
を
図
る
た
め
、
電
線
を
そ
の
地
下
に
埋
設
し
、
そ
の
地

上
に
お
け
る
電
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
の
撒
去
又
は
設
置
の
制

限
を
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
道
路
又
は
道
路
の

部
分
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
市
町
村

(当
該
指
定
に

係
る
道
路
の
道
路
管
理
者
が
市
町
村
で
あ
る
場
合
の
当
該
市
町
村
及
び

次
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
た
市
町
村
を
除
く
。)、
当
該
道
路
の
沿

道
が
そ
の
供
給
区
域
に
該
当
す
る
電
気
事
業
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
七
十
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
当

該
道
路
の
沿
道
が
そ
の
業
務
区
域
に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業
法

(昭

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
)
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一

種
電
気
通
信
事
業
者

(政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。)
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

3

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
道
路
管
理
者

に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し

た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

(電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用
の
許
可
の
申
請
)

第
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
電
線
共

同
溝
の
建
設
完
了
後
に
お
け
る
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
を
希
望
す
る

者
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
に
当
該
電

線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、

当
該
指
定
に
係
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分

(以
下

｢電
線
共
同
溝
整
備

道
路
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
の
日
前
に
な
さ
れ
た
道
路

法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
許
可
又
は
協
議
に
基
づ
き
当
該
道
路
の
地
上
に
設
置
さ
れ
た

電
線
又
は
電
柱

(
い
ま
だ
設
置
に
至
ら
な
い
も
の
を
含
む
。)
の
設
置

及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
勧
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

3

国
が
電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
に
お
け
る
当
該
電
線
共
同
溝
の
占

用
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
が
道
路
管
理
者
に
協
議
す
る
こ

と
を
も
っ
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
中
請
の
内
容
が
、
当
該
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
構
造
等
に

照
ら
し
採
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
電
線
共
同
溝
の
規
模
及
び
構
造
上

相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
申
請
が
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(電
線
共
同
溝
の
建
設
)

第
五
条

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
つ
い
て
、
こ
の
章

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
建
設
す
る
も
の
と
す
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者

(同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
者
を
除
く
。
以
下

｢電
線
共
同

溝
の
占
用
予
定
者
｣
と
い
う
。)
の
意
見
を
聴
い
て
電
線
共
同
溝
整
備

計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
の
建
設
を
行
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

3

前
項
の
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
に
は
、
電
線
に
よ
る
道
路
の
占
用
の

動
向
を
勘
案
し
て
そ
の
構
造
の
保
全
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
以
外
の
者

の
占
用
の
た
め
の
電
線
共
同
溝
の
部
分
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

道
路
管
理
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
と
し
て
建

設
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
八
十
一
号
)
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
の
承
継
)

第
六
条

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
の
電
線
共
同

溝
の
占
用
予
定
者
の
一
般
承
継
人
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の

地
位
を
承
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
を
承
継
し

た
者
は
、
そ
の
承
継
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
道

路
管
理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
建
設
負
担
金
)

第
七
条

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
に
要
す

る
費
用
の
う
ち
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
る
こ
と

と
な
る
推
定
の
投
資
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
出
し
た
額
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

電
線
共
同
溝
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
、
負
担
金
の
納
付
の
方

法
及
び
期
限
そ
の
他
前
項
の
負
担
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

定
め
る
。

(電
線
共
同
溝
の
増
設
)

第
八
条

道
路
管
理
者
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
線
共

同
溝
が
建
設
さ
れ
た
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
つ
い
て
、
既
設
の
電
線

共
同
溝
の
収
容
能
力
に
不
足
を
生
じ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
増
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
を
増
設
し
よ
う
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と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

電
気
事
業
法
又
は
電
気
通
信
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
線

者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
。

3

第
四
条
、
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
条
及
び
前
条
の

(電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
条

二

当
該
電
線
共
同
溝
の
規
模

規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
増
設
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
｣
と
あ
る
の
は

｢第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
増
設
の
公
示
｣
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項

中

｢建
設
完
了
後
｣
と
あ
る
の
は

｢増
設
完
了
後
｣
と
、
同
条
第
二
項

中

｢当
該
指
定
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
公
示
｣
と
、
同
条
第
四
項
第
二

号
、
第
五
条
第
二
項
及
び
前
条
中
｢建
設
｣
と
あ
る
の
は

｢増
設
｣
と
、

第
五
条
第
二
項
中

｢前
条
第
一
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
八
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

一
項
｣
と
、
｢同
条
第
四
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
｣
と
、
同
項
及
び

同
条
第
三
項
、
第
六
条
並
び
に
前
条
第
一
項
中

｢電
線
共
同
溝
の
占
用

予
定
者
｣
と
あ
る
の
は

｢増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
｣

と
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢電
線
共
同
溝
整
備
計
画
｣
と
あ

る
の
は
｢電
線
共
同
溝
増
設
計
画
｣
と
、
同
条
第
四
項
中

｢建
設
す
る
｣

と
あ
る
の
は

｢増
設
す
る
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
け
る
道
路
占
用
の
許
可
等
の
制
限
)

第
九
条

道
路
管
理
者
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
に
係
る
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
地
上

に
お
け
る
電
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占
用
に
関
し
、
道

路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
、

又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
成
立
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
前
に
な
さ
れ
た
道
路
法

第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
許
可
又
は
協
議
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
電
線
又
は
電
柱
の

維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

二

電
線
共
同
溝
の
建
設
若
し
く
は
増
設
が
完
了
す
る
以
前
に
お
い
て

又
は
そ
の
改
築
、
維
持
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
の
た
め
に
必
要

な
期
間
中
に
お
い
て
、
緊
急
の
必
要
に
基
づ
き
、
当
該
電
線
共
同
溝

の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者

又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者

が
、
そ
の
建
設
若
し
く
は
増
設
の
完
了
後
又
は
そ
の
改
築
、
維
持
、

修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
の
終
了
後
当
該
電
線
共
同
溝
に
敷
設
す
べ

き
電
線
又
は
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
を
仮
に
設
置
し
、
及
び
当
該
電

線
又
は
電
柱
の
維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

(電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
第

一
種
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

に
限
る
。)
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
電
線
を
当
該
道
路

の
地
下
に
埋
設
す
る
こ
と
が
当
該
道
路
の
構
造
等
に
照
ら
し
困
難

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
当
該
道
路
の
地
上
に
お
い
て
当
該
電
線
又
は

こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電

線
又
は
電
柱
を
設
置
し
、
及
び
当
該
電
線
又
は
電
柱
の
維
持
、
修

繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
道
路
の
地
上
に
お
い
て
電

線
又
は
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

公
益
上
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
道
路
に
つ
い
て

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る
上
で
支
障
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電

線
又
は
電
柱
を
設
置
し
、
及
び
当
該
電
線
又
は
電
柱
の
維
持
、
修
繕

又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

第
三
章

電
線
共
同
溝
の
管
理

(占
用
予
定
者
に
対
す
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
)

第
十
条

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
増
設
を
完
了
し
た

と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
電
線
共
同

溝
の
占
用
予
定
者
又
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
に
当

該
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
線
共
同
溝
の
部
分

二

電
線
共
同
溝
に
敷
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
線
の
種
類
及
び
数
量

三

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

(占
用
予
定
者
で
あ
っ
た
者
以
外
の
者
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
の

許
可
)

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て

も
、
電
線
共
同
溝
の
収
容
能
力
に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
建
設
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
て
、
電
線
共
同

溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
占
用

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電
線
共
同
溝
を
占
用
し
て
い
る

二

当
該
電
線
共
同
溝
の
規
模
及
び
構
造
上
相
当
で
な
い
こ
と
。

三

当
該
電
線
共
同
溝
の
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
。

3

第
一
項
の
許
可
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(電
線
共
同
溝
の
占
用
に
係
る
変
更
の
許
可
)

第
十
二
条

道
路
管
理
者
は
、
第
十
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可

(こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
含
む
。)
を
受
け
た
者

か
ら
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

｢前
条
各
号
に
掲
げ
る

事
項
｣
と
あ
る
の
は
、
｢変
更
後
の
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
｣
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(占
用
予
定
者
で
あ
っ
た
者
以
外
の
者
等
の
占
用
負
担
金
)

第
十
三
条

第
十
一
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
増
設
に
要

し
た
費
用

(第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
又
は
増
設

に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
が
負
担
し
た
費
用
を
除
く
。)
の

う
ち
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
る
こ
と
と
な

る
推
定
の
投
資
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

し
た
額
の
占
用
負
担
金
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

負
担
金
の
納
付
の
方
法
及
び
期
限
そ
の
他
前
項
の
負
担
金
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
)

第
十
四
条

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
第
十
条
、

第
十
一
条
第

一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

た
者
の
一
般
承
継
人
は
、
被
承
継
人
が
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
許
可
に

基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の

承
継
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
道
路
管
理
者
に
そ

の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
全
部
又
は
一
部
は
、
道
路
管
理
者
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

前
項
に
規
定
す
る
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受



け
た
者
は
、
譲
渡
人
が
有
し
て
い
た
そ
の
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継

第
二
十
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、

新
設
又
は
改
築
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

す
る
。

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
満
了
し
た
場
合
、
電

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
又
は
楠

(電
線
の
構
造
等
の
基
準
の
遵
守
)

同̂
滌
の
占

を

し
て
-

ロ

ま

功
ま
･
′

久

こ

第
十
六
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、

当
該
電
線
共
同
溝
に
電
線
を
敷
設
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定

め
る
電
線
の
構
造
及
び
敷
設
の
方
法
の
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
敷
設
す
る
電
線
が

前
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、
当
該
占
用
す
る
者
に

対
し
、
当
該
敷
設
に
関
す
る
工
事
の
中
止
又
は
当
該
電
線
の
改
造
、
移

転
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
謎
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
o

(公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
)

第
十
七
条

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、

電
線
共
同
溝
の
存
す
る
道
路
に
つ
い
て
当
該
電
線
共
同
溝
の
管
理
上
の

事
由
以
外
の
事
由
に
基
づ
く
工
事
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他

公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律

の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定

す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
前
項
の
規
定
に
よ

り
必
要
な
措
置
を
謎
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
損
失

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
処
分
に
よ
っ
て
通
常
受
け

る
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

道
路
法
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
額
を
第
一
項
に
規

定
す
る
必
要
を
生
じ
さ
せ
た
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(電
線
共
同
溝
管
理
規
程
)

第
十
八
条

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
適
正
か
つ
円
滑
に
管
理
す

る
た
め
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

者
の
意
見
を
聴
い
て
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
共

同
溝
管
理
規
程
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(管
理
負
担
金
)

第
十
九
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、

当
該
電
線
共
同
溝
の
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理

に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
費
用
を
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(原
状
回
復
)

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
満
了
し
た
場
合
、
電

線
共
同
溝
の
占
用
を
廃
止
し
た
場
合
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

許
可
若
し
く
は
承
認
の
取
消
し
の
処
分
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

電
線
を
除
却
し
、
占
用
し
て
い
る
電
線
共
同
溝
の
部
分
を
原
状
に
回
復

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
原
状
の
回
復
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(国
の
行
う
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
等
の
特
例
)

第
二
十
一
条

国
の
行
う
電
線
共
同
溝
の
占
用
又
は
占
用
に
係
る
権
利
の

譲
渡
に
つ
い
て
は
、
国
と
道
路
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を

も
っ
て
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
章

雑
則

(国
の
負
担
又
は
補
助
)

第
二
十
二
条

道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間

(以
下

｢指
定
区
間
｣
と
い
う
。)
内
の
一
般
国
道
に
附
属
す
る
電
線
共
同
溝

の
建
設

(第
八
条
の
規
定
に
よ
る
増
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。)
又
は
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他

の
管
理
に
要
す
る
費
用

(第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同

溝
の
占
用
予
定
者
又
は
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
負
担
す
べ
き
費

用
(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
｢建
設
負
担
金
等
｣
と
い
う
。)
を
除
く
。)

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
又
は
同
法
第

七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
市

(以
下

｢指
定
市
｣
と
い
う
。)
が

そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
道
の
区
域
内
の
指
定
区

間
内
の
一
般
国
道
に
係
る
国
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
、
二

分
の
一
を
超
え
る
特
別
の
負
担
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

国
は
、
前
項
の
場
合
を
除
き
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
に
要

す
る
費
用

(建
設
負
担
金
等
を
除
く
。)
の
二
分
の
一
以
内
を
、
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を

負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
が

道
路

(道
路
の
附
属
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)
の

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
又
は
補

助
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
負
担
又
は
補
助
と
す
る
。

一
当
該
道
路
が
国
道
で
あ
る
場
合

当
該
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に

要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
者
に
よ
る
そ
の
負
担
の
割
合

(道
の
区
域

内
の
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
係
る
国
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
割
合
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該

政
令
で
定
め
る
割
合
)
に
応
じ
た
負
担

二

当
該
道
路
の
新
設
又
は
改
築
が
道
路
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に

よ
る
国
の
補
助
の
対
象
と
な
る
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
で
あ
る

場
合

当
該
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す

る
費
用
に
関
し
補
助
す
る
こ
と
の
で
き
る
割
合
以
内
で
の
補
助

4

電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路

法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(収
入
の
帰
属
)

第
二
十
三
条

第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
負

担
金
は
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他

の
管
理
を
行
う
道
路
管
理
者

(当
該
道
路
管
理
者
が
建
設
大
臣
で
あ
る

と
き
は
国
、
地
方
公
共
団
体
の
長
で
あ
る
と
き
は
当
該
地
方
公
共
団
体

の
長
の
統
括
す
る
地
方
公
共
団
体
)
の
収
入
と
す
る
。

(義
務
履
行
の
た
め
に
要
す
る
費
用
)

第
二
十
四
条

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
す
る
処
分
に
よ
る
義

務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
義
務
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(負
担
金
の
強
制
徴
収
)

第
二
十
五
条

道
路
法
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
第
七
条
第
一
項

(第
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
又

は
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
の
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(行
政
処
分
)

第
二
十
六
条

道
路
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

に
対
し
て
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
取
り
消
し
、
そ
の
内
容
を
変
更
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
電

線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用

予
定
者
の
地
位
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
詐
欺
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若



し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
又
は
電
線
共
同
溝
の
占
用
予

定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
を

得
た
者

二

第
十
条
又
は
第
十
一
条
第
三
項

(第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
内
容
に
違
反
し
て

電
線
共
同
溝
を
占
用
し
た
者

三

第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ

き
負
担
金
を
納
付
し
な
い
者

四

第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に

違
反
し
て
い
る
者

(不
服
申
立
て
)

第
二
十
七
条

都
道
府
県
又
は
市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
こ
の
法
律

に
基
づ
い
て
し
た
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
市

若
し
く
は
特
定
の
市

(道
路
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理

を
行
う
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)
で
あ
る
道
路
管

理
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
建
設
大
臣
に
対
し
て
、
市
町
村

(指
定

市
及
び
特
定
の
市
を
除
く
。)
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
し
た
処
分
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

2

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

は
、
当
該
異
議
申
立
て
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(権
限
の
委
任
)

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣
の

権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
建
設
局
長
又
は
北
海

道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(道
路
法
の
適
用
除
外
)

第
二
十
九
条

こ
の
法
律
に
基
づ
く
電
線
共
同
溝
の
占
用
に
関
し
て
は
、

道
路
法
第
三
章
第
三
節

(第
三
十
九
条
を
除
く
。)
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

(罰
則
)

第
三
十
条

第
六
条
第
二
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)
又
は
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ

ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
二
条

道
路
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
七
号
中

｢共
同
溝
整
備
道
路
｣
を

｢共
同
溝
整
備

道
路
又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年

法
律
第

号
)
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
線
共
同
溝
整
備
道

路
｣
に
、
｢設
け
る
共
同
溝
｣
を

｢設
け
る
共
同
溝
又
は
電
線
共
同
溝
｣

に
改
め
る
。

(道
路
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
)

第
三
条

道
路
整
備
特
別
会
計
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢又
は
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
六
年
法

律
第
百
三
十
一
号
)
第
六
条
第
五
項
｣
を

｢、沖
縄
振
興
開
発
特
別
措

置
法

(昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
六
条
第
五
項
又
は
電

線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年
法
律
第

号
)
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
｣
に
、
｢又
は
共
同
溝

の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十

一
条
｣
を

｢、共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
七
条
第
一
項

(同
法
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
｣
に
改
め
る
。

ギイ 道行セ 95,3
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一
は
じ
め
に

道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
道
路
に
お
け
る
円
滑
か
つ

安
全
な
交
通
を
確
保
し
、
道
路
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ

せ
る
た
め
、
常
日
頃
か
ら
道
路
の
適
正
な
維
持
･
管
理
の

充
実
を
図
り
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
よ
う
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
さ
ら
な
る
維
持
･
管
理
の
充

実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
に
道
路
上

で
事
故
が
発
生
し
、
そ
の
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
か
ら
当

該
事
故
の
原
因
が
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
あ
る
と

し
て
訴
訟
を
提
起
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
事
故
の

態
様
、
道
路
状
況
等
も
千
差
万
別
で
あ
り
、
ま
た
、
同
種

の
事
例
で
あ
っ
て
も
瑕
疵
判
断
の
基
準
が
確
定
し
て
い
る

と
は
限
ら
ず
、
そ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
ケ
ー
ス
が
出
て
く

る
･0

本
稿
で
は
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
を
問
わ
れ
た

事
例
の
う
ち
原
動
機
付
自
転
車
等
で
路
肩
あ
る
い
は
路
側

帯
を
走
行
し
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
発
生
し
た
事
故
に
よ

り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
を
道
路
の
設
置
･

管
理
の
瑕
疵
に
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
た
事

例
の
う
ち
、
最
近
の
裁
判
例
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
く
こ

と
と
、す
る
。

な
お
、
路
肩
通
行
に
つ
い
て
は
、
車
両
制
限
令

(昭
和

一三
ハ
年
七
月
一
七
日
政
令
第
二
六
五
号
)
第
九
条
の
規
定

に
よ
り
歩
道
等
を
有
し
な
い
道
路
を
通
行
す
る
自
動
車
は
、

そ
の
車
輪
が
路
肩
に
は
み
出
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
、
ま
た
、
道
路
交
通
法

(昭
和
三
五
年
六
月
二
五
日
法

律
第
一
〇
五
号
)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
車
両

は
歩
道
又
は
路
側
帯
と
車
道
の
区
別
の
あ
る
道
路
に
お
い

て
は
、
原
則
と
し
て
車
道
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
来
通
行
を
予
定
し
て

い
な
い
路
肩
等
を
通
行
し
て
事
故
に
遭
っ
た
こ
と
を
、
道

路
管
理
者
の
免
責
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
主
張
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二

路
肩
上
の
堆
積
物
に
よ
り
管
理
の
瑕
疵
が

問
わ
れ
を
事
例

以
下
の
二
つ
の
事
例
は
、
積
雪
地
域
に
お
け
る
冬
季
間

の
路
肩
の
管
理
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
の
瑕
疵
が
問
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
新
潟
県
内
の
建
設
省
直
轄
国
道

に
係
る
も
の
で
あ
り
双
方
と
も
事
故
の
態
様
が
酷
似
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
新
潟
地
方
裁
判
所

(ニ
ー
.

2
の
事
件
は
、
高
田
支
部
の
判
断
で
は
あ
る
が
)
で
一
年

を
置
か
ず
相
反
す
る
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。



｢
一
般
国
道
七
号
原
動
機
付
自
転
車
転
倒
轢
死
事
件
｣

(裁
判
所
の
判
断
比
較
表
⑧
参
照
)

の

事
件
の
概
要

昭
和
六
三
年
三
月
一
八
日
午
前
七
時
五
〇
分
頃
、

亡
A
は
、
一
般
国
道
七
号
新
発
田
市
大
字
三
日
市
地

内
を
自
宅
か
ら
勤
務
先
に
原
動
機
付
自
転
車
で
出
勤

す
る
途
中
、
道
路
が
渋
滞
し
て
い
た
た
め
、
渋
滞
車

両
を
追
い
越
そ
う
と
し
て
車
道
外
側
線
と
緑
石
の
間

の
路
肩
(幅
員
一
･
0
二
m
)
を
走
行
し
た
と
こ
ろ
、

何
ら
か
の
要
因
で
緑
石
に
接
触
し
て
車
道
側
に
転
倒

し
、
側
方
を
走
行
中
の
大
型
貨
物
自
動
車
の
左
後
輪

に
頭
部
を
轢
か
れ
、
頭
蓋
骨
骨
折
に
よ
る
脳
挫
傷
に

よ
り
死
亡
し
た
。

本
件
事
故
に
つ
い
て
、
そ
の
遺
族
ら
が
、
道
路
の

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
、
国
を
被
告
と
し
て

新
潟
地
方
裁
判
所
に
平
成
三
年
三
月
一
五
日
に
提
訴

し
た
も
の
で
あ
る
。

②

原
告
の
主
張

本
件
事
故
は
、
路
肩
に
堆
積
し
た
厚
さ
約
七
-
八

伽
の
泥
土
に
原
動
機
付
自
転
車
の
車
輪
を
と
ら
れ
転

倒
し
、
お
り
か
ら
原
動
機
付
自
転
車
の
側
部
を
走
行

中
の
大
型
貨
物
自
動
車
に
頭
部
を
轢
か
れ
即
死
し
た

も
の
で
あ
る
o

道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
常
に
堆
積
す
る
泥
土
、

塵
芥
を
除
去
し
、
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
ち
、

交
通
の
安
全
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
努
め
る

義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
、

亡
A
は
、
敢
え
て
濡
れ
て
い
る
道
路
の
路
肩
上
で
軽

路
肩
に
約
七
ー
八
伽
の
泥
土
の
堆
積
を
放
置
し
て
い

自
動
車
を
追
抜
き
、
さ
ら
に
は
大
型
貨
物
自
動
車
を

た
こ
と
は
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

③

被
告
の
主
張

本
件
事
件
は
、
亡
A
が
車
道
上
に
は
何
ら
支
障
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
追
い
越
し
禁
止
の
区
間
に

お
い
て
渋
滞
車
両
を
左
側
か
ら
追
い
越
す
た
め
、
本

来
車
両
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
は
な
い
路
肩
に
進
入
し
た
軽
率
な
運
転
行

為
及
び
注
意
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
発
生

し
た
も
の
で
本
件
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
は
な
か
っ
た
。

仮
に
本
件
道
路
の
泥
土
が
除
去
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
本
件
事
故
が
回
避
で
き
た
も
の
と
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
路
肩
の
泥
土
の
存
在
と
事
故
の
発
生

に
は
因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
。

燭

判
決
の
要
旨

(平
成
五
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
)

国
勝
訴

(請
求
棄
却
、
確
定
)

本
件
事
故
は
、
路
肩
上
で
起
き
て
い
る
こ
と
、
路

肩
は
本
来
、
通
行
の
用
に
供
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
、
特
に
本
件
事
故
現
場
の
よ
う

に
積
雪
の
多
い
地
方
で
は
、
路
肩
上
に
除
雪
し
た
雪

が
積
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
雪
が
除
去

さ
れ
る
か
、
溶
解
し
た
後
も
堆
積
物
が
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
こ
と
は
当
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。

本
件
道
路
で
は
迫
越
し
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
追
抜

き
が
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
動
車
を
追
抜
き
、
さ
ら
に
は
大
型
貨
物
自
動
車
を

追
抜
こ
う
と
し
て
ス
リ
ッ
プ
し
、
本
件
事
故
に
至
っ

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

本
件
事
故
は
、
道
路
の
通
常
の
用
法
に
則
し
な
い
行

動
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

2

｢
一
般
国
道
八
号
原
動
機
付
自
転
車
転
倒
轢
死
事
件
｣

(裁
判
所
の
判
断
比
較
表
同
参
照
)

◎

事
件
の
概
要

平
成
三
年
一
月
二
一
日
午
後
六
時
頃
、
亡
B
は
、

学
校
か
ら
の
帰
宅
途
中
、
原
動
機
付
自
転
車
で
一
般

国
道
八
号
糸
魚
川
市
大
字
大
和
川
二
九
二
番
地
先
を

走
行
中
、
道
路
が
渋
滞
し
て
い
た
た
め
、
渋
滞
車
両

を
追
い
越
そ
う
と
し
て
車
道
外
側
線
と
緑
石
の
間
の

路
肩

(幅
員
○
･
七
八
m
)
を
走
行
し
た
と
こ
ろ
、

何
ら
か
の
要
因
で
緑
石
に
接
触
し
て
車
道
側
に
転
倒

し
、
折
か
ら
側
方
を
走
行
中
の
大
型
貨
物
自
動
車
の

左
後
輪
に
頭
部
を
轢
か
れ
、
頭
蓋
骨
骨
折
に
よ
る
脳

挫
傷
に
よ
り
死
亡
し
た
。

本
件
事
故
に
つ
い
て
、
そ
の
遺
族
ら
が
、
国
に
道

路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
、
ま
た
、
大
型

貨
物
自
動
車
の
運
転
手
及
び
会
社
に
過
失
が
あ
っ
た

と
し
て
新
潟
地
方
裁
判
所
高
田
支
部
に
平
成
四
年
九

月
三
日
に
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
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の

原
告
の
主
張

本
件
事
故
は
、
路
肩
に
堆
積
し
た
厚
さ
三
釦
の
泥

土
に
原
動
機
付
自
転
車
の
車
輪
が
は
ま
り
惹
起
し
た

も
の
で
あ
り
、
本
件
路
肩
は
、
道
交
法
に
い
う
路
側

帯
で
は
な
く
、
原
動
機
付
自
転
車
の
通
行
が
認
め
ら

れ
、
か
つ
、
そ
の
通
行
が
予
測
さ
れ
る
道
路
の
一
部

で
あ
り
、
車
道
が
渋
滞
し
て
い
る
場
合
に
、
原
動
機

付
自
転
車
が
路
肩
を
走
行
し
て
渋
滞
車
両
を
追
い
抜

い
て
い
く
こ
と
は
、
日
常
頻
繁
に
経
験
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
国
道
上
の
障
害
物
を

除
去
し
て
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
ち
、
交
通

の
安
全
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
努
め
る
義
務

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
、
路
肩

に
約
三
皿
の
泥
土
の
堆
積
を
放
置
し
て
い
た
こ
と
は
、

道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

③

被
告
の
主
張

本
件
事
故
は
、
亡
B
が
車
道
上
に
は
何
ら
支
障
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
追
い
越
し
禁
止
の
区
間
に

お
い
て
渋
滞
車
両
を
左
側
か
ら
追
い
越
す
た
め
、
本

来
車
両
の
通
行
の
用
に
予
定
さ
れ
て
い
な
い
路
肩
を

走
行
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
、
通
常
予
定
す

る
利
用
方
法
と
は
異
な
る
用
法
で
あ
る
。

本
件
路
肩
に
は
、
L
字
型
側
溝
が
設
置
さ
れ
て
お

り
、
雨
水
と
と
も
に
流
れ
て
き
た
粉
塵
等
が
泥
土
と

し
て
堆
積
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

印

判
決
の
要
旨

国
一
部
敗
訴
、
相
被
告
勝
訴

路
肩
は
、
道
路
の
主
要
構
造
物
を
保
護
し
、
又
は

車
道
の
効
用
を
保
つ
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る

(道
路
構
造
令
第
二
条
第
一
〇
号
、
車
両
制
限
令

第
二
条
第
七
号
)。
右
の
よ
う
な
目
的
か
ら
す
る
と
、

路
肩
は
本
来
車
両
の
通
行
を
予
定
し
た
部
分
で
は
な

い
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
車
両
の
走
行
速

度
を
確
保
す
る
た
め
の
余
裕
幅
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

車
道
の
効
用
を
保
つ
と
い
う
趣
旨
も
含
ま
れ
て
い
る

と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
路
肩
は
そ

の
目
的
か
ら
し
て
車
両
が
一
時
的
に
車
道
を
は
み
出

し
て
走
行
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
路
肩
に
泥
土
、
段
差
、
穴
ぼ
こ
等
右

の
目
的
及
び
効
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な
障
害
が
あ
る

場
合
は
、
車
道
を
外
れ
た
車
両
は
事
故
の
危
険
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
管
理

者
と
し
て
は
、
車
両
が
車
道
を
は
み
出
し
て
走
行
し

た
と
き
に
お
い
て
も
安
全
を
確
保
さ
れ
る
よ
う
管
理

す
べ
き
で
あ
る
o

し
か
し
て
、
本
件
道
路
は
、
交
通
量
が
多
く
、
特

に
朝
夕
の
通
勤
時
に
は
交
通
量
が
極
め
て
多
い
場
所

で
あ
っ
た
こ
と
、
本
件
車
道
の
幅
員
は
三
･
五
六
m

と
狭
く
、
大
型
車
が
通
行
す
る
場
合
は
、
原
動
機
付

自
転
車
が
緩
や
か
な
坂
と
な
っ
て
い
る
本
件
路
肩
を

通
行
す
る
こ
と
も
予
期
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ

と
、
本
件
車
道
と
本
件
路
肩
を
区
切
る
車
道
外
側
線

の
表
示
は
、
タ
イ
ヤ
に
削
ら
れ
た
り
、
泥
土
に
覆
わ

れ
て
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
、
泥
土

の
堆
積
も
三
伽
と
軽
微
な
障
害
と
は
い
え
な
い
こ
と
、

二
か
月
以
上
も
本
件
路
肩
を
清
掃
せ
ず
に
泥
土
を
放

置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
路
肩
の
泥
土

の
堆
積
は
道
路
の
安
全
性
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
道

路
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
被
告
国
は
、
路
肩
は
先
行
車
両
を
追
越
す

た
め
に
直
進
し
て
走
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
い
旨
主
張
し
、
こ
の
主
張
自
体
首
肯
し
う

る
が
、
道
路
管
理
の
瑕
疵
を
判
断
す
る
う
え
に
お
い

て
迫
越
し
の
た
め
の
走
行
か
、
一
時
的
な
は
み
出
し

走
行
か
を
区
別
す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
こ
の
点
は

過
失
相
殺
を
す
る
に
つ
き
考
慮
す
べ
き
事
情
で
あ
る
。

亡
B
に
は
路
肩
走
行
、
運
転
注
意
義
務
違
反
等
の

過
失
が
あ
り
、
本
件
事
故
に
対
す
る
過
失
相
殺
の
割

合
は
七
割
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

な
お
、
相
被
告
は
、
後
方
か
ら
接
近
す
る
亡
B
に

対
す
る
注
視
義
務
は
な
く
、
左
後
鏡
に
よ
る
後
方
の

確
認
に
よ
っ
て
亡
B
の
危
険
な
走
行
状
態
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、

過
失
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

③

控
訴

被
告
国
は
、
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
、
平
成
六

年
一
〇
月
五
日
に
東
京
高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
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ニ
ー
ー
の
事
例
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
積
雪
地
域
の
路

続
的
な
降
雪
の
た
め
、
そ
の
泥
土
を
速
や
か
に
排
除
す
る

定
の
幅
員
を
確
保
し
て
い
た
路
肩
が
構
造
物

(歩
道
の
緑

肩
の
管
理
の
実
態
を
認
め
、
さ
ら
に
本
件
事
故
が
、
道
路

の
通
常
の
用
法
に
則
し
な
い
行
動
の
結
果
生
じ
た
も
の
と

認
定
し
て
い
る
o

ニ
ー
2
の
事
例
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
路
肩
は
車
両
が

一
時
的
に
車
道
を
は
み
出
し
て
走
行
す
る
こ
と
も
予
定
し

て
い
る
と
し
、
道
路
管
理
者
に
車
道
を
は
み
出
し
て
走
行

す
る
車
両
の
安
全
確
保
の
義
務
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
泥

土
の
堆
積
の
存
在
及
び
そ
の
放
置
は
道
路
の
安
全
性
を
欠

く
も
の
と
認
定
し
て
い
る
o

た
し
か
に
過
去
の
判
例
に
お
い
て
一
時
的
な
路
肩
の
走

行
は
予
見
可
能
で
あ
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
前
提
に
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
が
認
め
ら
れ

た
の
は
、
道
路
利
用
者
の
用
法
が
こ
れ
を
前
提
と
し
た
利

用
方
法
に
則
っ
て
通
行
し
た
場
合
に
お
い
て
も
危
険
を
及

ぼ
す
よ
う
な
穴
ぼ
こ
、
道
路
崩
壊
、
段
差
及
び
蓋
不
全
の

場
合
で
あ
る
o

こ
の
判
断
は
、
冬
季
間
の
積
雪
地
域
の
状
況
を
掛
酌
し

て
お
ら
ず
、
道
路
管
理
者
に
と
っ
て
は
厳
し
い
内
容
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
北
陸
地
方
は
有
数
の
豪
雪
地
帯

で
冬
季
間
の
積
雪
は
顕
著
で
あ
り
、
道
路
の
通
行
を
確
保

す
る
た
め
除
雪
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

宿
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
除
雪
作
業
は
、
車
道
に
積

も
っ
た
雪
を
路
肩
に
寄
せ
て
回
収
す
る
方
法
が
一
般
的
で

あ
り
、
雪
と
一
緒
に
路
面
の
粉
塵
等
が
路
肩
に
寄
せ
ら
れ
、

泥
土
と
し
て
堆
積
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
冬
が
長
く
断

こ
と
は
実
態
上
困
難
な
面
が
あ
る

(ニ
ー
,1
の
判
例
で
は

顕
著
な
事
実
と
し
て
認
定
)。
車
道
の
機
能
確
保
の
た
め
、

結
果
と
し
て
路
肩
の
管
理
水
準
が
、
相
対
的
に
積
雪
の
な

い
地
方
と
差
が
出
る
の
は
や
む
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

今
後
、
積
雪
地
域
に
お
け
る
路
肩
の
堆
積
物
に
係
る
同

種
の
事
故
の
防
止
の
た
め
に
は
、
一
時
的
な
路
肩
の
走
行

は
予
見
可
能
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
て
ば
、
危
険
を
回
避

す
る
た
め
の
処
置
が
不
可
欠
と
な
り
、
路
肩
の
維
持
･
管

理
の
一
層
の
充
実
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
路
肩
は
除
雪

等
に
よ
り
堆
積
物
が
溜
ま
り
や
す
く
車
道
と
同
様
の
自
動

車
の
走
行
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と

及
び
路
肩
は
本
来
走
行
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
道
路
利
用
者

へ
の
一
層
の
周
知

を
図
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
道
路
交
通
法
第
十
条
等
に
よ
り
歩
行
者
又
は
軽

車
両
は
路
肩
又
は
路
側
帯
の
通
行
の
義
務
が
あ
る

(又
は

可
能
)。
そ
う
す
る
と
歩
行
者
等
の
通
行
が
予
想
さ
れ
る

路
肩
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
用
法
に
よ
る
歩
行

者
等
の
通
行
の
安
全
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(歩

道
設
置
の
促
進
、
歩
道
除
雪
の
充
実
等
)。

三

路
肩
上
の
構
造
物
に
よ
り
管
理
の
瑕
疵
が

問
わ
れ
を
事
例

以
下
の
二
つ
の
事
例
は
、
そ
れ
ま
で
連
続
し
て
あ
る
一

石
、
橋
梁
の
高
欄
の
基
礎
)
に
よ
っ
て
狭
隧
な
幅
員
に
変

化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
路
肩
を
走
行
し
て
い
た
自
動
二
輪

車
等
が
当
該
構
造
物
に
衝
突
あ
る
い
は
回
避
措
置
に
よ
り

転
倒
し
事
故
に
な
っ
た
も
の
で
、
道
路
の
構
造
に
つ
き
、

設
置
･
管
理
の
瑕
疵
を
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
た
相
反
す
る
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

ー

｢
一
般
国
道
ニ
ー
ニ
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
｣

(裁
判
所
の
判
断
比
較
表
⑭
参
照
)

◎

事
件
の
概
要

平
成
二
年
一
〇
月
一
七
日
午
後
六
時
四
五
分
頃
、

亡
C
の
運
転
す
る
原
動
機
付
自
転
車
が
一
般
国
道
二

一
一
一号
を
日
田
市
方
面
か
ら
中
津
市
方
面
に
向
け
路

側
帯

(幅
員
二
･
一
m
)
を
走
行
中
、
大
分
県
日
田

市
大
字
花
月
字
ソ
ラ
ミ
一
〇
七
七
番
地
一
付
近
で
、

高
さ
一
九
m
の
緑
石
に
衝
突
し
、
転
倒
し
て
死
亡
し

た
も
の
で
あ
る
o

本
件
事
故
に
つ
い
て
、
そ
の
遺
族
ら
が
、
道
路
の

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
大
分
県
を
被
告
と
し

て
大
分
地
方
裁
判
所
日
田
支
部
に
平
成
四
年
一
二
月

一
エ
ハ
日
に
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

原
告
の
主
張

亡
C
は
、
本
件
道
路
は
大
型
車
の
通
行
が
多
く
、

併
走
す
る
と
危
険
で
あ
る
の
で
や
む
を
え
ず
路
側
帯

を
通
行
し
て
い
た
。
事
故
現
場
付
近
は
、
右
カ
ー
ブ



と
な
っ
て
お
り
対
向
車
の
前
照
灯
に
幻
惑
し
緑
右
に

の
措
置
を
講
じ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
を
も
っ

ブ
ロ
ツ
ク
が
存
し
、
夜
間
照
明
施
設
も
な
か
っ
た
。

衝
突
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
故
現
場
付
近
で
路

て
本
件
道

の
設
置

･
呂

に
殴
此
が
あ

っ
た
と
い

こ

ょ
う
な
、
眞
ゞ
ま

コ
、

リ
ー
ト
ゞ
ロ
ッ

側
帯
が
急
に
狭
く
な
っ
て
お
り
、
中
央
部
に
本
件
緑

石
が
現
れ
る
よ
う
な
構
造
に
し
て
お
き
な
が
ら
道
路

管
理
者
は
本
件
緑
石
の
存
在
を
示
す
標
識
を
設
け
る

等
の
特
別
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
国

賠
法
第
二
条
第
一
項
の
責
任
を
負
う
。

③

被
告
の
主
張

亡
C
は
、
道
路
交
通
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
車
道
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
路
側
帯
を
通
行
し
、
緑
石
に
衝
突
、
転

倒
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
人
の
一
方
的
過
失
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
人
は
本
件
道
路
状
況
を
熟
知
し
て
い
た
。

ま
た
、
緑
石
は
、
歩
車
道
分
離
の
た
め
に
設
け
た
も

の
で
あ
り
、
勾
配
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
。

印

判
決
の
要
旨

大
分
県
勝
訴

(請
求
棄
却
)

本
件
事
故
の
原
因
は
、
亡
C
が
や
む
を
得
な
い
事

情
が
な
く
走
行
の
禁
止
さ
れ
て
い
る
路
側
帯
内
を
十

分
注
視
し
な
い
ま
ま
走
行
し
た
過
失
に
よ
っ
て
発
生

し
た
事
故
で
あ
り
、
本
来
走
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

路
側
帯
部
分
に
お
い
て
も
、
車
道
部
分
と
同
様
の
安

全
性
を
要
求
し
、
そ
こ
を
や
む
を
得
な
い
理
由
が
な

く
、
し
か
も
前
方
を
十
分
注
視
せ
ず
に
走
行
し
て
来

る
車
両
に
対
し
て
ま
で
危
険
が
生
じ
な
い
よ
う
に
本

件
緑
石
の
存
在
を
示
す
標
識
を
設
け
る
な
ど
の
特
別

て
本
件
道
路
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。

③

控
訴

原
告
は
、
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
、
平
成
七
年

一
月
九
日
に
福
岡
高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。

2

｢
一
般
国
道
一
六
一
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
｣

(裁
判
所
の
判
断
比
較
表
圏
参
照
)

の

事
件
の
概
要

平
成
三
年
九
月
二
三
日
午
後
六
時
一
五
分
頃
、
亡

D
の
運
転
す
る
自
動
二
輪
車
が
一
般
国
道
一
六
一
号

を
敦
賀
市
方
面
か
ら
大
津
市
方
面
に
向
け
路
側
帯

(幅
員
一
･
一
0
m
)
を
走
行
中
、
滋
賀
県
高
島
郡

高
島
町
鵜
川
一
〇
七
ニ
ー
ニ
付
近
で
、
バ
ラ
ン
ス
を

崩
し
て
転
倒
、
そ
の
結
果
、
並
進
中
の
普
通
貨
物
自

動
車
に
轢
か
れ
て
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
故
に
つ
い
て
、
そ
の
遺
族
ら
が
、
国
に
道

路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
、
ま
た
、
普
通

貨
物
自
動
車
の
運
転
手
及
び
会
社
に
過
失
が
あ
っ
た

と
し
て
大
津
地
方
裁
判
所
に
平
成
五
年
九
月
一
四
日

に
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

原
告
の
主
張

事
故
現
場
付
近
は
、
本
件
事
故
が
起
き
た
車
線
に

約
一
m
幅
で
路
側
帯
が
接
し
て
い
る
が
、
事
故
現
場

で
は
こ
の
路
側
帯
上
に
鵜
川
橋
欄
干
コ
ン
ク
リ
ー
ト

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
本
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

に
車
両
が
衝
突
す
る
事
故
発
生
の
極
め
て
高
い
危
険

性
が
あ
り
、道
路
管
理
者
に
お
い
て
容
易
に
予
測
で

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
放
置
し
た
も
の
で

あ
り
、国
は
、国
賠
法
第
二
条
第
一
項
の
責
任
を
負
う
。

③

被
告
の
主
張

事
故
現
場
付
近
は
、
直
線
道
路
で
あ
り
見
通
し
も

良
く
、
鵜
川
橋
の
存
在
も
、
か
な
り
手
前
か
ら
判
別

可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
橋
梁
等
に
視
線
誘
導
標
を
設

置
し
て
い
る
。
道
路
照
明
基
準
上
、
当
該
箇
所
に
照

明
施
設
の
設
置
義
務
は
な
く
、
ま
た
、
事
故
当
時
、

薄
暮
で
あ
り
、
か
り
に
照
明
が
必
要
な
程
辺
り
が
暗

か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
車
の
前
照
灯
に
よ
り
前
方

を
確
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
怠
っ
た
。
路

側
帯
は
、
道
路
構
造
令
を
満
た
し
て
お
り
、
か
つ
、

路
側
帯
を
走
行
す
る
こ
と
は
、
緊
急
避
難
的
な
場
合

に
限
ら
れ
、
先
行
車
を
追
い
越
す
た
め
に
走
行
す
る

こ
と
は
、
本
来
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
た
用
法
で
あ
り
、

道
路
の
設
置
管
理
に
瑕
疵
は
な
い
。

④

判
決
の
要
旨

被
告
国
一
部
敗
訴
、
相
被
告
勝
訴

路
側
帯
は
、
軽
車
両
や
歩
行
者
の
通
行
を
予
定
し

て
い
る
も
の
と
は
い
え
、
一
般
車
両
で
あ
っ
て
も
緊

急
の
場
合
や
、
そ
う
で
な
く
て
も
軽
車
両
や
歩
行
者

の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
自
動
二
輪
車
を
含
む
二



輪
車
の
運
転
者
は
後
方
か
ら
の
接
触
事
故
に
巻
き
込

◎

控
訴

ま
れ
な
い
た
め
に
、
違
法
承
知
の
上
で
自
衛
手
段
と

被
告
国
は
、

し
て
路
側
帯
を
通
行
す
る
場
合
も
日
常
的
で
あ
る
う

年
一
月
二
三
日

え
、
さ
ら
に
不
心
得
に
も
遵
法
精
神
に
欠
け
る
者
が

三
ー
･l
の
事
例
の

こ
の
部
分
を
通
行
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
十
分
予

を
や
む
を
得
な
い
理

想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(遵
法
精
神
に
欠
け
る
者
で

視
の
過
失
に
よ
り
惹

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
欠
陥
道
路
で
あ
っ
て
よ
い
訳

こ
れ
は
、
前
項
で
述

で
は
な
く
、
そ
の
者
の
違
法
性
な
い
し
過
失
が
大
な

び
道
路
管
理
者
の
安

ら
ば
、
過
失
相
殺
に
よ
り
損
害
賠
償
を
免
れ
た
り
、

の
判
例
を
踏
襲
し
た

賠
償
額
を
大
幅
に
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
過
ぎ

既
に
述
べ
た
よ
う
に

な
い
。)、
道
路
の
設
置
管
理
も
右
の
事
実
上
の
状
況

故
の
原
因
た
り
得
る

を
予
測
に
入
れ
て
事
故
回
避
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ

い
て
排
除
し
な
け
れ

ば
、
国
家
賠
償
法
上
の
責
任
を
免
れ
な
い
も
の
と
い

三
-
2
の
事
例
の

う
べ
き
で
あ
る
。

者
が
路
肩
を
走
行
す

特
に
幅
員
一
･
一
0
m
の
路
側
帯
が
本
件
橋
の
橋

を
確
保
す
べ
き
で
あ

梁
部
の
欄
干
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
り
突
然

見
可
能
性
の
解
釈
が

遮
断
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
明
示
す
る
照
明
施
設
等

る
。
(道
路
利
用
者

の
設
置
が
何
ら
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
は
、
道
路

て
掛
酌
す
る
に
す
ぎ

の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

四

お
わ
り
に

得
な
い
。

本
件
事
故
に
つ
い
て
は
、
亡
D
の
過
失
も
そ
の
責

こ
こ
で
紹
介
し
た

任
の
範
囲
を
定
め
る
に
つ
き
掛
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
相
反
す
る
判
断
が

ら
ず
、そ
の
割
合
は
八
割
と
定
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

行
に
関
す
る
過
去
の

相
被
告
は
、
亡
D
の
急
な
接
近
に
対
し
右
に
転
把

路
管
理
者
の
責
任
が

す
る
こ
と
く
ら
い
し
か
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
か
ら
、

は
参
考
と
し
て
各
事

過
失
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

肩
走
行
の
是
非
、
予

被
告
国
は
、
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
、
平
成
七

年
一
月
二
三
日
に
大
阪
高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。

三
-
l
の
事
例
の
判
断
は
、
道
路
利
用
者
の
路
肩
走
行

を
や
む
を
得
な
い
理
由
が
な
い
と
し
た
う
え
で
前
方
不
注

視
の
過
失
に
よ
り
惹
起
し
た
事
故
で
あ
る
と
認
定
し
た
。

こ
れ
は
、
前
項
で
述
べ
た
と
お
り
路
肩
走
行
の
可
能
性
及

び
道
路
管
理
者
の
安
全
義
務
を
限
定
的
に
解
釈
し
た
過
去

の
判
例
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
え
る
。
(し
た
が

っ
て
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
限
定
的
な
路
肩
走
行
に
お
い
て
事

故
の
原
因
た
り
得
る
瑕
疵
は
、
事
前
に
道
路
管
理
者
に
お

い
て
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。)

三
-
2
の
事
例
の
判
断
は
、
道
路
管
理
者
は
違
法
行
為

者
が
路
肩
を
走
行
す
る
可
能
性
も
十
分
予
見
し
て
安
全
性

を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
道
路
管
理
者
に
と
っ
て
予

見
可
能
性
の
解
釈
が
か
な
り
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。
(道
路
利
用
者
の
違
法
な
行
為
は
、
過
失
相
殺
と
し

て
掛
酌
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
)

相
殺
に
つ
い
て
比
較
し
た

｢裁
判
所
の
判
断
比
較
表
｣
を

掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
内
容
を
集
約

す
る
と
路
肩
走
行
の
予
見
可
能
性
は
完
全
に
は
否
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
少
な
く
と
も
一
時
的
な
路
肩
走

行
に
耐
え
ら
れ
る
程
度
の
道
路
の
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
路
管
理
者
の
責

任
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
被
害
者
の
路
肩
走
行

等
に
よ
る
過
失
相
殺
が
高
い
割
合
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

前
掲
し
た
道
路
管
理
者
の
敗
訴
し
た
事
例
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
控
訴
審
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
管
理

実
態
も
含
ん
だ
主
張
を
鋭
意
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
事
例
は
、
同
様
の
事
例
で
あ
り
な
が

ら
相
反
す
る
判
断
が
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
路
肩
走

行
に
関
す
る
過
去
の
判
例
を
み
て
も
、
事
例
に
よ
っ
て
道

路
管
理
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
参
考
と
し
て
各
事
例
の
概
要
、
判
断
の
要
旨
の
う
ち
路

肩
走
行
の
是
非
、
予
見
可
能
性
、
回
避
可
能
性
及
び
過
失

ペハ マ澤静子帝 0にq



裁判所の判断比較表 (路肩通行に関する裁判)

の岐阜県美並村 ･国道156号親柱衝突
事件

(2)高知国道321号路肩崩壊車両転落事
件

(3)福岡国道3号路肩穴ぼこ事件 (4)千葉県道路肩段差車両衝突事件 (5)岡山国道2号単車転倒事件

裁判所‐番号 ･判決
年月日

岐阜地S41(の595号 ･S433 .11 高知地中村支S48(ヮ)32号 ･S51 8.19
福岡高
S51(村18佇号･254号 -S52.9.19

東京高S51(ネ)333号-･S53.94 9
岡山地倉敷支
S50(ワ)95号 ･S53.4‐28

原 告 遺族2名 遺族2名 控訴人 ･被控訴人 ;遺族 1名 被控訴八 :遺族2名 遺族2名

被 告 國 ･岐阜県 高知丼込 控訴人 ･被控訴人 :国外2名 控訴人 ;千葉県 国外2名

被 害 状 況 沈名死亡 (事故当時13才) 1名死亡 (事故当時28才) 1名死亡 (±軒故当時17才) 1名死亡 (事故当時24才) 1名死亡 (2事故当時乳7才う

事 故 概 要 自転車で走行中、橋艇梁手前のカーブ
を曲がり切れずに親柱に接触 U IIへ転
落

大型貨物自動車が対向車との離合の
ため停車したところ、路肩が崩壊 U転
落

自動一輪車が非舗装路肩を走行し約
8cmの段差にハンドルをとられ走行中
の普通貨物車と衝突

大型貨物自動車が未舗装の路肩に脱
輪し、脱出の際にセンターラインを超
え対向車と衝突

自動ニ輪車で路線g帯を進行中~ 割込
車両回避のため未舗装部の段差により
排水務鰡F遺物に衝突転倒

判 決 被告敗訴 (一部認"容) 被告敗訴 (一部認"容) 一審被告国敗訴 (一部認容) 控訴人勝訴(原竿じ決控訴人敗訴部分取消し) 右責 (補填済みのため請求棄却)

道 路 状 況 橋手前でほぼ直角に右折する線形
親柱分だけ橋ぶ梁部が幅員狭小
親柱上部破損

停車地点前後 ;幅員4 m弱の軽鋪装
停り車地点 :幅員3.7mのカーブ入口
自動車の往来が頻繁、土砂崩れの危険
性等

車道幅員32 m×2
路肩幅員約1.2m
段差手前に7民溜り1.75m×0.8m

車道幅員55 m
未舗装路肩幅員2.1m (オーバーレイ
による段差最大約17cm)

車道幅員3.05m× 2
路側帯幅員1.9m (鋪装)
鋪装境界に段差最大約20伽

路肩走行の是非~
予 見 可 能 性 等

安全速度違反者もできるだけ安全で
あるような措置を講ずる義-務がある。
速度超過の自転車がカーブを曲がり

きれずに路肩部分を通行する場合も予
想可
自転車、歩行者は車隈令10条によっ

ても路肩走行は禁止されていない。

車隈令 9条は~ 歩道のない道路を通
行する車両は路肩にはみ出させること
を禁止しているが、路肩の性質からい
って原則であり、緊急の場合はその適
用は拶E除される。
本件事故現場は緊急、事態発生が予想

される場所

路肩は道交法上本来自動車の通行を
禁止する規定はあるが~ 路肩も道路の
一部である以上その構造は地形等、交
通状況を考慮し、通常の衝撃に対して
安全なものて、あるとともに安全かつ円
滑な交通を確保するものでなければな
らない。
車道幅員が比較的狭く大型車とのす

れ違い時に単車が比較的広い路肩を走
行することは予想可能

本件事故現場は未舗装であるが (広
い幅員と相まって) 自動車の走行等が
十分可能な程堅固であったことがうか
がえ、そもそも道路を走行する自動車
は路肩に車両をはみ出させることを禁
止している (草限令 9条)。

路側帯は、軽車両や歩行者の通行を
予定しているものであるうえ危険回避
のため路狽り帯を一般車両が通行するこ
とは予測しなければならない。
路側帯は~ その左端が朽舵造上明確な

場合はともかく~区画されないときは~
路端までが路側帯-と観念される。

回 避 可 能 ′性 少なくとも適当な防護杣rが設置され
ていれば転落死は生じなかったと推認
される。

緊急事態の発生の予想されうる道路
に限り~ 路肩は少なくとも緊急事態に
おける通常に走行が予定される自動車
の通行に耐えうるだけの構造を備える
ことが必要

路肩は. 自動車の走行速度を雄-保す
るための余裕幅である。交通頻繁な比
較的狭い車道に接続する路肩は、はみ
出して走行したときにも安全力柘確保さ
れるのは当然

× 道路管理者は~ 道路の余裕地である
とする部分が車両等の通行がなしえな
し･ものであるならば~ その旨を運転者
らに周知徹底させる措置を講じなけれ
ばならない。

過 失 相 殺 割合示さず
被告らが定めた安全速度20如 / h

を遵守せず約40躯/ h で通過しよう
としてハンドル操作を誤った過失は重
大
認容額254万｣ 795円のうちそれぞれ

100万円が相当

8割j
待避所で対向車と離合すべき、 しか

も比較的容易になしえた等過失は重大

約 8割 5分
速度超過等

× 相被告との間において3割
被告国との間において 6割
驚倒り帯走行のうえ、減速等慎重を欠

く運転~ 事故回避措置不十分

備 確定 確定 確定
一審 (熊本地S51.3.10判決)
国敗訴 (一部沁裟容~ 過失相殺約8割 5
分)

確定
一審 (千葉地S51.1.30判決)
千葉県敗訴 (一部認ヲ客~過失相殺5割)

控訴審(広島高岡山支S54.3.29判決)
控壽訴人 :相被告
被控訴人 "一審原告
一審と同旨
確定

困×印は、 判決の中で判断が示されていないものを示す。
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(11)国道42号路肩走行転倒り死亡事故 (l2)国道122号自動一輪車転倒1死亡事件 Q3總弐島県道路肩崩壊車両転落事件 (副一般国道7号原動機付自転車転倒死
亡事件

(1研徳島県道原動機付自転車転倒負傷事
件

裁判所 ･番号 ･串賦決
年月日

大阪高
S62(ネ)286号 ･285号 ･S63.11.30

浦和地 H 3の329号 ･H 4,仏3 高松高 H 5体)11号 ･H 5.9.21 新潟地 H 3の 116号 ･H 5.11.30 徳島地 H 3(ヮ)158号 ･H 6.3.9

原 告 控訴人 ･附帯被控訴八 :遺族2名 遺族2名 控訴人 ;軍事故当蔓事者本人 遺族3名 事故当事者本人

被 告 被控訴人 ･附帯控訴八 :国外2名 国 被控‐訴人 "徳島県 国 徳島県外 1名

被 害 状 況 1名死亡 (事故当時16才) 1名死亡 (事故当時19才) 1名負傷、物損 1名死亡 (事故当時42才) 1名負傷

事 故 概 要 自動二輪車で大型貨物自動車の左方
を並進して硬路肩 (路側帯)を走行中、
当該路肩幅員の減少並びに鋪装の断絶
及びそれに伴う段差 ◇約10館) により
転倒~ 轢過された。

路損り帯を自動二輪車で走行し、 未鋪
装部に進入ハンドルを取られて転倒し~
並定していた大型貨物自動車の後輪に
巻き込まれた。

普通貨物自動車が走行中、道路から
崖下に転落した。

路側帯を原動機tイ寸自転車で走行中ノ･
ンドルを取られて転倒し~ 並走してい
た大型貨物自動車の後輪に巻き込まれ
た。

原動機付自転車で走行中、並進して
きた大型貨物自動車を避けようとした
ところ、道路左側の用水路の蓋の上で
ノゼランスを崩し、ガソリンスタンドの
溝に挟まり転倒した。

判 、決 石費 (補填済みのため請求棄却) 被告勝訴 (請求棄却) 被控訴人勝訴 (請求棄却) 被告勝訴 (請求棄却) 被告敗訴 (一部認瞬客)

道 路 状 ,兄 車道幅員3.4m× 2
路肩幅員25 m→0.8m
未舗装部分との段差約1ocm
未鋪装部は未整地、大小の石散乱

車道幅員3.35m× 2
路肩幅員 1 m
未舗装部幅員4.om (道路改良予定地)

車道幅員約 3 m、 L中空……並置のた
めの床堀部分約0.9m
車道有効幅員約2江m
路肩幅員約0.4m ?

車道幅員3.3m× 2
路肩幅員1.02m
目歩道幅員2.6m

道路幅員約 7 m
車道幅員約2.7m× 2
路肩幅員約0.5m

路肩走行の是J E
予 見 可 能 性 等

本件道路のような交通繁雑な幹線道
路においては、自動一輪車等の車幅の
狭い車両が交通状況によって路肩部分
を走行することがありうることl輻容易
に予測できる。
交通法規上の路側帯の通行が禁止さ

れているからといって、そのことから
直ちにすべての車両運転者がその法規
を遵守し路側帯を通行するようなこと
はないとはいえない。

道路は利用する者の常識的な秩序あ
る利用方法を期待し、これを前提とし
た相対的安全性の具備をもって足りる
ものとするのが相当である。
路側帯の走行は原則的に禁止されて

おり、道路管理者は路側帯を通行する
車両が安全に配慮して走行することを
予定して同部分を管理することで足り
る。

本f摯事故現場付近南側は高さ約8 m、
勾配約500 の崖になっており外見上路
肩と崖の･法面との境界は判然としない
ものの、路肩の幅は狭く、直ちに崖の
法面に続いており、 しかも路面は平坦
で概ね直線上を成しているから、崖と
なっている状況を明確に認梼識できる。
そうすると 本来~ 路肩は車道の保

護又はその効用維持のために存在する
もので、人車の通行の用に供されるも
のではないうえ、道路管理者が殊更そ
の旨を明示するまでもなく、車両等の
通行の用に↑供されているものではない
ことが明らかであるといえる。

本件事故は、路肩上で起きているこ
と、路肩は本来、通行の用に供する目
的で作られたものではないこと、特に
本件事故現場のように積雪の多い地方
では、路肩上の除雪した雪が積み上げ
られていることがあり~ その雪が除雪
されるか、溶解した後も堆積物がしば
uま兄られること~ 本件道路は追い越
しが禁止されており、追抜きができな
い場所して、あるにもかかわらず、運転者
はあえて濡れている路肩上で軽自動車
を追抜き、さらに大型貨物自動車を追
抜こうとしてスリップし、本f牛事故に
至ったもので道路の通常の用法の則し
ない行動の結果により生じた。

本件道路の幅員では、大型車が走行
した場合は道まとんど車道の幅を塞ぎ~
さらに路側帯内にまで車輪がはみ出す
ことがあり、走行者や自転車は溝蓋上
を通行する以外にはない状態となって
いる。
大型車の通行する場合に~ その運転

方法によっては~ バイク力撃溝盗も上を走
行する事態が生じ得ることは容易に予
想できるところであり、路視り帯の内側
だ“からといって、バイクの走行を全く
予想できない又は予想する必要がない
とは到底いえないところである。

回 避 可 能 ･性 段差を緩やかにするとか、凸凹を少
なくするとか、標言識･標示を設置すべ
きであった。

× × × バイクの走行に危険が生じないよう
な道路管理をする義鬱勃ゞ あるというべ
き (具体的措置に言及せず)

過 失 相 殺 5割
無謀運転
損害は保険金の支払いによりすべて

補填済み

× × × 9割
路似り帯走行のミスがあった。

備 考 確定
一審 (大阪地S62.1.27竿翁決)
国敗訴 (一部蓬鬚容~ 過失相殺3割)

確定 上告
孑審 (徳島地阿南支 H 4.9.18判決)
徳島県勝訴 (請求棄却)

確定 確定

(11)国道42号路肩走行転倒死亡事故 (l2)国道122号自動二輪車転倒死亡事件 Q3總弐島県道路肩崩壊車両転落事件 (副一般国道7号原動機付自転車転倒死 (1研徳島県道原動機付自転車転倒負傷事

国敗訴 (一部蓬鬚容~



(19~般国道8号原動機付自転車転倒死亡事件 (肋日田市国道212号原動機付自転車転倒事件 (圏国道161号自動二輪車転倒事件

裁判所 ･番号･判決
年月日 新潟地高田支 H 4(ヮ)62号 ･H 6.9.22 大分地日田支 H 4(ヮ)116号 ･ H 6.12.27 大養護地H 5(の527号 ･H 6(ヮ)5号 ･H 7.1.10

原 告 遺族2名 遺族4名 遺族2名
被 告 国外2名 大分県 国外2名
被 害 状 況 1名死亡 (事故当時16才) 1名死亡 1名死亡 (事故当時36才)
事 故 概 要 路撮り帯を原動機封寸自転車で走行中ハンドルを取られて転倒し~

並走していた大型貨物自動車の後輪に巻き込まれた。

路側帯を原動機付自転車で走行中、進路左側前方の緑石に前輪
部を衝突させて転倒した。

路損り帯を自動二輪車で走行中、バランスを崩して転倒し~ 並進
中の普通貨物自動車に轢かれた。

判 決 被告敗訴 (一部認容) 被告勝訴 (請求葉却) 被告敗訴 (一部認容)
道 路 状 況 車道幅員3.56m × 2

路眉幅員0.78m
目歩道幅員2.63m

路側帯幅員2.1m (歩道無) → 1 m (歩道有)
緑石高さ19dn

車道幅員約3.32m× 2
路肩幅員1.1om
鵜川橋欄干基部のみ路肩幅員0.1ocm

路肩走行の是非、
予 見 可 能 性 等

路肩は本来車両の通行を予定した部分ではないと認められるが、
車両の走行速度を確保するための余裕幅をとることにより、車道
の効用を保つという趣旨も含まれているとするのが相当である。
したがって、路肩は~ その目的からして車両が一時的にはみ出し
て走行することがあることを予定しているものであり~ 本件車道
と本件路肩を区切る車道外炉=封小標示は、タイヤに削られたり、
泥土に競われてはっきりしない部分があったこと、泥土の堆積も
3cmと軽微な障害とはし･えないこと、 2か月以上も本件路肩を清
掃せずに泥土を放置していたことからすると、本件路肩の泥土の
堆積賞は道路の安全を欠くものであった。

運転者の過失によって発生した事故であり~ 本来走行が禁止さ
れている路綴り帯部分においても~ 車道部分と同様の安全性を要求
し、そこにやむえを得ない理由がなく、 しかも前方を十分注視せ
ずに走行して来る車両にまで危険が生じないように本件緑石の存
在を示す標識を設けるなどの箱錫liの措置を講じないからといって
そのことをもって本件道路の設置 ･管理の瑕疵があったというこ
とはて、きない。

路側帯は~軽車両や歩行者の通行を予定しているものけまいえ、
一般車両てあっても緊急の場合や、そうでなくても軽車両や歩行
者の存在しない場合には~ 自動二輪車を含む運転者は後方からの
接触事故に巻き込まれないために~ 違法承知の上で自衛手段とし
て路徊り帯を通行する場合も日常的であるうえ~ さらに不心得にも
遵法精‐神に欠ける者がこの部分を通行する場合があることも十分
に予想しなければならない (遵法精神に欠ける者であるからとい
って、欠陥道路であって良い訳ではなく~ その者の違法性ないし
過失が大ならば、過失相殺により損害賠償を免れたり~ 賠償額を
大幅にゞ威容頭されること力字あるに過ぎない。)。

回 避 可 能 ′性 車道外狽0線の不明確
2か月以上も本件路肩を清掃せずに泥土を放置していた。

× 道路の設置管理も右事実上の状況を予測に入れて事故回避の措
置を取らなければ、国家賠償法上の責任を免れないというべきで
ある。
特に幅員1.1omの路僕り帯が本件橋の橋櫻梁部の欄干コンクリート

ブロックにより突然遮断されており、これを明示する照明施設等
の設置が何らなされていなかった点は、道路の設置管理に主瑕疵:が
あったものといわざるを得ない。

過 失 相 殺 7割
運転注意義務違反

× 8割
具体的に判示していないが、事故の認定で速度違反について言

及、路側帯通行 ?

備 考 控訴 控訴 控訴

(19~般国道8号原動機付自転車転倒死亡事件



は
じ
め
に

大
分
県
と
聞
い
て
何
を
連
想
さ
れ

る
で
し
ょ
う
か
。
別
府
、
湯
布
院
温

泉
、
や
ま
な
み
ハ
イ
ウ
ェ
イ
な
ど
修

学
旅
行
や
観
光
旅
行
な
ど
で
一
度
は

訪
れ
た
方
が
多
い
と
思
わ
れ
、
“観

光
"
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

食
通
の
方
で
あ
れ
ば

｢関
ア
ジ
｣

｢関
サ
バ
｣
｢城
下
カ
レ
イ
｣、
キ
モ

の
で
る

｢
フ
グ
｣
な
ど
他
で
は
楽
し

め
な
い

"味
"
を
思
い
浮
か
べ
る
で

し
よ
う
。

ス
ポ
ー
ツ
で
は
、
古
く
は
名
横
綱

｢双
葉
山
｣
(宇
佐
市
出
身
)、
野
球

で
は
西
鉄
黄
金
時
代
の
豪
腕
稲
尾
投

手
や
、
甲
子
園
で
全
国
優
勝
を
果
た

し
た

｢津
久
見
高
校
｣,
が
あ
り
ま
す

が
、
最
近
で
は
昨
年
甲
子
園
で
ベ
ス

ト
四
入
り
し
た

｢柳
ヶ
浦
高
校
｣
と

ラ
グ
ビ
ー
の

｢大
分
舞
鶴
高
校
｣
ぐ

ら
い
で
し
ょ
う
か
。

人
で
は
、
中
津
出
身
の

｢福
沢
諭

吉
｣、
日
田
出
身
の

｢広
瀬
淡
窓
｣

が
有
名
で
す
が
、
｢ぇ
っ
、
中
津
や

日
田
も
大
分
な
の
?
｣
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
現

役
?
の
方
で
は
、

ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス

タ
ー
の
筑
紫
哲
也
氏
や
歌
手
の
南
こ

う
せ
つ
氏

(杵
筑
市
在
住
)
が
お
ら

れ
ま
す
が
、
大
分
県
出
身
で
あ
る
こ

と
が

一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
有
名

な
の
は
何
と
言
っ
て
も
一
村
一
品
運

動
の
平
松
知
事
で
あ
り
、
大
分
と
い

え
ば
平
松
守
彦
を
思
い
浮
か
べ
る
方

が
圧
倒
的
だ
と
思
い
ま
す
。

お
か
げ
で
、
｢す
べ
っ
て
転
ん
で

大
分
県
｣
と
陰
ロ
を
言
わ
れ
る
こ
と

も
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。

は47都道府県中の順位
表 1 大分県に係る指標

高 位 10 位 内 低 位 10 位 内

自然環境盪憲嶽翳自然公園面積の割合(7)
日照時間Qの

人 ロ 世 帯
③
⑧

合
合
⑨

割
割
合

の
帯
割

帯
世
ロ

世
者
人

子
齢
年

母
高
老

人口自然増加率鰯

医療 ･ 健康 人ロ当たり病院数(6)
献血者率(3)

乳児死亡率鰯

福 祉
ホ臥護擁

⑭

別

合

特

割

り
㈱
員

た
合
人

当
割
帯

ロ
者
世

入
所
護

者
入
保

齢
ム
活

高

一
生

生活環境

㈱格

㈱

価

㈱
⑧
率

均
㈱
価
率
及

平
賃
物
及
普

地
家
者
普
道

宅
家
費
道
水

住
貸
消
水
下

教育･文化 蛉園就細幼
鋤
拗

数
数

館
館

書
物

図
博

安 全 ㈱件発犯琺Mm"月妙当
一

口
“

人

経 済 =率長成済経 ㈱獺捻預妙当一u人

労働 ･ 雇用
⑧間働労 翳就

鰯
鰯

る

合
率

め

割
職

占

者
就

に

業
内

ロ

就
県

人

業
者

上

産
業

以
回
次
率

才
合
2
学

姫
割
第
犬

産 業
樽檄

⑩

業

額

従

荷

り

出

た

品

当

造

③
所

製
③
額
業

り
率
産
事

た
家
生
一

当
農
粗
業

人
業
業
造

一
専
林
製

麹聯憲

二

大
分
県
の
特
徴

｢大
分
が
み
え
る
皿
の
指
標
｣

(大
分
県
統
計
情
報
課
)
と
い
う
小

豊の道 e大分の道 ＼さき蓼言〆

大分県土木建築部道路課長 前川 秀和
' ′ 'シリーズ 窃②邁 呂②逼



冊
子
で
、
四
七
都
道
府
県
中
指
標
が

高
い
も
の
低
い
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
ベ

ス
ト
テ
ン
(ワ
ー
ス
ト
テ
ン
)
に
入
っ

て
い
る
の
が
三
三
指
標
あ
り
、
そ
の

一
覧
表

(表
1
)
を
示
し
て
み
ま
し

た
。
な
お
、
乳
児
死
亡
率
の
よ
う
に

値
が
低
い
方
が
評
価
が
高
く
な
る
指

標
も
あ
る
の
で
、
高
い
も
の
が
ベ
ス

ト
テ
ン
で
低
い
も
の
が
ワ
ー
ス
ト
テ

ン
と
単
純
に
は
い
か
な
い
の
で
注
意

し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
表
を
眺
め
て
概
括
的
に
大
分

県
の
特
徴
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
豊

か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
地
価
も

低
く
、
気
候
も
良
く
、
医
療
も
充
実

し
て
お
り
住
み
や
す
い
所
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
産
業
は
一
次
産
業
、
二
次

産
業
が
強
く
若
者
は
県
外
に
流
出
し
、

人
ロ
の
高
齢
化
が
進
展
し
て
お
り
高

齢
化
の
進
行
に
伴
い
福
祉
、
医
療
、

健
康
の
分
野
で
健
闘
し
て
い
る
こ
と

が
読
み
と
れ
る
と
思
い
ま
す
。

公
共
施
設
は
、
生
活
基
盤
の
社
会

資
本
、
図
書
館
美
術
館
な
ど
教
育
分

化
に
係
る
箱
物
と
も
に
遅
れ
て
い
る

と
言
え
ま
す
。

三

豊
の
道
一

大
分
県
は
地
理
的
に
み
る
と
早
く

か
ら
開
け
た
北
部
九
州
に
あ
り
、
重

要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
瀬
戸
内
海
の

西
の
起
点
と
も
い
え
、
古
く
か
ら
交

通
が
発
達
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。
例
え
ば
、
全

国
四
万
余
の
八
幡
社
の
総
本
山
で
あ

る
宇
佐
神
宮
に
は
定
期
的
に
天
皇
の

勅
使
が
訪
れ
る
な
ど
重
要
な
交
通
路

が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

大
分
県
は
豊
前
の
国
の
一
部

(残

り
は
福
岡
県
)
と
豊
後
の
国
を
合
わ

せ
た
地
域
で
す
が
、
現
在
は
大
分
全

体
の
別
称
と
し
て

｢二
豊
｣
ま
た
は

｢豊
の
国
｣
と
い
う
言
葉
で
P
R
を

行
っ
て
い
ま
す
。

｢豊
後
風
土
記
｣
に
よ
る
と

｢豊

国
は
後
に
二
国
に
分
か
れ
、
豊
前
、

豊
後
と
な
り
、
そ
の
分
か
れ
し
は
い

っ
と
も
知
れ
ず
｣
と
あ
り
、
本
居
宜

長
の
｢古
事
記
伝
｣
に
豊
国
の

“豊
“

は

｢ゆ
た
け
く
大
き
な
る
意
な
り
｣

と
あ
り
ま
す
。

鎌
倉
幕
府
成
立
以
来
、
豊
後
国
を

中
心
に
九
州
に
覇
を
唱
え
た
大
友
氏

は
島
津
氏
と
の
戦
に
敗
れ
、
豊
臣
秀

吉
の
島
津
征
伐
以
後
、
豊
後
一
国
を

安
堵
さ
れ
た
も
の
の
文
禄
二
年
の
朝

鮮
の
役
を
機
に
秀
吉
に
よ
っ
て
改
易

さ
れ
、
そ
れ
以
後
江
戸
時
代
を
通
じ

｢小
藩
分
立
｣
の
状
態
に
お
か
れ
ま

し
た
。
藩
主
や
藩
領
の
変
遷
を
経
て

八
幡
七
領
で
明
治
維
新
を
迎
え
て
い

ま
す
。
八
幡
七
領
は
次
の
と
お
り
で
、

そ
の
中
心
地
を

(

)
書
き
で
現

在
の
地
名
で
示
し
ま
す
。

森

藩

(玖
珠
町
)

幕

府

領

(日
田
市
)

佐
伯
藩

(佐
伯
市
)

熊
本
藩
領

臼
杵
藩

(臼
杵
市
)

延
岡
藩
領

岡

藩

(竹
田
市
)

島
原
藩
領

府
内
藩

(大
分
市
)

時

枝

領

日
出
藩

(月
出
町
)

立

石

領

杵
築
藩

(杵
築
市
)

宇
佐
神
宮
鎖

中
津
藩

(中
津
市
)

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、

｢豊
の
道
｣
は
歴
史
と
と
も
に
変
遷

を
経
て
、
江
戸
時
代
に
は
街
道
と
し

て
完
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

現
在
の
国
道
も
こ
れ
ら

｢豊
の
道
｣

と
お
お
む
ね
符
合
し
て
い
ま
す
。

図
l
に
江
戸
時
代
の
交
通
路
を
示

し
て
い
ま
す
が
、
主
な
も
の
を
紹
介

し
ま
す
。

の

豊
前
道

豊
前
道
は
、
九
州
の
代
表
的
な
脇

街
道
の
一
つ
で
、
豊
前
大
里

(現
、

北
九
州
市
)
と
豊
後
府
内

(大
分
市
)

を
結
ぶ
主
要
幹
線
道
路
で
す
。

現
在
の
国
道
一
〇
号
と
ほ
ぼ
同
じ

ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
中
津

付
近
で
は
中
津
城
下
を
通
る
下
往
還

の
他
に
少
し
南
側
に
上
往
還
が
あ
り
、

こ
れ
は
京
都
か
ら
宇
佐
神
宮
へ
下
向

す
る
勅
使
が
通
っ
た
道
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
宇
佐
か
ら
別
府
の
間
は
日

出
城
下
を
経
由
す
る
道

(現
一
〇
号
)

の
他
に
安
心
院
町
を
経
由
す
る
西
寄

り
の
道
も
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

現
在
、
国
道
一
〇
号
の
バ
イ
パ
ス

的
な
機
能
を
持
つ
北
大
道
路
が
開
通

し
て
い
ま
す
が
、
北
大
道
路
の
ル
ー

ト
は
い
ず
れ
も
こ
の
豊
前
道
の
う
ち
、

サ
ブ
的
な
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
い
て
誠

に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

②

肥
後
街
道

本
街
道
は
豊
後
の
鶴
崎

(現
、
大

分
市
)
か
ら
野
津
原
、
久
住
を
経
て

56 道行セ 95.3
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阿
蘇
に
入
り
熊
本
城
下
に
達
す
る
脇

街
道
で
あ
り
ま
す
。

関
ヶ
原
の
戦
い
の
の
ち
肥
後
を
領

有
し
た
加
藤
清
正
は
天
草
の
替
地
と

し
て
豊
後
の
鶴
崎
等
に
飛
地
領
を
求

め
、
熊
本
の
城
下
か
ら
肥
後
街
道
を

通
り
瀬
戸
内
海
に
出
る
ル
ー
ト
を
確

保
し
た
も
の
で
、
以
来
こ
の
道
は
肥

後
藩
主
と
な
っ
た
細
川
氏
も
参
勤
交

代
路
と
し
て
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

県
内
で
は
、
野
津
原
町
の
今
市
の

宿
に
今
で
も
石
畳
の
街
道
が
残
っ
て

お
り
往
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す

(写
真
1
)。

こ
の
道
は
お
お
む
ね
国
道
四
四
二

号
に
沿
っ
た
道
で
す
が
、
実
際
の

ル
ー
ト
は
県
道
栢
木
野
津
原
線
な
ど

の
県
道
に
該
当
し
ま
す
。

㈱

伊
予
街
道

伊
予
街
道
は
府
内
か
ら
佐
賀
関
へ

通
じ
る
道
筋
で
江
戸
時
代
は

さ
が
の
せ
さ
る

｢佐
賀
関
路
｣
｢佐
賀
関
街
道
｣
と
呼

ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
の
一

九
七
号
で
す
。

④

日
向
道

豊
後
の
府
内
か
ら
大
野
川
に
沿
っ

て
三
重
市

(現
、
三
重
町
)
を
経
て
、

祖
母
、
傾
山
系
の
山
間
部
を
越
え
、

日
向
の
延
岡
に
達
す
る
脇
街
道
で
す
。

大
分
市
か
ら
、
犬
飼
町
ま
で
は
現

国
道
一
〇
号
と
同
様
で
す
が
、
犬
飼

か
ら
三
重
を
経
て
延
岡
に
至
る
ル
ー

ト
は
現
在
の
国
道
三
二
六
号
で
す
。 写真 1 肥後街道今市宿 (野津原町)

道行セ 95,3 5 7
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本
街
道
は
府
内
か
ら
延
岡
に
至
る

最
短
ル
ー
ト
で
す
が
剣
難
な
山
路
が

多
い
地
勢
的
な
条
件
か
ら
自
動
車
交

通
に
は
向
か
ず
、
J
R
日
豊
本
線
や

国
道
一
〇
号
は
佐
伯
回
り
の
ル
ー
ト

に
な
っ
て
い
ま
す
。

技
術
の
進
歩
に
伴
い
、
こ
の
急
峻

な
ル
ー
ト
も
建
設
省
の
権
限
代
行
事

業
で
整
備
が
進
め
ら
れ
、
新
し
い
動

脈
と
し
て
完
成
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り

ま
す

(写
真
2
)。

2 国道326号唄げん

③

日
田
往
還
･
永
山
布
政
所
路

江
戸
幕
府
は
九
州
に
幕
府
領
を
配

置
し
、
特
に
九
州
に
多
い
外
様
大
名

の
監
視
の
た
め
豊
後
日
田
に
代
官
所

(の
ち
郡
代
所
)
を
置
い
て
、
九
州

各
地
に
散
在
す
る
幕
府
領
を
支
配
さ

せ
て
い
ま
す
。

ひ
た
が
ね

ま
た
、
日
田
に
は

｢
日
田
金
｣
と

呼
ば
れ
る
豪
商
が
発
達
し
、
九
州
の

諸
大
名
へ
の
大
名
貸
を
行
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
代
官
所
の
御
用
達
商
人

が
次
第
に
発
達
し
、
諸
大
名
に
対
し

て
政
治
的
優
位
に
立
つ
郡
代
と
結
ん

で
多
く
の
特
権
を
確
保
し
、
｢銀
行
｣

の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
た
め
、
日
田
は
九
州
の
山
間

部
に
あ
り
な
が
ら
、
中
国
渡
来
の
珍

し
い
産
物
を
は
じ
め
最
高
級
品
が
集

散
し
、
美
女
や
学
者
、
文
人
、
墨
客

な
ど
が
多
数
訪
れ
る
一
種
の
京
様
を

帯
び
る
郡
市
と
し
て
栄
え
て
い
た
の

で
す
。

従
っ
て
、
道
も
日
田
か
ら
四
方
に

発
達
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
一
つ

が
日
田
か
ら
熊
本
の
小
国
に
入
り
、

ず
。平

成
四
年
度
か
ら
は
、
建
設
省
と

自
治
省
が
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た

｢広
域

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
の

｢中
九
州

歴
史
街
道
｣
と
し
て
沿
道
の
整
備
や

各
種
地
域
振
興
施
策
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
観
光

ル
i
ト
と
し
て
の
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
進
行
中
で
す
。

次
に
、
日
田
の
永
山
に
お
か
れ
た

代
官
所
が

｢永
山
布
政
所
｣
と
呼
ば

れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
布
政
所
か
ら

豊
後
森

(言
、
玖
珠
町
)
か
ら
大
分

川
に
沿
っ
て
府
内
に
至
り
幕
府
領
の

高
松
陣
屋

(現
、
大
分
市
)
を
結
ぶ

永
山
布
政
所
路

(日
田
-
高
松
コ
ー

ス
)
と
、
永
山
か
ら
中
津
に
向
か
っ

て
山
国
川
に
沿
っ
て
下
り
、
豊
前
道

に
接
続
し
て
幕
府
領
の
四
日
市
陣
屋

(現
、
宇
佐
市
)
に
向
か
う
日
田
l

四
日
市
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

前
者
は
現
在
の
国
道
二
一
〇
号
で

あ
り
、
後
者
は
国
道
二
三
一号
で
す
。

⑭

そ
の
他
の
道
、河
の
道
、海
の
道

以
上
主
な
街
道
を
紹
介
し
て
き
ま

し
た
が
、
こ
れ
ら
の
主
要
な
街
道
か

ら
各
藩
の
城
下
を
連
絡
す
る
道
、
城

久
住
で
肥
後
街
道
に
接
続
す
る

｢日

田
往
還
｣
で
す
。
現
在
の
国
道
で
は

日
田
か
ら
小
国
が
国
道
二
一
二
号
、

小
国
か
ら
久
住
が
国
道
四
四
二
号
と

な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
街
道
で
は
阿
蘇
の
五
岳
と
九

重
連
山
の
眺
望
が
素
晴
ら
し
く
当
時

の
松
並
木
も
残
っ
て
お
り
、
昭
和
六

二
年
に
建
設
省
が
選
定
し
た

｢日
本

の
道
期
選
｣
に
選
ば
れ
て
い
ま
す

(写
真
3
)。

ま
た
、
本
年
度
、
読
売
新
聞
社
が

行
っ
た

｢街
路
樹
則
選
｣
に
お
い
て

も
松
部
門
で
入
選
を
果
た
し
て
い
ま

写真 3 日田往還松並木 (久住町)

シリーズ/あの道 この道



下
相
互
を
連
絡
す
る
道
筋
が
幹
線
道

路
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
臼
杵

と
府
内

(現
、
大
分
市
)
を
結
ぶ

｢府
内
城
路
｣、
臼
杵
と
竹
田
の
岡

藩
を
結
ぶ

｢岡
城
路
｣、
臼
杵
と
佐

伯
を
結
ぶ

｢佐
伯
城
路
｣
な
ど
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
陸
上
の
道
の
他
に
、
筑
後

川
水
系
日
田
川
、
玖
珠
川
を
用
い
た

舟
運
が
幕
府
領
日
田
か
ら
の
城
米

｢県内60分･圏域内30分道路交通圏構想｣

稼

0

皸

港

　　
　

(幕
府
年
貢
米
)
の
回
送
を
機
に
発

達
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
野
川
の

舟
運
も
竹
田
の
岡
藩
の
年
貢
米
や
物

資
輸
送
に
使
わ
れ
、
発
達
し
て
い
た

よ
う
で
す
。

瀬
戸
内
海
に
面
し
た
長
い
海
岸
線

に
は
多
く
の
港
町
が
発
達
し
、
九
州

の
大
名
の
参
勤
交
代
の
発
着
港
と
し

て
、
ま
た
物
資
流
通
の
重
要
な
港
と

し
て
発
達
し
て
い
ま
す
。

　

　

　
　

久

も

＼
〆

稀

　
　
　　　
　
　
　
　

　

　
　　
　
　　　　
　
　

　

　

こ

の

◇

県

田市

熟
練
粉

　　
　

以
下
、
新
し
い
大
分
の
道
に
ふ
さ

わ
し
い
代
表
的
な
道
路
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

②

九
州
横
断
自
動
車
道

長
崎
大
分
線

全
長
二
五
四
蝿
の
う
ち
鳥
栖
ジ
ャ

ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
大
分
市
ま
で
が
大

分
自
動
車
道
と
呼
ば
れ
、
現
在
、
鳥

栖
-
日
田
間
及
び
湯
布
院
i
大
分
間

が
開
通
し
て
お
り
、
残
る
日
田
-
玖

珠
間
は
平
成
七
年
三
月
に
、
玖
珠
-

湯
布
院
間
は
平
成
七
年
度
末
に
、
大

分
市
内

(荏
隈
-
片
島
間
)
は
虹
次

五
計
内
に
そ
れ
ぞ
れ
開
通
の
予
定
で

精
力
的
に
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
う
ち
、
既
に
開
通
し
て
い
る

大
分
i
湯
布
院
間
は
眺
望
が
素
晴
ら

し
く
、
別
府
湾
や
湯
け
む
り
の
別
府

市
街
地
の
眺
め
、
豊
後
富
士
と
呼
ば

れ
る
由
布
岳
の
眺
め
、
別
府
か
ら
湯

布
院
に
か
け
て
の
十
文
字
原
高
原
、

塚
原
高
原
の
景
色
は
通
る
人
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
猿
で
有
名
な
高
崎
山
に
接

す
る
と
こ
ろ
で
は
エ
コ
ロ
ー
ド
と
し

道イテセ 95,3 5 9

四

大
分
の
道

○

大
分
県
内
の
道
路
整
備

大
分
県
内
の
道
路
整
備
の
基
本
的

考
え
方
は
、
平
成
二
年
に
策
定
さ
れ

た

｢れ
大
分
県
長
期
計
画
｣
に
定
め

ら
れ
た

｢県
内
60
分
圏
域
内
30
分
道

路
交
通
圏
構
想
｣
の
実
現
を
基
本
と

し
つ
つ
、
全
国
平
均
、
九
州
平
均
よ

り
も
低
い
国
県
道
の
改
良
率
を
平
成

一
二
年
に
は
九
州
中
位
に
ま
で
引
き

上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

｢県
内
60
分
圏
域
内
30
分
道
路
交

通
圏
構
想
｣
は
県
下
を
一
二
圏
域
に

分
け
、
県
都
大
分
市
か
ら
圏
城
中
心

都
市
ま
で
を
お
お
む
ね
六
〇
分
以
内
、

各
圏
城
内
で
は
、
中
心
都
市
か
ら
周

辺
市
町
村
ま
で
を
お
お
む
ね
三
〇
分

以
内
に
結
ぼ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
九
州
横
断
自
動
車
道

長
崎
大
分
線
、
東
九
州
自
動
車
道
、

北
大
道
路
の
整
備
促
進
と
そ
の
ア
ク

セ
ス
道
路
の
整
備
、
さ
ら
に
地
域
の

幹
線
道
路
と
な
る
国
道
、
主
要
地
方

道
の
整
備
を
重
点
的
に
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
す

(図
2
)。



て

｢猿
橋
｣
も
架
け
ら
れ
て
お
り
、

自
動
車
専
用
道
路
で
す
。

箇
年
計
画
の
策
定
に
当
た
り
作
成
し

自
然
環
境
と
調
和
し
た
全
国
で
も
屈

公
共
事
業
と
公
社
有
料
の
合
併
事

た
Z
罔
X
弓
尋
>
て
(新
長
期
構
想
の

指
の
道
路
だ
と
誇
り
に
思
っ
て
い
ま

業
で
整
備
さ
れ
た
も
の
で
、
本
路
線

本
)
に
お
い
て
、
本
道
路
は
地
域
高

す

(写
真
4
)。

の
開
通
に
よ
り
現
道

(国
道
二
一
三

規
格
道
路
の
モ
デ
ル
と
し
て
広
く
紹

号
)
よ
り
約
一
五
分
時
間
短
縮
が
図

介
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　　
　　　
　
　

,騨
嶬

麟

寄

ら
れ
、
大
分
市
か
ら
空
港
が
お
お
む

本
道
路
は
･

九
州
横
断
自
動
車
道

･≧

“

“翼
,

鑓

ね
六
o
分
で
結
ば
れ
ま
し
た
。

と
の
接
続
区
間
と
し
て
事
業
中
の
日

大分自動車道から鶴見岳 (右) 由布岳 (左) を望む

③

大
分
空
港
道
路

本
道
路
は
、
国
東
半
島
に
あ
る
大

分
空
港
へ
の
定
時
性
の
確
保
を
目
的

に
、
平
成
三
年
一
一
月
に
暫
定
二
車

線
で
開
通
し
た
全
長
二
0
･
四
如
の

建
設
省
が
、
第
11
次
道
路
整
備
五

出
バ
イ
パ
ス
と
と
も
に
昨
年

一
二
月

に
地
域
高
規
格
道
路
の
計
画
路
線

と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

(写
真

5
)0@

や
ま
な
み
ハ
イ
ウ
ェ
イ

(①
別
府
一
の
宮
線
)

別
府
市
か
ら
熊
本
県
阿
蘇
郡
一
の

宮
町
ま
で
の
県
道
の
う
ち
、
湯
布
院

町
か
ら
一
の
宮
町
間
約
五
二
如
を
日

本
道
路
公
団
が
有
料
の
｢別
府
阿
蘇

道
路
｣
と
し
て
整
備
し
、
昭
和
三
九

年
に
開
通
、
昨
年
六
月
に
三
〇
年
が

経
過
し
、
無
料
解
放
と
な
っ
て
い
ま

す
。九

州
中
部
の
別
府
か
ら
阿
蘇
、
天

草
、
雲
仙
、
長
崎
ま
で
観
光
道
路
で

結
び
付
け
よ
う
と
い
う
大
構
想
に
基

づ
き
、
阿
蘇
か
ら
九
州
の
屋
根
久
住

連
山
を
貫
き
、
飯
田
高
原
、
湯
布
院

に
至
る
本
道
路
の
開
通
は
九
州
の
東

西
の
大
動
脈
と
し
て
、
ま
た
、
沿
線

の
観
光
開
発
、
産
業
振
興
に
多
大
な

役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

無
料
解
放
後
、
そ
の
管
理
は
大
分
、

セ一丁

熊
本
両
県
が
引
継
ぎ
ま
し
た
が
、
八

潮

月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
交
通
量
は
前

の

年
に
比
べ
平
日
で
一
･
九
倍
、
休
日

写真 5 大分空港道路八坂大橋付近 (杵築市)

シリーズ/ あの道 この道



で
二
･
六
倍
と
大
き
く
増
加
し
て
お

り
、
観
光
、
産
業
面
で
さ
ら
に
大
き

な
効
果
を
発
揮
し
て
い
ま
す

(写
真

6
)0六

お
わ
り
に

大
分
県
も
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
高
速

道
路
時
代
に
入
り
、
人
、
も
の
の
流

れ
が
広
域
化
す
る
中
で
福
岡
な
ど
他

都
市
と
の
都
市
間
競
走
や
観
光
地
間

の
競
走
が
激
化
し
魅
力
あ
る
地
域
づ

く
り
が
一
層
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

各
地
域
が
様
々
な
創
意
工
夫
を
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を

支
援
す
る
道
路
整
備
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
責
任
の
重
大
性
を
痛
感
し
て

お
り
ま
す
。

皆
様
も
大
分
県
の
温
泉
、
豊
か
な

自
然
、
山
海
の
珍
味
な
ど
を
体
験
に

是
非
御
来
県
く
だ
さ
る
よ
う
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

写真 6 やまなみハイウェイと久住連山 (九重町)

道行セ 95.3 6ノ



ぎふの道あれこれ
~ 日本一住みよいふるさと

れ

と
ト岐阜県づくり ~

さ
"
′(
、

る
づ

ふ
県

い
阜

よ
岐

一
は
じ
め
に

岐
阜
県
は
、
平
成
六
年
三
月
、
平

成
一
〇
年
を
目
標
年
度
と
す
る

｢岐

阜
県
第
五
次
総
合
計
画
｣
を
発
表
し

ま
し
た
。

計
画
で
は
県
民
の
夢
で
あ
る

｢共

生
｣
社
会
を
基
本
理
念
と
し
、
活
力

と
ゆ
と
り
あ
る

｢日
本
一
住
み
よ
い

長
野
自
動
車
道

小矢部砺波

ふ
る
さ
と
岐
阜
県
づ
く
り
｣
を
基
本

目
標
と
し
ま
し
た
。

今
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
次
の

四
本
の
施
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い

ま
す
。

信
道

南
車

通
勤

　
　ず

[東
海
北
陸
自
動
車
当

　

　

白

ず
　

中部新国際空:

図 1 新高速三道の整備

こ
の
中
で
道
路
整
備
は
、
便
利
に

活
動
で
き
る
岐
阜
県
づ
く
り
の
重
要

な
柱
と
位
置
付
け
ら
れ
ト
新
高
速
三

道
の
整
備
な
ど
各
種
施
策
の
推
進
が

図
ら
れ
て
い
ま
す
。

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
岐
阜
県
づ
く
り

便
利
に
活
動
で
き
る
岐
阜
県
づ
く
り

快
適
な
生
活
を
楽
し
め
る

岐
阜
県
づ
く
り

活
力
が
あ
ふ
れ
る
岐
阜
県
づ
く
り

岐阜県土木部道路維持課

　 　
　

シリ-ズ 窃②邁 琶 @ 逍

一宮
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ゆめかちゃん ゆめと

マスコ ットマーク

ん

二

『花
フ
ェ
ス
タ
九
五
ぎ

窓
』
の
ご
案
内

岐
阜
県
で
は
、
本
年
四
月
二
六
日

か
ら
六
月
四
日
の
四
〇
日
間
、
可
児

せ
た

市
瀬
田
に
あ
り
ま
す
県
営
可
児
公
園

(花
ト
ピ
ア
)
を
会
場
に
、
国
際
花

と
緑
の
博
覧
会
五
周
年
記
念

花
の

都
岐
阜
･
『花
フ
ェ
ス
タ
九
五
ぎ
ふ
』

を
開
催
し
ま
す
。

は
な

ゆ
め

ひ
と

テ
ー
マ
は
未
来
へ

花
･
夢
･
人

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は

地
に
花
、
人
に
愛

テ
ー
マ
館
は
東
海
一
の
温
室
と
な

る

｢花
の
地
球
館
｣、
二
一
世
紀
に

向
け
て
花
を
見
つ
め
、
花
に
触
れ
、

花
に
学
び
、
集
い
、
花
と
と
も
に
生

き
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
提
案
す
る

企
画
型
･
情
報
発
信
型
の
植
物
館
で

す
。み

ど
こ
ろ
は
、
公
園
の
ラ
ン
ド
マ

ー
ク
と
も
な
る
高
さ
四
五
m
の

｢花

讓
が
ゞ

　　
　
　　　　
　

　
　　

　　

　

　

　

　　

　　　

の
タ
ワ
ー
｣、
バ
ラ
の
苗
生
産
日
本

一
の
岐
阜
県
を
象
徴
し
、
約
四
〇
〇

種
類
の
バ
ラ
を
集
め
た

｢日
本
一
の

バ
ラ
園
｣
な
ど
o

道
路
行
政
の
立
場
か
ら
イ
ベ
ン
ト

の
効
果
を
見
て
み
ま
す
と
、
イ
ベ
ン

ト
成
功
に
向
け
て
短
期
間
に
各
種
事

業
が
実
施
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る

集
中
投
資
効
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う

　　　
現
実
に
当
地
域
に
お
い
て
も
、
会

場
周
辺
の
県
道
で
あ
る
主
要
地
方
道

多
治
見
白
川
線
、
同
土
岐
可
児
線
や

一
般
県
道
御
嵩
可
児
線
、
同
多
治
見

八
百
津
線
の
改
良
が
進
み
ま
し
た
。

道イテセ 95,3 63

写真 1 改良された主要地方道多治見白川線



会
場
施
設
等
の
概
要

⑧↓の
ゾ
ー
ン
(滴
撚
夘撲
流
露
跨
ぎ
彪
与

日
本
一
の
バ
ラ
園
、
地
球
花
壇
、
霧

の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
、
ロ
ー
ズ
レ
ス
ト

ラ
ン
、
花
い
か
だ
の
池
、
花
の
芸
術

ア
ベ
ニ
ュ
ー
、
大
き
な
芝
生
広
場

(@)のゾ
ー
ン(瀰…嬬拗戊ゞ凱旋榛海風ゆ

花
の
地
球
館
、
花
の
タ
ワ
ー
、
花
ト

ピ
ア

の
)の
ゾ
ー
ン
(蒲
…舶
裔
隻
楽
し
さ
を
演
出

プ
リ
ン
セ
ス
ホ
ー
ル
雅
、
ふ
る
さ
と

日
本

一
広
場
、
花
夢
館
、
華
や
か
館
、

可
児
市
館
、
ち
び
っ
こ
広
場
、
花
の

迷
宮
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
道
場

''

.“‐“‐“‐･“‐“‐“‐--------

.“‐“‐“‐･“‐“‐“‐--------

'-

楽
市
楽
座
、
バ
ザ
ー
ル
広
場
、
花
の

屋
台
横
町
、
ハ
イ
テ
ク
恐
竜
館
、
バ
ー

チ
ャ
ル
館
、
遊
々
ス
ペ
ー
ス

　
　　
　

上　
　
　
　
　
　
　

｢-
-
-
-
-
-
-
★
交
通
の
ご
案
内

会
場
へ
は
、
中
央
高
速
自
動
車
道

多
治
見
イ
ン
タ
ー
ま
た
は
土
岐
イ
ン

タ
ー
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
、
国
道
二

一

号
、
国
道
四
一
号
、
国
道
二
四
八
号

な
ど
が
主
要
な
ア
ク
セ
ス
道
路
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
会
期
中
は
自
動
車
の
混
雑

が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
県
で
は
公
共

交
通
機
関
の
利
用
を
呼
び
掛
け
て
お

り
、
名
鉄
可
児
駅
前
な
ど
か
ら
は

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
運
行
さ
れ
ま
す
。

朧

効

e 最寄り駅 / JR 可児駅 ･名鉄新可児駅 直行バス連行予定

e 車で / 岐阜市内から35km ･名古屋市内から40km (約60分)

●中央自動車道で / 多治見インターから14km (約20分)

土岐インターから20km (約25分)

図 3 会場への交通のご案内

三

県
内
を
縦
断
す
る
道
路

網
の
拡
充

郡
山
の
ナ
ー

八
幡
出
て
ゆ
く
と

き
は

雨
も
ふ
ら
ぬ
に
袖
し
ぼ
る

郡
山
郡
八
幡
町
で
、
毎
年
夏
行
わ

ぐ
じ
ょ
う

か
わ
さ
き

れ
る
郡
上
踊
り

｢川
崎
｣
の
一
節
で

す
。
八
月
の
お
盆
に
は
、
町
中
で
徹

夜
踊
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
踊
り
の

輪
に
加
わ
ら
れ
た
方
も
多
い
こ
と
と

思
い
ま
す
。

岐
阜
県
は
日
本
の
真
ん
中
、
そ
の

中
で
も
内
陸
の
真
ん
中
の
こ
こ
郡
上

郡
で
は
、
今
、
高
速
自
動
車
国
道
東

海
北
陸
自
動
車
道
の
建
設
が
急
ピ
ッ

チ
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

東
海
北
陸
自
動
車
道
は
、
全
線
が

開
通
す
る
と
、
愛
知
県
一
宮
市
の
名

いち
の
み
や

神
高
速
道
路
の
一
宮
イ
ン
タ
ー
と

富
山
県
小
矢
部
市
の
北
陸
自
動
車
道

と
な
み

砺
波
イ
ン
タ
ー
間
約
一
八
五
虹

(県

内
約
一
四
二
蝿
)
を
結
び
、
本
州
を

縦
断
す
る
、
ま
さ
に
太
平
洋
と
日
本

海
を
結
ぶ
基
軸
と
な
る
高
速
自
動
車

道
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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現
在
は
、
各
務
原
市
の
岐
阜
各
務

原
イ
ン
タ
ー
か
ら
郡
上
郡
美
並
村
の

美
並
イ
ン
タ
ー
間
約
三
六
如
が
供
用

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
南
は
愛
知
県
へ
、

北
は
県
内
飛
騨
地
方
か
ら
富
山
県
へ

向
け
て
、
建
設
工
事
が
進
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

冬
季
に
あ
っ
て
、
郡
上
地
方
か
ら

飛
騨
地
方
一
帯
は
、
ス
キ
ー
客
で
賑

わ
い
ま
す
。県
内
に
あ
る
ス
キ
ー
場
は

全
部
で
四
一
箇
所
。
全
国
で
も
有
数

の
ス
キ
ー
場
数
を
誇
り
ま
す
。

県
外
か
ら
の
利
用
も
多
く
、
こ
の

冬
も
多
く
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
集
り
ま

し
た
。

ま
た
、
四
季
を
通
じ
て
観
光
地
も

多
く
、
春
は
桜
、
夏
は
ア
ウ
ト
ド
ア

で
鮎
釣
り
･
キ
ャ
ン
プ
、
秋
は
紅
葉

な
ど
多
彩
な
見
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
反
面
、
道
路
の
渋
滞
に

は
頭
が
痛
い
と
こ
ろ
で
す
。
せ
っ
か

く
の
行
楽
が
車
の
渋
滞
で
台
無
し
に

な

っ
て
し
ま
>フ
と
い
う
こ
と
も
、
な

き
に
し
も
あ
ら
ず
で
す
。

高
速
自
動
車
道
が
で
き
る
ま
で
は
、

こ
の
地
方
の
道
路
は
国
道
一
五
六
号

が
、
主
た
る
道
路
で
し
た
。
国
道
の

重
要
性
は
変
ら
な
い
の
で
す
が
、
岐

阜
県
の
南
北
の
軸
の
役
割
は
、
徐
々

に
高
速
自
動
車
道
に
そ
の
主
役
を
移

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

岐
阜
県
で
は
、
道
路
整
備
の
一
思

想
と
し
て
、
｢
複
線
｣
な

い
し
は

｢複
々
線
｣
ル
ー
ト
整
備
と
し
て
、

複
数
の
幹
線
道
路
ま
た
は
幹
線
道
路

プ
ラ
ス
生
活
道
路
の
整
備
を
基
本
姿

勢
に
す
え
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
数
年
、
幹
線
道
路
網
の
見
直
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図 4 郡上郡周辺の道路網計画
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し
が
全
国
的
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
う
し
た
中
で
、
平
成
五
年
に
は
国

道
一
五
六
号
の
バ
イ
パ
ス
機
能
を
持

つ
県
道

｢大
和
美
並
線
｣
の
主
要
地

方
道
指
定
、
さ
ら
に
、
こ
の
四
月
に

ほ
く
さ
ん

は
新
た
な
県
道
路
線
と
し
て
｢
白
山

う
ち
が
た
に

内
ヶ
谷
線
｣
が
誕
生
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。
渋
滞
対
策
の
み
な

ら
ず
、
緊
急
時
の
迂
回
路
と
し
て
も

岐
阜
県
の
南
北
軸
を
支
え
る
機
能
を

今
後
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、

整
備
を
推
進
す
る
方
針
と
な
っ
て
い

ま
す
。

歴̂
史
を
尋
ね
る
と
〉

岐
阜
街
道
、
郡
上
街
道

こ
の
街
道
は
長
良
川
東
岸
に
沿
っ

て
、
中
野
、
殻
見
、
千
虎
、
東
乙
原
、

名
津
佐
を
通
り
美
濃
へ
達
し
て
い
た
。

昔
は
、
箱
坂
宝
殿

(法
伝
)、
三

日
市
坂
、
福
野
坂
、
恵
比
須
坂
、
地

蔵
坂
の
六
ヶ
所
の
難
所
あ
り
、
岩
伝

い
の
処
も
あ
り
、
荷
物
運
搬
に
馬
を

使
う
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。

明
治
初
頃
よ
り
経
路
を
川
岸
の
山

腹
に
変
更
す
る
と
共
に
、
障
害
の
岩

石
を
削
除
す
る
等
順
次
改
修
が
進
め

ら
れ
た
。
明
治
三
一年
に
は
美
並
村

の
篤
志
家
、
杉
山
茂
衛
門
が
私
費
を

投
入
し
て
改
修
を
行
い
、
ま
た
地
元

有
力
者
の
寄
付
に
よ
る
支
援
協
力
に

よ
り
改
良
が
進
め
ら
れ
、
明
治
三
二

年
頃
面
目
を
一
新
し
た
。

越
前
街
道
、
白
川
街
道

越
前
街
道
は
、
白
鳥
よ
り
油
坂
を

越
え
て
越
前
大
野
に
通
じ
る
道
で
こ

の
越
前
大
野
を
経
て
塩
、
魚
、
貝
類

等
海
産
物
を
、
白
川
街
道
は
白
鳥
よ

り
長
滝
、
高
鷲
を
経
て
白
川
に
達
す

る
道
路
で
、
荘
川
の
舟
運
に
よ
り
運

ば
れ
た
富
山
地
方
の
産
物
を
、
搬
入

す
る
主
要
道
路
で
あ
っ
た
が
、
道
路

改
良
の
文
献
な
く
不
詳
で
あ
る
。

と
せ
ん

四

渡
船
の
紹
介

岐
阜
県
に
は
、
木
曽
川
、
長
良
川
、

揖
斐
川
の
三
大
河
川
が
あ
り
、
こ
れ

ら
の
流
域
に
集
落
が
発
達
し
て
き
ま

し
た
が
、
一
面
、
河
川
が
人
の
往
来
、

物
流
や
交
通
を
阻
害
し
て
き
た
こ
と

は
事
実
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら

渡
船
が
発
達
し
、
明
治
一
四
年
に
は

県
下
で

一
七
二
ヶ
所
の
渡
船
場
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

渡
船
場
は
、
橋
梁
の
架
設
に
よ
り
、

必
然
的
に
そ
の
数
を
減
少
し
て
き
ま

し
た
が
、
現
在
で
も
五
ヶ
所
に
お
い

て
、
県
道
の
一
部
と
し
て
渡
船
が
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
、
岐
阜
市
内
で
長
良

お
べ
に

川
を
渡
る
小
紅
渡
船
で
す
。
手
漕
ぎ

の
船
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
国
的
に

も
珍
し
い
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
よ

く
マ
ス
コ
ミ
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。

歴
史
を
辿
り
ま
す
と
、
古
く
中
山
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道
筋
の
渡
し
場
の
一
つ
で
あ
り
、
長

さ
九
間
梁
六
尺
の
渡
船
二
艘
が
置
か

れ
、
御
入
用
金
で
修
理
さ
れ
て
い
た

と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
渡
船
に
は
、
船
頭
一

人
、
水
主
二
四
人
が
お
り
、
平
日
は

一
〇
人
が
勤
め
、
一
般
に
三
人
宛
、

交
代
で
乗
っ
て
い
た
が
、
出
水
時
に

　　
　
　　
　
　

　
　　
　　
　

　　　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　

こ
ご
"、
き

　
　

しぶき
さ

　
　　　　
　　

＼
‘
へさ
き
h

　　　
　
　　

　
　
　　
　　

　　　
　　　　
　　　　　

ご
＼気き
藷

は
舟
人
を
増
加
し
、
出
水
が
七
合
余

に
な
る
と
、
差
止
め
ら
れ
た
と
い
い

ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
長
さ
六
間
か
ら

八
間
、
梁
四
尺
か
ら
六
尺
の
百
姓
の

持
ち
船
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

寛
政
一
三
年

(
一
八
○

-年
)
当
時

の
渡
賃
は
武
士
無
料
、
商
人
荷
一
駄

に
つ
き
人
馬
と
も
一
八
文
、
旅
人
一

人
六
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
他
、
愛
知
県
と
の
県
境
と
な

り
ま
す
長
良
川
に
森
下
渡
船
、
長
良

川
と
木
曽
川
間
の
県
境
を
は
さ
ん
で

日
原
渡
船

(岐
阜
県
分
と
愛
知
県
分

あ
り
)、
同
様
に
愛
知
県
と
の
県
境

に
し
な
か
の

と
な
り
ま
す
木
曽
川
に
西
中
野
渡
船

(愛
知
県
管
理
)
が
あ
り
ま
す
。

==流激 正 式 装 置

Yべき謂式渡船装置

渡
船
装
置
の
改
良

岡
田
忠
治
は
、
嘉
永
三
年

(
一
八

や
ま
が
た

五
〇
年
)
岐
阜
県
山
県
郡
保
戸
島

(現
在
の
関
市
)
に
生
ま
れ
た
。
こ

の
村
は
、
長
良
川
本
流
と
長
良
今
川

に
は
さ
ま
れ
た
本
県
唯
一
の
島
を
形

成
す
る
村
で
、
長
良
川
の
出
水
に
よ

る
洪
水
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
岡

田
は
こ
こ
に
生
ま
れ
、
長
じ
て
戸
長

と
な
り
、
農
事
改
良
･
治
水
に
人
力

し
た
。
洪
水
時
に
は
幾
日
も
川
止
め

と
な
り
、
急
病
人
の
救
済
、
出
産
婦

の
処
置
が
で
き
ず
死
を
招
く
こ
と
が

あ
っ
た
。

こ
れ
ら
を
救
う
た
め
岡
田
は
多
年

の
研
究
の
結
果
、
明
治
三
六
年
、
渡

し
船
に
改
良
を
加
え
て
、
川
の
両
側

に
や
ぐ
ら
を
組
み
、
鋼
鉄
線
を
渡
し
、

滑
車
に
よ
っ
て
対
岸
に
導
く
新
式
の

渡
船
装
置
を
考
案
、
明
治
三
六
年
に

特
許
を
受
け
た
。
い
わ
ゆ
る
岡
田
式

渡
船
装
置
と
呼
ば
れ
た
。
木
曽
川
大

田
の
渡
し
を
手
始
め
に
各
所
に
設
置

さ
れ
た
。

同
文
献
は

｢岐
阜
県
道
路
史
｣
に
よ
る
。
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幻躍
月
･日

世
界
の

動

き

○
米
商
務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
一
九
九
四
年
の
実
質
経
済
成
長

率
は
四
･0
%
で
、
八
四
年
の
六
･二
%
以
来
の
高
い
伸
び
と
な
っ
た
。

○
米
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ゼ
ネ
ラ
ル
･
モ
ー
タ
ー
ズ

(G
M
)

発
表
の
九
四
年
決
算
に
よ
る
と
、
純
益
は
四
九
億
ド
ル
に
の
ぼ
り
、

八
八
年
の
四
八
億
六
、
0
0
0
万
ド
ル
を
抜
い
て
過
去
最
高
。

○
米
の
フ
ォ
ー
ド
･
モ
ー
タ
ー
の
、
九
四
年
の
純
益
は
五
三
億
ド

ル
と
な
り
、
前
年
比
の
二
倍
強
で
、
過
去
最
高
を
記
録
。

○
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

(F
R
B
)
が
、
公
定
歩
合
を
○
･

五
%
引
き
上
げ
て
五
･
二
五
%
に
す
る
こ
と
を
決
め
、
即
日
実
施

し
た
。

0
英
国
の
中
央
銀
行
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
、
最
低
貸
出

金
利

(公
定
歩
合
)
を
○
･
五
%
引
き
上
げ
、
六
･
七
五
%
と
す

る
こ
と
を
決
め
、
即
日
実
施
。
米
英
と
も
イ
ン
フ
レ
防
止
が
狙
い
。

○
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
が
、
九
六
会
計
年
度

(九
五
年
一
〇
月
-

九
六
年
九
月
)
の
連
邦
予
算
案
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
｢予
算
教
書
｣

を
議
会
に
提
出
。
同
年
度
の
財
政
赤
字
は
一
、
九
六
七
億
ド
ル
と

前
年
度
比
二
･
二
%
増
で
、
四
年
ぶ
り
に
増
加
。

○
中
国
政
府
が
北
京
の
人
民
大
会
堂
で
開
い
た
人
ロ
大
会
で
中
国

の
人
口
が
、
翌
一
五
日
現
在
で
一
二
億
人
に
達
す
る
と
発
表
し
た
。

○
米
商
務
省
発
表
の
九
四
年
の
貿
易
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
通
関

ベ
ー
ス
の
対
日
貿
易
赤
字
は
六
五
六
億
六
、
九
〇
〇
万
ド
ル
と
な

り
、
過
去
最
高
を
記
録
。

事

項

鱒
月
･日

国

内

の

動

き

○
日
本
自
動
車
工
業
会
一
九
九
四
年
の
自
動
車
生
産
実
績
を
発
表
。

生
産
台
数
は
一
、
0
五
五
万
四
、
一
一
九
台
で
、
前
年
比
六
･
0

%
減
。
八
〇
年
以
降
の
最
低
水
準
で
、
米
国
の
生
産
台
数

(
一
、

一
三
ニ
五
万
七
、
四
八
六
合
)
を
下
回
っ
た
。

○
大
蔵
省
発
表
の
九
四
年
の
貿
易
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
貿
易
黒

字
額
は
、
前
年
比
○
･
八
%
増
の
一
、
二
一
一
億
六
、
八
〇
〇
万

ド
ル
と
な
り
、
過
去
最
高
。

○
総
務
庁
発
表
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
と
、
九
四
年
平
均
の
就
業

者
数
の
う
ち
、
サ
ー
ビ
ス
業
は
て

五
四
二
万
人
で
、
製
造
業
を

四
六
万
人
上
回
っ
た
。
産
業
別
で
は
初
め
て
の
ト
ッ
プ
。

○
総
務
庁
の
発
表
に
よ
る
と
、
九
四
年
の
平
均
完
全
失
業
率
は
、

前
年
比
○
･
四
ポ
イ
ン
ト
増
の
二
･
九
%
で
、
過
去
最
高
を
記
録
。

○
気
象
庁
が
阪
神
大
震
災

(兵
庫
県
南
部
地
震
)
の
現
地
調
査
結

果
を
発
表
。
震
度
7

(激
震
)
の
地
域
は
、
神
戸
市
須
磨
区
か
ら

西
宮
市
に
か
け
て
長
さ
約
二
〇
キ
ロ
、
幅
一
キ
ロ
の
帯
状
に
広
が
っ

て
い
た
。
さ
ら
に
宝
塚
市
の
一
部
、
淡
路
島
の
北
淡
、
一
宮
、
津

名
の
三
町
で
も
、
同
震
度
で
確
認
さ
れ
た
。

○
政
府
が
阪
神
大
震
災
の
被
害
額

(概
算
)
を
約
九
兆
六
、
○
○

0
億
円
と
発
表
。
う
ち
道
路
、
港
湾
、
鉄
道
な
ど
交
通
基
盤
施
設

は
約
二
兆
二
、
0
0
0
億
円
。

○
政
府
が
臨
時
閣
議
で
阪
神
大
震
災
の
災
害
復
旧
費
を
盛
り
込
ん

だ
九
四
年
度
第
二
次
補
正
予
算
案
を
了
承
。
一
兆
二
二
三
億
円
億

円
の
歳
出
で
、
税
収
減
を
含
む
財
源
は
、
赤
字
国
債
を
含
む
国
債

発
行
で
賄
う
。

事

項

“
月
･日

道

路

行

政

の

動

き

○
｢電
線
共
同
溝
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
(仮
称
)
が
閣
議
決
定
。

同
日
衆
議
院
に
付
託
。

○
二
月
一
〇
日
に
各
省
庁
か
ら
報
告
を
受
け
た

｢各
省
庁
に
お
け

る
特
殊
法
人
の
見
直
し
結
果
に
つ
い
て
｣
を
総
務
庁
長
官
か
ら
閣

議
報
告
。

○
｢特
殊
法
人
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て
｣
が
閣
議
決
定
。

事

項
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セ ンタ ー

　
　
　
　

｢天
地
終
始
な
く
、
人
生
生
死
あ
り
。｣

年
の
せ
い
か
昔
覚
え
た
言
葉
の
断
片
が
、
前
後
の

脈
絡
に
関
係
な
く
浮
か
ん
で
く
る
。
冒
頭
の
言
葉
で

始
ま
る
詩
の
作
者
は
幕
末
の
水
戸
学
の
第
一
人
者
藤

田
束
湖
で
、
｢正
義
の
歌
｣
の
出
だ
し
の
部
分
だ
っ

た
と
思
う
。
詩
全
体
の
意
味
は

｢人
の
一
生
だ
な
ん

　　　　　

て
傷
い
も
の
だ
。
正
義
の
為
に
生
命
を
捧
げ
れ
ば
歴

史
は
こ
れ
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
い
の
ち
は
悠
久
の

大
義
の
中
で
生
き
続
け
る
｣
と
言
っ
た
内
容
だ
っ
た
。

私
達
の
青
春
時
代
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
で
、

戦
地
は
勿
論
の
こ
と
内
地
で
も
明
日
の
い
の
ち
の
保

証
は
な
い
。
国
の
為
に
死
ぬ
割
り
切
り
方
と
し
て
、

こ
の
詩
は
若
者
の
心
を
把
ぇ
た
。

今
次
大
戦
の
と
き
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
儒
教
を
背

景
と
す
る
忠
君
愛
国
の
水
戸
学
は
、
外
国
の
圧
力
を

受
け
る
と
大
い
に
盛
り
上
が
る
も
の
ら
し
い
。
徳
川

三
〇
〇
年
の
鎖
国
が
、
開
国
を
迫
る
ア
メ
リ
カ
、
イ

ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
破
ら
れ
よ
う
と
し
た
と

き
。
外
敵
を
撃
つ
こ
と
が
正
義
だ
と
す
る
、
尊
王
壞

夷
派
の
精
神
的
支
柱
が
水
戸
学
で
あ
っ
た
。
一
方
で

開
国
さ
え
す
れ
ば
幕
藩
体
制
は
維
持
で
き
る
と
す
る

佐
幕
開
国
派
。
列
強
の
艦
隊
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を

秘
め
て
、
両
派
の
争
い
を
海
上
か
ら
見
つ
め
た
。
結

局
、
穰
夷
を
名
目
し
た
倒
幕
派
が
勝
ち
明
治
維
新
と

な
る
。
勝
っ
て
し
ま
え
ば
撥
夷
の
旗
を
サ
ラ
リ
と
捨

て
て
、
｢智
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
大
ニ
皇
基
ヲ
振
起
ス

ベ
シ
｣
の
五
箇
条
誓
文
に
な
り
、
君
子
豹
変
し
て
文

明
開
化
と
な
る
o

話
は
変
る
が
、
現
代
天
文
学
で
は
宇
宙
に
も
始
め

と
終
わ
り
が
あ
る
と
い
う
。
宇
宙
は
今
す
ご
い
ス
ピ
ー

ド
で
膨
張
を
続
け
、
そ
の
速
度
は
計
算
式
で
説
明
で

き
る
と
い
う
。
膨
張
し
て
い
る
と
な
る
と
、
起
爆
点

が
無
く
て
は
困
る
。
昔
の
昔
。
宇
宙
の
一
点
で
無
い

に
等
し
い
量
の
物
質
が
、
大
爆
発
し
て
四
方
に
拡
が

り
数
々
の
星
を
生
ん
だ
と
い
う
、
ビ
ッ
ク
バ
ー
ン
理

論
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
天
地
終
始
あ
り
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
、
｢正
義
の
歌
｣
に
と
っ
て
ま
こ
と

に
都
合
が
悪
い
。

!
!
は
じ
め
と
お
わ
り
。
!
!
･

易
で
は
こ
れ
を

ど
う
見
て
い
る
の
か
、
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。
易

で
は
終
わ
り
だ
と
思
っ
た
そ
の
一
つ
手
前
が
、
終
わ

り
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
の
白
線
は
ゴ
ー
ル

で
な
く
ス
タ
ー
ト
の
線
だ
と
い
う
。
で
は
ゴ
ー
ル
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
ゴ
ー
ル
だ
と
思
わ
れ
て

い
る
線
の
一
歩
手
前
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
達
が
考
え
て
い
る
終
わ
り
の
線
が
、
出
発
線
な
ら

終
わ
り
は
無
い
こ
と
に
な
る
。
理
解
し
に
く
い
か
も

か

知
れ
な
い
の
で
例
を
引
く
。
易
経
六
四
卦
は
そ
れ
ぞ

れ
の
卦
が

一
定
の
秩
序
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

か
す
い

六
四
卦
の
一
番
終
わ
り
は
火
水
未
済
の
卦
と
な
っ
て

ぴ
せ
い

いま

ず

い
る
。
未
済
と
は
未
だ
済
ん
で
い
な
い
の
意
味
で
あ

る
。
だ
か
ら
終
わ
り
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
終
わ
り

の
卦
は
と
い
う
と
未
済
の
卦
の
一
つ
手
前
、
六
三
番

す
い
か

き
せ
い

ずで

す

目
の
水
火
既
済
の
卦
で
あ
る
。
既
済
と
は
既
に
済
み

ま
し
た
の
意
で
あ
る
。
易
で
は
す
べ
て
の
現
象
に
終

始
は
あ
る
け
れ
ど
、
始
め
と
終
わ
り
は
区
別
し
に
く

い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
が
天
地
終
始
な
く

の
｢正
義
の
歌
｣
に
似
つ
か
わ
し
い
。

さ
て
、
本
誌
は
こ
の
三
月
号
で
満
五
年
、
通
巻
六

〇
号
と
な
っ
た
。
月
一
回
の
発
行
で
は
六
〇
が
一
つ

の
区
切
り
に
当
た
る
。
発
行
人
に
な
っ
た
以
上
毎
回

何
か
を
書
か
ね
ば
、
と
始
め
た
本
稿
末
尾
の
サ
イ
ン

も
亀
崎
瑞
経

(か
め
ざ
き

･
づ
い
き
ょ
う
)
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
に
ま
と
ま
っ
た
。
常
識
に
従
え
ば
本
欄
は
編

集
後
記
と
し
、
毎
号
の
目
次
に
沿
っ
て
三
塁
日く
べ

き
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
が
そ
ん
な
器
用
さ
は
も

と
も
と
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
、
雑
記
と
名
付

け
勝
手
気
ま
ま
に
書
い
て
き
た
。
こ
れ
を
許
し
て
く

れ
た
編
集
メ
ン
バ
ー
と
、
運
営
会
議
の
方
々
に
は
心

か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
来
月
号
か
ら
は

｢既

せ
い

済
｣
の
サ
イ
ン
で
続
け
る
の
で
、
ま
た
お
読
み
い
た

だ
け
れ
ば
有
難
い
。

(経
)



｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
-
九
九
四
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
ま
た
は
座
談
会
実
施
時
の
も
の
で
す
)

○
こ
れ
か
ら
の
道
路

○
有
料
道
路
制
度
に
新
し
い
理
念
を

○
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
走
る

○
道
路
･
交
通

進
○
道
路
整
備
に
思
う

○
第
二
世
代
道
路
交
通
に
向
け
て
日
本
の
現
状
を
憂

う
る

○
道
路
は
何
処
に
ゆ
く

o
狡
髄
緘
榎
。
ネ
ジ
メ
,
ト
は
、
持
続
可
能
な
交
通

綴
鬮
技
術
科
学
大
鰐
松
本

○
道
づ
く
り
の
心

○
年
頭
の
あ
い
さ
つ

○
平
成
六
年
の
道
路
行
政
を
ふ
り
か
え
っ
て

○
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
機
能
保
持
を

2
中國
凶

○
道
路
行
政
と
シ
ビ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

○
絵
に
な
る
風
景

絵
に
な
る
道

0
人
に
優
し
い
道
路

○
私
の
車
社
会
化

○
道
路
は
一
つ

○
ふ
る
さ
と

N
H
K
リ
ポ
ー
タ
ー

青
山

住
世

艘
膨れだ楸迩姻繍
加藤
明
美
^

道
路
局
国
道
第
一
課
長

辻

靖
三

嘆

通
工
学
研
究
蛤

武
部

健
-

道
路
局
国
道
第
二
課
長

吉
岡

和
徳

路

東
京
大
学
名
誉
教
授

高
山

英
華

6
年
4
月
号
(第
伯
号
)
l
頁

に
新
し
い
理
念
を

節
高
速
道
路
調
査
会
参

与
,㈱
道
路
経
済
研
酩

武
田

文
夫

6
年
月
号
人
第
50
曼

貴

所

理

を
走
る

趣
鉛
雙
襲
爵
柏木
博

6
年
6
月
号
館

号
)
1
頁

車
両
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
化
の
椎

墾
泉夫
学
工
学
部
教
授

井
口

雅
一
6
年
7
月
号
(第
靴
号
)
1
頁

訓
本
物
#
銀
賄
松
野

信
也
6
年
8
月
号
第
邱
号
)
1
頁

交
通
に
向
け
て
日
本
の
現
状
を
憂

錬
椋
茅
誇
耕
癪

越

正
毅

6
年
9
月
号
第
M
号
)
1
頁

ゆ
く

帝
京
技
術
科
学
大
学
長

八
十
島
義
之
助

6
年
10
月
号
(第
琉
号
)
1
頁

ジ
メ
ン
ト
は
、
持
続
可
能
な
交
通

綴
鬮
技
術
科
学
大
鰐

松
本

昌
二

6
年
n
月
号
第
郎
号
)
ー
頁

三
菱
地
所
㈱
顧
問

尾
之
内
申
紀
夫

6
年
12
月
号
(第
野
号
)
1
頁

つ

道

路

局

長

藤
川

寛
之

7
年
l
月
号
(第
斑
号
)
1
頁

路
行
政
を
ふ
り
か
え
っ
て

道
路
局
路
政
課
長

有
賀

長
郎

7
年
1
月
号
(第
邱
号
)
3
頁

ツ
ク
の
機
能
保
持
を

蘇
州
雌
国
緘
絡
驚
萩
原

浩

7
年
3
月
号
(
第
60
号
)
ー
頁

6
年
4
月
号
(第
“
号
)
3
頁

6
年
5
月
号
(第
即
号
)
3
頁

6
年
6
月
号
(第
税
号
)
3
頁

6
年
7
月
号
(第
靴
uヴ)
3
頁

6
年
8
月
号
(第
邸
号
)
3
頁

6
年
8
月
号
(第
報
号
)
5
頁

○
普
通
の
国
に
な
る
こ
と
の
す
す
め

○
視
聴
率

○
規
制
さ
れ
る
側
の
都
合

○
人
に
優
し
い
道
路
を

0
一
九
九
四
年
を
振
り
返
っ
て

3
-畿

七
鰭

遭
路
関
係
重
点
施
策
-

○
平
成
七
年
度
重
点
施
策
に
つ
い
て

0
道
路
事
業
に
よ
る
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
推
進

○
物
流
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
･
効
率
化
の
推
進

○
く
ら
し
の
み
ち
づ
く
り
の
推
進

○
緑
の
創
造
･
リ
サ
イ
ク
ル

○
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
総
合
支
援
事
業
の
創
設

4
一茂
七
年
度
道
関
係
費

一

〇
概
算
要
求

○
平
成
七
年
度
道
路
予
算
概
算
要
求
の
概
要

○
一
般
国
道
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

○
有
料
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

○
地
方
道
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

②
予
算

○
平
成
七
年
度
道
路
関
係
予
算
案
の
概
要

三
菱
総
合
研
究
所

取
締
役
相
談
役

道
路
局
道
路
交
通

管

理

課

長

道
路
局
路
政
課
長

有
賀

同
志
社
大
学
法
学
部
教

麟
元
日
鰹
c

講

金
丸

道
路
局
高
速
国
道
課
長

井
上

啓
一

道
路
局
道
路
総
務
課

道
路
局
企
画
課

湖
囃
鰺
濱ず
観
隷
下
元
俊
英

調
査
第

一
係
長

離
巍
囃
諦
舸
薮

雅
行

繊
麗
鰯
裔
舸
松
木
渚
心

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室

畠
中

秀
人

調
査
第
三
係
長

道
路
局
道
路
総
務
課

一h
日

　

　

　　
　

企

画

　
　　
　
　
　

　
　

道
路
局
国
道
第
二
課

｣案
rk

建

設

専

門

官

J架
て刀

道
路
局
有
料
道
路
課

ヒコム介

課

長

補

佐

づに‐眠
団

道
路
局
高
速
国
道
課

緊
“

課

長

補

佐

窓
…

道
路
局
地
方
道
課

建

設

専

門

官

讓
讓
瞬
謡
詞
水
本

高
田

順
一

奥
平

聖
教
夫

牧
野

昇

6
年
9
月
号
(第
脳
号
)
3
頁

6
年
10
月
号
(第
$
号
)
3
頁

6
年
11
月
号
(第
簿
号
)
3
頁

6
年
12
月
号
(第
57
号
)
3
頁

6
年
12
月
号

第̂
劫
号
)
5
頁

6
年
9
月
号
(第
鋭
号
)
5
頁

6
年
9
月
号
(第
瓢
号
)
聡
頁

6
年
9
月
号
(第
瓢
号
)
=
頁

6
年
9
月
号
(第
瓢
号
)
劉
頁

6
年
9
月
号
(第
M
号
)
"
頁

6
年
9
月
号
(第
瓢
号
)
卸
頁

6
年
10
月
号
(第
弱
号
)
6
頁

6
年
10
月
号
(第
55
号
)
"
頁

収

6
年
10
月
号
(第
疣
号
)
器
頁

昌
文

道
夫

6
年
10
月
号
(第
55
号
)
"
頁

良
則

大
掘

一
平

長
郎

輝
男

道
路
局
道
路
総
務
録

高
田

題

葦
ろ
号
第
髯
)
貢

企

画



○
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

○
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
の
概
要

○
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

○
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

5

道
路
審
議
会

○
｢鋭
世
紀
に
向
け
た
新
た
な
道
路
構
造
の
あ
り
方

-
新
時
代
の
“道
の
姿
“を
も
と
め
て
-
｣
に
つ
い
て

6
宮圏
皿

○
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
社
会
の
道
路
の
役
割

○
次
世
代
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(A
R
T
S
)
に
つ

い
て

○
次
世
代
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
道
路
交
通

情
報
シ
ス
テ
ム

(V
I
C
S
)

○
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
○
高
速
道
路
の
情
報
シ
ス
テ
ム

○
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
向
け
て
の
展
望

○
行
政
情
報
の
総
合
利
用
の
推
進

7

新
定
な
道
路
の
空
間
機
能

○
新
た
な
道
路
の
空
間
機
能

○
地
下
空
間
を
活
用
し
た
情
報
通
信
基
盤
の
整
備

○
地
下
空
間
を
活
用
し
た
駐
車
場
整
備

○
道
路
空
間
に
お
け
る
軌
道
系
の
交
通
施
設

○
阪
神
高
速
道
路
に
お
け
る
立
体
道
路
制
度
の
活
用

へ湊
町
南
出
路
の
事
例
･
泉
大
津
パ
ー
キ
ン
グ
エ

リ
ア
の
事
例
〉

鱗
鴫
輻
禰
諜

奥
平

聖

7
年
2
月
曼
第
的
号
)

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

増
曙
瑞
議

森

曰旻

7
年
2
月
曼
第
"
号
)

　
　
　　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

艇
精

翹
幅
齦
松
下
敏
郎
?
年
2
月
号
(第
諄
)

覇
錫鴎
蟻
罰

水
本
良
則

31 24 20
頁 頁 頁

道
路
局
企
画
課

6
年
12
月
号
(第
劫
号
)
7
頁

罐
穣
虹
議

増
澤
室
口
6
年
8
尋

ぬ

呈

　
　
　
　
　
　

　

　
　　
　
　

誠
麹
灘

篭

渡
辺

学

6
年
8
月
号
(第
邱
号
)

繃
路
曝
癩

議

加
藤
恒
太
郎

6
年
8
尋

露

呈

日
本
道
路
公
団
保
全
交

6
年
8
月
号
(第
邱
号
)

通
部
交
通
対
策
課

日
本
電
信
電
話
㈱
マ
ル

6
年
8
月
号
(第
部
号
)

チ
メ
デ
ィ
ア
推
進
室

総
務
庁
行
政
管
理
局

鋪
酵
翻

蟻
簸

川
上
美
智
男
6
年
8
月
曼
第
写
)

道
路
局
路
政
課

7
年
1
月
号
(第
弼
号
)

道
路
利
用
調
整
官

道
路
局
企
画
課

内
山

重
基

7
年
1
月
号
(第
弼
号
)

道
路
局
企
画
課

7
年
1
月
号
(第
弼
号
)

繃
路
婉
ず
政
録
牧

哲
史

7
年
1
月
号
(
第
邱
号
)

翔
罐
纏蝋
癩
聡
烟
小
川
征
史
7
年
1
月
号
篤
瑯
&

32 25 18 12 6
頁 頁 頁 頁 頁

36 31 24 22 19 15 8
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

M
頁

8

地
域
高
規
格
道
路

道
路
局
企
-
画
課

7
年
3
月
号
(第
卸
号
)
3
頁

道
路
経
済
調
査
室

讓

慰
謝…
鮴
鰡
若
木‐
吾
朗【
7
年
3
月
号
(第
卸
号
)
9
頁

羸
綱
顱
誕
鮴
鸚
小
野
田
隆
夫̂
7
年
3
月
号
(第
鋤
号
)
"
頁

讓

齦
誕
鮴
螂
澤
田
和
宏

7
年
3
月
号
(第
60
号
)
“
頁

鱗
寮
麒
認
鮴
螂
薬小田
嘉
男
7
年
3
月
号
(第
卸
号
)
潴
頁

○
地
域
高
規
格
道
路
の
概
要

○
地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
1
I青
森
県

○
地
域
高
規
格
道
路
へ
の
地
方

(静
岡
県
)
の
期
待

○
地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待
l
奈
良
県

○
熊
本
県
の
地
域
高
規
格
道
路
に
寄
せ
る
期
待

9

過
積
載
対
策

○
過
積
載
防
止
対
策
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係

6
年
5
月
号
(第
50
号
)
5
頁

　

0
過
積
載
防
止
対
策
申
合
せ
に
つ
い
て

馨

顔

籍

錺
掛
江
浩
一郎
6
年
5
月
曼
第
酵
)
7
頁

o
過
積
載
運
転
の
現
状
と
対
策
に
つ
ぃ
て

婚糘
断褻
瀞
鍋
清
水
敏
夫
6
年
5
月
曼

第
即
号
)
蜷
頁

○
日
本
道
路
公
団
に
お
け
る
車
眼
令
違
反
車
両
取
締

日
本
道
路
公
団
保
全

6
年
5
月
号
(第
50
号
)
“
頁

り
の
現
状
及
び
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

交
通
部
交
通
管
理
課

○
過
積
載
車
両
対
策
へ
の
取
り
組
み
の
現
状
に
つ
い

鰭部朧
繊
舩鰤蝦
法
師
人
富
治
6
年
5
月
号
(第
却
号
)
“
頁

調

査
･

イ

阪
神
高
速
道
路
公
団

6
年
5
月
号
(第
50
号
)
鋭
頁

業
務
部
交
通
管
理
課

近
畿
地
方
建
設
局

糒
離
州端校讓
辺
境課
伊
勢
達
男
6
年
5
月
号
第
即
号
)
40
頁

繃
婢
儀鱗
入
澤"鬘

兼
澤
秀
和
6年7月号
第̂
乾号)6頁

嚇
晦
暁
災≠
蛔
蘇
谷
脇
準
蔵

〃

震
災
対
-策
係
長

勤
劇
評黛方一隆
鞠
既
小
田
一
哉

6
年
7
月
号
第
靴
号
)
u
頁

灘
触
晦
災炉
鱗
鰓
瀬
本
浩
史
6
年
7
月
号
第
靴
号
)
れ
頁

防
災
第
二
係
長

蹴
淋
幟
鸚琵ぎ梨
蝋
運
上
茂
樹"
6年7月号
第̂翰
号)蘂頁

蹴鰯繃繃讓
朧
偽
佐
藤
勝
輔
6
年
7
月
号
(
第
髪
豆

卸
頁

○
阪
神
高
速
道
路
に
お
け
る
過
積
載
対
策
へ
の
取
り

組
み
の
現
状
と
課
題

○
特
殊
車
両
自
動
計
測
シ
ス
テ
ム
の
開
発

　
　
　
　　

○
道
路
の
防
災
･
震
災
対
策
に
つ
い
て

○
鹿
児
島
豪
雨
災
害

○
冬
期
の
道
路
交
通
確
保

○
-
九
九
四
年
一
月
米
国
ノ
ー
ス
リ
ッ
ジ
地
震

○
北
海
道
南
西
沖
地
震
を
振
り
返
っ
て

=

道
路
と
渇
水
対
策

触
感
河
端
嶺

尾
澤
卓
思
6
年
n
月
旻

第
琉
号
)
6
頁

○
平
成
六
年
渇
水
と
総
合
的
渇
水
対
策



0
瀬
…戸
内
渇
水
体
験
記

刻
淋
讓
鍛鰯
隷
鯰
山
下
密“広
6
年
n
月
号
(第
胎
号
)
聡
頁

日
本
道
路
公
団
広
島

　
　
　
　

　
　
　
　

　

0
平
成
六
年
｢青
…い
国
四
国
｣水“
水
飢
饉
-と
渇
水
対
策
…

錮胸鑑撻筋能檻諄競
藤
目
正
男
6
年
n
月
号
翁
不艶
号
)
鬚
頁

0
渇
水
.と
道
路

滿
糊
鰊
鉱
鮴
螂
鎌…田
正
昭

6
年
11
月
号
(第
56
号
)
鋭
頁

膣

道
路
の
行
事

○
｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課

6
年
7
月
号
(第
靴
号
)
鞘
頁

○
平
成
六
年
度
｢道
の
日
｣中
央
行
事
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課

6
年
9
月
号
(第
鶉
号
)
斜
頁

○
平
成
六
年
度
｢道
の
日
｣記
念

感
･
道
ラ
ン
ド
%

グ̂

ラ

ビ

ァ
)

6
年
9
月
号
(第
頭
号
)
ロ
絵

○
平
成
六
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
行
事

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

6
年
9
月
号
(第
鴇
号
)
第
頁

東
北
地
方
建
設
局

関
東
地
方
建
設
局

北
陸
地
方
建
設
局

中
部
地
方
建
設
局

近
畿
地
方
建
設
局

中
国
地
方
建
設
局

四 近 北関東
国国畿部陸東北
也地地地地地地
方方方方方方方

建建建建建建

四
国
地
方
建
設
局

九
州
地
方
建
設
局

北
海
道
開
発
局

沖
縄
総
合
事
務
局

燧

道
路
関
係
争
訟

○
道
路
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

6
年
4
月
号
(第
姫
号
)
5
頁

○
川
崎
大
気
汚
染
訴
訟

(第
一
次
等
)
判
決
の
概
要

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

6
年
4
月
号
(第
伯
号
)
7
頁

○
県
道
大
津
信
楽
線
土
砂
崩
落
事
故
に
係
る
損
害
賠

滋
賀
県
土
木
部
道
路
課

6
年
4
月
号
(第
"
号
)
葛
頁

償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て

○
道
路
管
理
に
係
る
損
害
賠
償
と
争
訟
の
状
況

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

6
年
4
月
号
(第
鮒
号
)
“
頁

○
路
肩
走
行
に
関
す
る
判
例
紹
介
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

7
年
3
月
号
(第
60
号
)
菊
頁

輯

道
路
開
発
資
金
制
度

　

　

　
　

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

6
年
6
月
号
(第
豆
号
)
5
頁

○
道
路
開
発
資
金
制
度
に
つ
い
て

鯖
道
路
開
発
振
興
セ
ン
タ
ー

○
道
路
開
発
資
金
貸
付
対
象
事
業
の
概
要

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

6
年
6
月
号
(第
51
号
)
劉
頁

側
道
路
開
発
振
興
セ
ン
タ
ー

旧

道
路
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
な
ど

o
橋
に
抱
か
れ
た
展
望
ラ
ウ
ン
ジ
｢ス
カ
イ
ウ
オ
ー
談
議
鰤
繃
緘
謁
顯
繃
鰤
長
尾

節

6
年
4
月
号
(第
“
号
)
卸
頁

ク
｣

○
阪
神
高
速
湾
岸
線
全
線
開
通
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課

6
年
4
月
号
(第
醇
号
)
幼
頁

0
欧
州
諸
国
の
道
路
事
情
/
高
速
道
路
の
有
料
化
を

凝
繊
舶
用群
鮮
観

小
山

亮
-
6
年
4
月
号
人
第
49
母

姥
頁

め
ぐ
っ
て

○
平
成
四
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

6
年
5
月
号
(第
即
号
)
鱗
頁

○
有
料
道
路
に
お
け
る
障
害
者
割
引
制
度

道
路
局
有
料
道
路
課

6
年
6
月
号
(第
捉
号
)
“
頁

○
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
シ
ン
ポ
ジ

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

6
年
8
月
号
(第
斑
号
)
製
頁

ウ
ム

○
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
シ
ン
ポ
ジ

都
道
府
県
渋
滞
対
策
協
議
会
.

6
年
10
月
号
(第
痣
号
)
菊
頁

ウ
ム
の
開
催

T
D
M
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
務
局

暴

ン
笈

び
上
房

道
路
占
“

取
扱
い
に
つ
い
聽
路
晦
棍

憲
山
田

些

4
甘
支
簑
母
寶

o
東
京
湾
岸
新
ル
ー
ト
の
開
通
に
つ
い
て

甜
禮
濾
説
路転
調
今
泉
仲
一郎
7
年
l
月
号
第
斑
号
)
$
号

0
道
路
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

薊
瘢
安銅
掌
中
憲
曽
根
真
理
7
年
2
月
号
第
“
号
)
虹
頁

0鎌蛔繖効辺郊漸
孔
靖侑料薄癪拂鯰淋縣増
圦
網粃
斯襲
籟確觴
小林
高
明
7
年
2
月
号
人
第
59
号
)を
ル“頁

ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
〉

　
　
　

の
道
路
管
理
の
実
態
報
告

0
広
小
路
通
都
市
景
観
整
備
事
業
に
つ
い
て

舘遼躍鰤粃鮴燭純縣
加
藤
作"次
6
年
4
月
号
人
第
"
号
)
狙
頁

0
東
海
道
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
事
業
に
つ
い
て

簿郵躍訪廉
鶚覇鵬
池
田
豊Tハ
6
年
6
月
号
(第
税
号
)
“
頁

○
道
路
敷
地
の
引
継
ぎ
に
つ
い
て

九
州
地
方
建
設
局
道
路
部
路
放
課

6
年
7
月
号
(第
靴
号
)
総
頁

0
道
路
管
"理
の
実
態
に
つ
い
て

厳
期
繊
粃
鮴
廓
野本

宏

6
年
11
月
号
(第
艶
号
)
“
頁

o
高
速
道
路
に
お
け
る
雪
氷
対
策
の
事
例

蝋
誣舞紮
糊榊
臘
野
村
永
治
7年1月号
(第那号)麩頁

　　　　　　　　
　　　
　　

　

②
道
路
占
用
Q
&
A

○
道
路
法
第
親
条
第
2
項
･
第
3
項
関
係

道
路
局
路
政
課
法
令
･占
用
班

6
年
4
月
号
(第
得
号
)
糀
頁

○
道
路
法
第
鉈
条
第
4
項
･第
5
項
関
係

道
路
局
路
政
課
法
令
･占
用
班

6
年
6
月
号
第
鎚
号
)
妙
頁

○
道
路
法
第
節
条
関
係

道
路
局
路
政
課
法
令
･占
用
班

6
年
7
月
号
(第
駝
号
)
館
頁



○
道
路
法
第
鋭
条
、第
綿
条
、第
鉤
条
、第
幻
条
関
係

法
令
解
説

、
第
館
条
、
第
虹
条
、

条
関
係

道
路
局
路
政
課
法
令
･占
用
班

道
路
局
路
政
課
法
令
･占
用
班

○
都
道
府
県
道
の
路
線
認
定
基
準
の
改
正
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
総
務
係

0
都
道
府
県
道
の
路
線
認
定
基
準
の
改
正
餌
凋
該

道
路
局
議

課
総
務
係

○
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
制
度
に
つ
い
て
(そ
の
1
)

○
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
制
度
に
つ
い
て
(そ
の
2
)

○
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
制
度
に
つ
い
て
(そ
の
3
)

○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

○
行
政
が
ま
も
り
国
民
が
生
か
す
新
し
い
ル
ー
ル

ー
行
政
手
続
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
-

○
行
政
手
続
法
の
施
行
と
道
路
関
係
法
令

に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

の
｢道
と
文
化
｣イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

｢道
と
文
化
｣
シ
リ
ー
ズ
･
あ
の
道
こ
の
道

な
ど

○
中
世
で
は
、
道
は
神
や
仏
の
も
の
で

｢公
｣
の
場

で
あ
っ
た
!

獄
熟
麹
蟄
僻
梱
炉
潴

6年n月号
(第箏
妥

襁
笏襁些尹
ブ祚
像
祐
齦
ま
ゆ琺

7
年
2
月
号
(第
鞘
号
)
範
頁

○
道
と
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
人
間
が
地
上
に
置
い
た
印
!

②
シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
道
こ
の
道

○
広
島
の
新
し
い
幹
線
道
路

紙̂
園
新
道
〉

○
鞭
牛
和
尚
ゆ
か
り
の
宮
古
街
道
今
昔

へ
一
般
国
道
一
〇
六
号
〉

○
歴
史
と
文
化
の
か
お
る
道
I
犬
山
街
道
-

○
能
登
は
優
し
や

"道
"
ま
で
も

○
一
二
〇
〇
年
･
時
空
の
旅

○

｢美
し
く
、
楽
し
く
、
た
く
ま
し
い
ふ
る
さ
と
づ

く
り
｣
を
め
ざ
す
長
崎
県
の
み
ち
づ
く
り

○
弘
前
散
策
･
み
ち
案
内

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
技
術
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
技
術
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
技
術
係

　
　
　
　
　
　
　

総
務
庁
行
政
管
理
局

行
政
手
続
法
担
当
室

大
塚

室
長

三
:蛉補

佐

,
J

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

中
国
地
方
建
設
局
道
路
部
路
放
課

　
　
　
　
　
　
　
　　

馴鵤晦牝卿攪脱ぎ
観
斉
藤

　
　
　
　
　
　
　　　　

　　　　　
　　　　　
　　　

長
崎
県
土
木
部
道
路
維
持
課

弘
前
市
建
設
部
長

船
水

6
年
8
月
号
(第
邸
号
)
螢
頁

6
年
9
月
号
(第
協
号
)
$
頁

6
年
8
月
号
(第
鞘
号
)
"
頁

6
年
約
月
号
(第
騎
号
)
即
頁

6
年
7
月
号
(第
靴
号
)
“
頁

6
年
11
月
号
(第
艶
号
)
$
頁

6
年
12
月
号
(第
斑
号
)
証
頁

6
年
11
月
号
(第
馬
号
)
“
頁

6
年
12
月
号
(第
57
号
)
鋭
頁

6
年
12
月
号
(第
野
号
)
菊
頁

7
年
3
月
号
(第
鋤
号
)
“
頁

毅
明

幸
寛

6
年
4
月
号
(第
噂
号
)
聡
頁

啓
輔

6
年
4
月
号
(第
姫
号
)
鋳
頁

彰

6
年
5
月
号
(第
50
号
)
班
頁

靖
次

6
年
5
月
号
(第
50
号
)
“
頁

博
史

6
年
6
月
号
(第
=
号
)
聡
頁

6
年
7
月
号
(第
戍
号
)
鋭
頁

義
貞

6
年
7
月
号
(第
腹
号
)
競
頁

○
奈
良
の
道
歴
史
紀
行
･
過
去
か
ら
未
来
へ

0
ワ
イ
ン
ロ
ー
ド
1
市
道
鷹
ノ
巣
線
ー

○
歴
史
の
道

｢熊
野
古
道
｣
を
た
ず
ね
て

〈
一
般
国
道
三
一
一
号
〉

○

｢魚
み
ち
｣
中
道
往
還

(国
道
三
五
八
号
)
の
歴

史
と
展
望

○
道
路
が
結
ぶ
阿
波
の
観
光

0
環
日
本
海
交
流
時
代
の
拠
点
を
め
ざ
し
て

○
歴
史
の
道

｢日
光
杉
並
木
街
道
｣

へ
一
般
国
道
一
一
九
号
･
三
一
一
号
〉

○
古
戦
場
を
た
ず
ね
て

○
水
戸
街
道
を
訪
ね
て

○
越
後
と
佐
渡
を
結
ぶ
道
ー
国
道
三
五
〇
号
I1

0
み
ち
の
く
に
･
社
の
都
の
み
ち
づ
く
り

-
新
仙
台
の
道
路
整
備
I

0
豊
の
道
･
大
分
の
道

奈
良
県
土
木
部

道
路
維
持
課
長

広
島
県
土
木
部
道
路

維
持
課
市
町
村
道
係

和
歌
山
県
土
木
部

道
路
維
持
課
長

山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課

徳
島
県
土
木
部
道
路
保
全
課
管
理
係

鳥
取
県
土
木
部
道
路
課

茨
城
県
土
木
部
道
路
維
持
課

新
潟
県
土
木
部
道
路
維
持
課

仙
台
市
建
設
局
道
路
部
計
画
課

嚇
燃
土
罐
鐵

前
川

味
波

広
石

享

6
年
8
月
号
(第
斑
号
)
劫
頁

6
年
8
月
号
(第
邱
号
)
鋳
頁

忠

6
年
9
月
号
(第
瓢
号
〕
簿
頁

6
年
10
月
号
(第
痣
号
)
斑
頁

6
年
約
月
号
(第
琉
号
)
鈍
頁

6
年
11
月
号
(第
$
号
)
60
頁

芳
弥

6
年
12
月
号
(第
戦
号
)
艶
頁

光
俊

6
年
12
月
号
(第
朗
号
)
錠
頁

7
年
1
月
号
(第
那
号
)
“
頁

7
年
2
月
号
(第
59
号
)
艶
頁

7
年
2
月
号
(第
腱
号
)
邱
頁

秀
和

7
年
3
月
号
(第
卸
号
)
馬
頁

7
年
3
月
号
(第
60
号
)
銘
頁

○
ぎ
ふ
の
道
あ
れ
こ
れ
,
日
本
一
住
み
よ
い
ふ
る
さ

岐
阜
県
土
木
部
道
路
維
持
課

と
岐
阜
県
づ
く
り
-

③
投

稿

○
花
が
結
ん
だ
福
祉
と
道
路
行
政

堺

市

中

茶

屋

中
原

久
子

6
年
7
月
号
(第
靴
号
)
"
頁




